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須 藤 健 一 ＊

Systems of Land Tenure and Resource Management on 

           Satawal Island, Micronesia

Ken-ichi SUDO

   Satawal island lies 1,000 km east of Yap and 500 km west of 
Truk. It is a raised coral island surrounded by a fringing reef that 
averages 50 m in width. In 1980 492 people lived on Satawal, in 
86 household groups. 

   The important kin group and unit of land holding in Satawalese 
society is the matrilineal lineage or clan (yayinang). As postmarital 
residence is uxorilocal, the residential group is the matrilocal extended 

 family; several women (sisters), their daughters and their daughters' 
daughters with in-marrying husbands, unmarried sons and adopted 
children. Family members live in adjacent houses built on their 
lineage land and comprise a corporate group. This coresidential 

group is called pwukos  (homestead). There are fifteen homesteads, 
the largest of which contains 12 households and 72 members  [Sump 

 1979]. 
   Satawalese society is composed of eight matri-clans, which are 

strictly exogamous, ranked and have names. All clans are ranked 
based on the sequence of their arrival on the island. The three 
highest-ranking clans are thought of as the "original" clans, and are 
known as the "clans of chief." The other five are considered as the 
later immigrants and called the "clans of commoners." The eldest 
man of the senior line in the clans takes the status of clan chief. 
They control the clan lands and allocate lineage members plots of 
land. 
   The heads of the three chiefly clans have authority to organize
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and initiate island or inter-island activities. They discuss and 
decide the important affairs of the island, such as communal fishing, 
ocean-going expeditions by sailing canoe, and sanctions to be imposed 
on a person. They have the right to call meetings and convey 
decisions to the islanders. They are also responsibile for controlling 
food resources. For example, they may place a taboo on the use of 
taro patches, coconut palms or a particular sea areas in times of 
scarcity. 

    In this paper I attempt to clarify the nature of the relationship 
between social group and rights to real property; land. For this 

purpose it is necessary to answer the following questions. What 
aspects of the natural environment are categorized as real property? 
What kind of social unit is formed as the basis for land tenure? And 
how may a person or a descent group acquire, uphold and alienate 
several rights to land? [LUNDSGAARDE 1974: 286]. Therefore I 
consider land tenure as the way in which people obtain, use and 
distribute rights to land  [CRocomBE 1968:  1]. 

   There are primarily 3 types of land  (fang) use on Satawal, 

pwukos (homestead),  pwunik (coconut land) and  pween (taro patches). 
 pwukos is where coral pebbles are spread over the land and several 

dwelling houses and cooking huts are built.  Pwunek is cleared lands 
mainly planted with coconuts (Cocos  nucifera) and breadfruit trees 

(Artocarpus  altilis).  Pween is inland swamps planted to taro 
(Cyrtosperma chamissonis and Colocasia esculenta). 

   The interior land holding of each matri-lineage (pwukos) fall 
roughly into 2 categories,  rapinglang (original or stem lands) and 

 faangetofang (incoming or given  lands). Original lands are those 
which always have been held with the pwukos or lineage. Of the 
322 land holdings sampled, 151 (46%) are considered "original 

pwukos lands." The remaining 54%, incoming lands, have changed 
hands for a variety of reasons, many having passed from pwukos to 

pwukos in a sequence of three or four transactions during the past 
80 years. The main occasion for these transactions is either a 
marriage, child birth, or adoption of an infant. 

   At marriage the lineage of the husband will give a plot of taro 

patch or coconut garden to the wife. These plots are called 
 faangetofang, (lit. "given land") and serve not only to ratify the 

marriage but also to provide  mwongonzimwafinireto (foods for in-
marrying man: husband) and the woman's offspring. When a child 
is born the husband's lineage again gives some plots of land or several 
breadfruit trees to their child. Those properties given by the father's 
lineage are considered as  mwongongyafakgr (food resources for the
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children of a lineage's male member) and held jointly by the children, 
and are distinguished from the properties of their own (mother's) 
lineage. They may decide to give them to another lineage, to which 
they marry out, by themselves. Thus in the Satawalese society, the 
smallest unit of land holding is a sibling set of a couple. 

   The sibling set is obliged to occasionally contribute gifts of foods 
to the father's lineage when its members become sick or die, and to 
help for constructing the canoe and canoe house of father's lineage. 
The father's lineage holds potential rights to regain those properties 
when its male member's offsprings do  not fulfil their duties forward 
it, or fail to care for these lands. The father's lineage has the residual 
right to "given lands" and its male member's children  (yafaktir) have 
the right to use and dispose of them. 

   On the other hand "original lands"  (rapinafanzi) of each lineage 
are owned by lineage members, and administered by the male head 

 (sOmwoon) of lineage. Therefore, all lineage members may have 
the right to use these lands freely. However, male members of each 
lineage marry out and live in their wive's lineage land  (pwukos). 
In everyday life they do not directly use their lineage's original lands. 
Instead the in-marrying men (their sister's or daughter's husbands) 
may use those lands to provide food to feed their sisters and their 
children. Lineage male members decide whether or not in-marrying 
men maintain those lands properly. After all they have the right to 
control their lineage's original lands. The in-marrying men have 
only  'use rights to them. 

   Lastly the highest-ranking chief has the right to oversee the food 
resources of the island  (mwongonzifanzi). As mentioned above, he 
may regulate the use of taro patches and coconut palms in times of 
scarcity, especially when breadfruit is scarce, from November to 
March. Violators are punished by the chief. People are obliged to 

give the first breadfruit  (mmanirnithy) to the highest ranking chief. 
This custom is considered as token payment to the lineage of the 
first occupants on this island. 

   To summarize, the land tenure system on  Satawal is comprised 
of bundles of rights and duties to real property. The extreme right to 
oversee the island food resources is held by the highest-ranking chief. 
This I denote as the right of sovereignty. I classified the rights that 
arise in relation to real property into 4 types, the  right to own, the 
right to control, the right to use, and the  residual right. These rights 
are connected with the unit of land holding and the category of lands. 

 Each lineage owns its original lineage lands  (rapinzifanti) and holds 

provisionally given land  (faangetofanti). Lineage members are co-
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owners of the original lineage lands and have the right to use and 
dispose of them. After they give a plot of these lands to another 
lineage, out of which its male members married, they still keep the 
residual right to confiscate them. They also have the right to control 
their lineage's original lands. In-marrying male members may use 
their wive's original lineage lands. And the rights to given lands 
are held by a sibling set of same father. The members of a sibling 
set may use and dispose of the lands given from father's lineage. This 
use right accompanying the right to dispose is inherited patrilineally 
from lineage to lineage. A lineage's original lands serve to support 
the elementary lineage member's food resources and given lands serve 
to keep the balance between a lineage population and its food resources. 
The fieldwork on which this paper is based was conducted from June 
to September, 1978 and from May, 1979 to March, 1980.
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１． 序 論

　本稿は， ミクロネシアの中央カロリン諸 島のサンゴ礁島， サタワル （Ｓａｔａｗａｌ）島

における土地保有 と食糧資源の利用に関する社会人類学的調査報告である１）。 筆者は，

このなかで，土地に関す る民俗概念と土地利用の方法，半世紀にわたる集団間での土

地移譲の歴史，食料資源の利用と規則などの記述と分析をとおして，サタワルの人び

との土地 と資源にたいす る観念，およびそれに基づ く土地保有の体系を明らかにした

いと考えている。

１． 問題の所在と調査方法

　 ミクロネ シアには，大小２，４００ほどの島が存在す る。その うち，人が居住す る島 は，

１割に もみたない。そ して，島の地形 は，火山島，環礁 島，隆起サ ンゴ礁 島 とい う３

つのタイプに分類 で きる。 火 山島 には， 西か らパ ラオ （Ｐａｌａｕ）諸島，ヤ ップ （Ｙａｐ）

島，マ リアナ （Ｍａｒｉａｎａ）諸 島 （グ ァム島，サ イパ ン島など）， トラ ック （Ｔｒｕｋ）諸 島，

ポナペ （Ｐｏｎａｐｅ）島，コシャエ （Ｋｏｓｒａｅ）島がふ くまれる。最大の島は，面積 ４８０　ｋｍ２

のグ ァム （Ｇｕａｍ）島であ る。 隆起 サ ンゴ礁 島は， ファイス （Ｆａｉｓ）島，本稿 の調査地

サタ ワル島，ナマ （Ｎａｍａ）島，ナ ウル （Ｎａｕｒｕ）島 とマー シャル諸 島の数 島を数 える

のみであ る。そ して，それ らの火 山島と隆起サ ンゴ礁 島のほか は，いずれ も環礁 島で

あ る。そのような，高 い島 （火 山島） と低 い島 （環礁 島と隆起サ ンゴ礁 島） とい う自

然環境の異 なる島 々におけ る土地保有の問題が，本格 的に人類学者の研究対象 とされ

１）本稿の基礎資料は，昭和５３年 ６月～ ９月および昭和５４年 ６月～５５年 ３月の２度にわたるサタ

　 ワル島での実地調査によって収集した。それらの調査は，昭和５３年度および昭和５４年度文部省

　科学研究費補助金 （海外学術調査）の交付をうけて，「中央カロリン諸島における伝統 的航海

　術の民族学的調査」の課題のもとに実施された。研究代表者は，国立民族学博物館の石森秀三

　 （第４研究部助手）で，研究分担者として，本館の秋道智彌 （第２研究部助手）と筆者が参加

　 した。資料の収集には，英語とサタワル語を使用 した。

２０１



図 １ ミ ク ロ ネ シ ア の 地 域 図
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るようにな ったのは，１９４０年前後 か らで ある。

　　 １）　 研 究 史

　 ミクロネシア地域における初期の土地保有ないし土地所有の調査 ・研究は，植民地

統治および経済開発の必要性か ら実施された。日本が国際連盟の委任統治領としてい

た 「南洋群島」（グァム島を除くマ リアナ， カロリン， マーシャルの各諸島）の場合

は，１９２３年から南洋庁が行政官を派遣 して， サイパン （Ｓａｉｐａｎ）島を手はじめに，パ

ラオ，ヤップ， トラック，ポナペの各島々で 「官有地」を中心に土地の調査を実施 し

た２）。 そして，１９３５年 ころになると，行政官のほかに，人類学や経済学などの研究者

をも動員 して，「民有地」の調査を徹底的におこなうことになった。

　 このような背景のもとに，杉浦健一は，１９３８年からパラオとポナペにおいて，土地

制度の調査に従事 し，詳細な報告書をあらわしている ［杉浦　 １９４４＝１６７－３５０］。 こ

のなかで，杉浦は，島の人びとの土地の類別方法 と利用様態を把握 し，それと土地所

有の形態との関係を考察している。官有地と民有地 とを区別し，民有地のうち，原住

民有地を部落，氏族，氏族長，家族さらに個人という所有単位で分類 している。そし

て，それらの所有単位の性格の差異を多くの具体的な事例の分析をとおして明らかに

している。

　 彼は，パ ラオの土地所有の単位としては，母系氏族 （ｋｅｂｌｉｉｌ）が重要な集団 となっ

ているが， 実際に土地を保有する集団は， 男性の氏族成員を中心 とす る拡 大家 族

（ｔｕｌｎｇａｔｋ）であると述べている。そして，氏族有地には， ２種類あることを指摘 して

いる ［杉浦　 １９４４：２４４－２４５］。 １つは，初めから氏族で持ちつづけた土地 （ｃｈｕｔａｕｍ

ｂｌａｉ）で， もう１つは， 他氏族より取得 したり， 譲渡されたりした土地 （ｃｈｅｔｅｍｅｔ　ｒａ

ｔｕｌｎｇａｌｋ）である。 それ らの土地の相続については，前者が母系的であるのにたいし，

後者が父系的傾向を示す点を強調 している。後者の具体的な例として，夫方居住婚の

様式をとるパラオ社会において，婚出した女性は，子どもをもったあとで夫と死別 し

た場合，生家へもどることになる。そのとき，夫の氏族は，その女性に財宝ないし土

地をあたえる。

　 これは，彼女が夫の家で 「働いたり，子 どもを生んだりして くれた御礼兼将来彼女が

自己の氏族に帰って後の生活補償 という意味」であると説 明している ［杉浦　 １９４４：

２４７］。 そのような土地の相続は， 母系の出自規定と夫 方 （父方一母方オジ方）居住

２）南洋庁は，１９２７年より 「臨時土地調査事業」を実施し，官有地と島民有地の境界，地目，面

積を調べた。１９３２年までに，主要な島の調査を終了したが，土地の種類は，田，畑，椰子園，

宅地，社寺地，墓地，林野，牧場など１４種目に分けられた ［南洋庁　１９３０：３９４－４０１・１９３７ａ：

２１４］。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０３
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様式を特徴 とするパラオ社会において，母系だけでな く父系の １ｉｎｅとおしても実行

されることを示すものである。また，この指摘は，同時に，土地の一部が氏族（集団）

間を移動す るという点で興味ぶかい。

　上記の傾向は，母系制の出自原理を優先するポナペ社会においても，１９１２年のドイ

ツ政庁による地券発行以来３）， とくに顕著になってきている。元来，ポナペでは， １

人の女性祖先を共有する３～ ４世代間の人びとが，「出自，所属， 土地，財産，位階

称号，特権，宗教等を同じくする」 ［杉浦　１９４４：２９１］母系の出自集団 （ｋａｉｎａｋ）を

構成 していた。 しか し，現実には，夫方居住様式が一般的であるため， １つの家屋に

住み，一定の土地を使用 して生活する集団は，Ｐｅｎａｉｎａｉとよばれる３世代間の父系的

な，直系家族の形態をとっていた。

　 これは，母系出自集団のなかに，その男性成員を中心 とする父系的な小集団が形成

されることを意味 している。 つまり， ポナペ社会には，「父系の直系長子相続」によ

って土地の 「永続的所有権の確保」 ［杉浦　 １９４４：３２８－３２９］を目的とした， ドイツ

政庁の地券発行を受容する素地が，すでにあったと解釈できる。杉浦 も指摘 している

３） ドイツ政庁は，ポナペ島の開発のため，島民の労働力を徴集する必要から，ポナペ社会の伝

統的な土地保有制度を改革した。伝統的な土地制度は，ポナペの政治組織と関連 し， ５地区の

第 １位の位階をもつ母系氏族の族長が，それぞれの地区の土地にたいする総支配権を保有する。

各地区の土地は，ナヌェ （ηαπ吻 とカウシャップ （ん吻 ψ）に類別され，前者が氏族共有地で山

林原野をふ くみ，後者が氏族員に分配 して管理利用させる宅地，ヤシ林，畑などで，海岸線に

そって 存在する肥沃地である。各地区の最高位の族長 （首長）であるナンマルキ （παπ㎜ω撚 の

は，その地区の上位の位階をもつ氏族 （ショウペイチ ：ゴψ翻 ）にカゥシャップを割りあて，

ショウペチは，さらに，その土地を同じ氏族や同系の氏族の成員に分配する。そのため，各カ

ウシャップは多数の単位 （シャップ）に細分化され，パ リエンシャップ （ＰａｌｉｅｎｊａＰ）とよばれる。

これは， １筆の土地に相当する ［矢内原　１９３５：２３１］。 この１筆の土地を保有する集団は，前

述 した母系氏族の１分節出自集団である ｋａｉｎａｋである。つまり， ポナペ島においては，その

当時，土地の 「私有制」が認められていなかったのである。それにたいし， ドイッ政庁は，各

島民占有地の境界をもうけ，その占有者に 「私有財産権」を創設する地券を交付 した。 ドイツ

政庁は，実際に土地の調査を実施せず，海岸から３０ｍ の幅をもった区域を私有地の範囲とき

め，全島１０９のカウシャップに分け，さらに，９０９のパ リエンシャップに細分し，各パ リエンシ

ャップごとに地券を発行した ［松岡　 １９４３：３２２－３３３］。地券の様式は，表面に，村 （ウエイ），

カウシャップ （字），パ リエンシャップ （土地），所有者，および保証人の名前を書き，裏面に

は，相続，処分など土地に関する法律，ならびに，土地の所有者とナンマルキとの関係につい

ての法律を記載するかたちをとっている。法律の条項は，十一条よりなっており，第一条は，

　「本証券は，永続的所有権を確保する。ただ し，所有権者が流刑又は死刑の宣告を受けたる場

合はその効力を失う」という内容である。そ して，土地の相続に関する規制は，第二条でつぎ

のように明記されている。 「所有権者が死亡 したるときは，各土地は １人の相続権ある男系の

親族が包括的にこれを継承する。遺言による土地の処分はこれを許さず。相続順位は，下の如

し，１．最年長の生存男子，２．同じく男孫， ３．同じく兄弟， ４．同じく甥，もし以上の親族

が欠けたる場合は，所有権者は自己の好む男子を相続人として養子縁組することを得一 以下

略一 」 ［矢内原　１９３５：２３４－２３５］。 このような内容の地券は，各土地保有集団の成員の申告

によって発行された。 ドイツのポナペ島支配は，１９１４年に終了 し，あとは，日本が統治するこ

とになった。南洋庁は，ポナペの民有地については干渉しなかった。そのため，現在では，そ

の地券の有効性をめ ぐる土地係争問題が起きている ［中山和芳氏からの情報］。
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ように，ポナペにおいては，土地が広 く，地券によって土地を分割 しても，ほとんど

の人が土地を所有することができた。万一，母系ないし父系をとお して土地の分けま

えをもらえなかった人がいれば， 「国有または，藩有の山林原野 （撮鰍ω⑳ を開拓せ

しめてこれを私有地とさせることとした」［杉浦　１９４４：３２６］のである。

　パラオおよびポナペの土地保有に関す る杉浦の報告は，広大な島面積のわりに人口

が少ないという要因４）か ら，社会集団の構成 （出自）原理が母系イディオロギーを優

先させているにもかかわらず，土地の利用および相続の方法が，母系を貫徹せず，か

なり柔軟性のある構造をもっていることを示唆 している。日本が ミクロネシア （グァ

ム島，ギルバー ト諸島とナウル島を除 く）を統治 していた期間 （１９１５～１９４４年）の土

地所有に関する調査研究は，高い島に集中 していた。そして，高い島において も，わ

れわれが利用できる調査報告は杉浦の上記の論文にかぎられる５》。 低い島についての

それは，本稿でとりあつかうサタワル島の土方久功 によるもの ［土方　１９４３］だけで

ある。

　１９４５（４７）年 か ら，日本の南洋群 島は，アメ リカ合衆国の国連信託統治領 とな った。

それ と同時 に，アメ リカ海軍省 の企画 の もとに， アメ リカの多 くの人類学者が参加 し

て， ミクロネシァ地域 の総合調査 が実施 された。 その成果 は， Ｃ．１．Ｍ ．Ａ．レポー トと

い うシリーズ ・タイ トルのもとに，民族誌 のかたちで公刊され， ミクロネ シア諸地域

の土地保有 の実態が明 らかになって きた６）。 また，信託統治領政府 で も，政策施行 の

必要上 ，１９５０年か ら６つ の行政区 に人類 学者 を派遣 して 土地保有 につ い て の 調査を

おこな った。 この成果 は，１９５８年 に，Ｊ．　Ｅ．　ｄｅ　Ｙｏｕｎｇ編 ，　Ｌａｎｄ　Ｔｅｎｕｒｅ　Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｉｎ

ｔｈｅ　Ｔｒｕｓｔ乃７７劾〃 げ 伽 Ｐα彫 ６み伽 必 のタイ トルで公 けにされた。 ここで，報告 さ

４） パ ラオ 島の バ ベ ルダ オ ップ 島 と コ ロー ル 島の 面 積 は， ３８５ｋｍ２，ポ ナ ペ島 の そ れ は， ３７５㎞ ２

で あ る 。そ れ らの１９４０年 と１９８０年 の 人 口 は， パ ラオが ７，０００人 と１０，３２６人 ， ポナ ペ が， ８，５００人

と２０，　８３３人 で あ る 。い ず れ の 島 も， ミク ロ ネ シァ の サ ンゴ礁 島 の人 口密度 とは ，比 較 にな らな

い ほ ど低 い ［ＡＬＩＫＩＲＥ　 ｌ９７７：２３］。

５） 土 地 保有 に関 す る記 述 は， 矢 内原 ［１９３５］，上 原 ［１９４０］，松 岡 ［１９４３］， 今 西 編 ［１９４４］の 各

報 告 書 の なか で もと りあ げ られて い る。 ま た， 南 洋庁 の 『習俗 慣 習 』 に お いて も， 断片 的で は

あ るが 南洋 群 島全 域 に わ た って ふ れ られ て い る。 上記 上原 の 報 告 は， 南 洋 群 島を 日本 の 移住 植

民 地 と して 開 発 す る ため の 調査 に基 づ い て い る。 内容 は， 農 業植 民 地 と して の 農 耕 適地 と人 口

収 容 力 ，地 目別 の 官有 地 と島民 有 地 との面 積 な どにつ いて の 詳細 な 記 述 で あ る。

６） 日本 が 委任 統 治 して いた南 洋 群 島 は， １９４７年 か ら国 際連 合 の 「太 平 洋諸 島信 託 統 治領 」 とな

り， ア メ リカ合 衆 国 の 内務 省 の管 轄 の も とに おか れ た 。行 政 的 に は， マ リア ナ， パ ラオ ， ヤ ッ

プ， トラ ック， ポナ ペ ， マー シ ャルの ６つ の地 区 に分 け られ た 。 Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｏｆ

Ｍ ｉｃｒｏｎｅｓｉａｎ　Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ （Ｃ・１・Ｍ ．Ａ） の報 告 書 の なか で ， 土地 保 有 の 問 題 に関 して比 較 的詳

細 な 記述 があ る ものは ， パ ラオの Ｂａｒｎｅｔｔ報 告 ［ＢＡＲＮＥＴＴ　 １９４９］， ヤ ップ ・ウル シー （Ｕｌｉｔｈｉ）

の Ｌｅｓｓａ 報 告 ［ＬＥｓｓＡ　 Ｉ９５０］ と イ フ ァ リ ック （Ｉｆａｌｉｋ）の Ｂｕｒｒｏｗ 報告 ［Ｂｕｒｒｏｗ　ａｎｄ　ＳＰＩＲｏ

１９５３］，トラ ックの Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ 報 告 ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１］，ポナ ペ の Ｆｉｓｃｈｅｒ報 告 ［Ｆ１ｓＧＨＥＲ

１９５７］，マ ー シ ャルの Ｓｐｏｅｈｒ報 告 ［ＳＰｏＥＨＲ　 １９４９］ を あ げ る こ とがで き る。
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れたパ ラオ ［ＫＡＮＥｓＨＩＲｏ　 Ｉ９５８：２８８－３３６］ とポナペ ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：７７－１６０］の

土地保有 に関する記述は，基本 的には，杉浦の報告 内容 と同 じ性格の ものである。

　 それ ら ２島 と同 じく火 山島であ るヤ ップ島の土地保有について は，Ｍａｈｏｎｅｙ が明

らか に してい る。そ こで は，土地保有 の単位 とな る集 団は，基本的 には， ３世代間の

父系 ｌｉｎｅａｇｅ成員によ って構成 され る。 これは，　ｔａｂｉｎａω とよばれ，「一つ の土地の人

び と」の意味である。土地保有集 団である 励 伽 ω は，成員が居住 す る屋敷地 にあ る

家屋を建て る石積みの基壇 （吻 ガ ）によ って象徴 され る。 その 吻 グ は，固有名を も

ち，特定 の屋敷地，タ ロイモ田， ココヤシ林 ，ヤムイモ畑 ，草原地 ，礁湖内の漁場や

石 干見な どが １つのセ ットとして構成 され る。 また，ｄａｙｚｆには， そのような 食料資

源だ けでな く， 社会的な位階， 職能 および， 特権 もついていると考 え られ て い る

［Ｍ ＡＨｏＮＥＹ　 １９５８：２５４－２５６］。

　 そ して，すべての生 活資源が付属す る 吻 グ は， 父系 の長男相続 が優先 され るが，

次 男以下 に も，分割相続の権利 がある。女性成員は，婚 出時 にわずかなヤムイモ畑，

タ ロイモ田を分 けて も らえ るが，これは，女性が離婚 などで生 家へ もど ったときに生

活す るための財を意味す る。 しか し， 励 伽 ω の保有 するすべての財は， 男 性 成 員

がいない場合 には，女性 成員ない しその配偶者 によ って相続 され る こ とが お こ る。

Ｍ ａｈｏｎｅｙは，ヤ ッフ。のダ リベ ビナ ウ村 にある１５８の 吻 ヴ の相続件数 を調べた結果，

７４例が父系相続で，４４例が母 の ｌｉｎｅａｇｅか ら，２５例 が非親族員か ら，それ ぞれ相続 し

て いた と報告 している ［Ｍ ＡＨｏＮＥＹ　 １９５８：２８０］。 この例 からもわか るよ うに，父系

相 続が 占め る割合が多い けれど も， ここ １００年間のあいだに人 口が極端 に減少 したた

め に７）， ｔａｂｉｎａｗ を維持 できな い場合 には， それ以外 のかた ちの相続 がおこなわれて

い るのであ る。

　 いずれにせ よ， ヤ ップのあ らゆる植生の土地は， １つのセ ッ トと して固有名 のある

吻 び に付属 している点で注 目され る。 とい うのは，ヤ ップ社会 においては， あ らゆ

る食料資源が，各 ⑳ び 単位 に分割 され，割 り当て られて おり，それを獲得 （相続）

しない人 び と （男性） は，生 活で きな くなるか らであ る。 そ して， ＠ グ を保有す る

ことによ って形成 され る ｔａｂｉｎａｗ （父系 ｌｉｎｅａｇｅ） は， 原理的 には，それ 自体で，独

７） ヤ ップ 島の人 口は ， １８００年 ころ に は ，家 の基 壇 の 数 か ら， ５０，０００人 い た と推 測 さ れ て い る

［ＬＡＢＢｙ　 １９７６：２］。 この 数字 は，過 大 に見 積 られて お り，２８，０００入 か ら３４，０００人 とい う線 が 妥

当な 人 口 とみ な され て い る ［ＬＩＮＧＥＭＮＦＥＬＴＥＲ　 ｌ９７５：１５］。 そ して ， １８９９年 の カ トリ ック布 教

団 の 調査 で は，７，８０８人 と報 告 され て お り， １００年 間 に人 口 が少 くと も， ４分 の １に 減少 した こ

とに な る。 Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒは ，１９４７年 ～４８年 にか けて ， ヤ ップ の ３つ の村 を対 象 に ， 人 ロ の減 少 と

親 族 集 団 の構 造 の変 化 につ いて 調 査 し， 集 団 が小 規 模 に な る点 を 指摘 し て い る ［ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ

１９７４］。な お ，現 在 の ヤ ップ 島の 人 口 は， ５，８４２人 （１９８０年 ） で あ る。
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立 した自律的集団８）を構成す ることにな り，より上位の集団へ と発展す ることがない。

このヤ ップの 励 伽 ω は， 土地を保有 する集団 の性質 において， 前述 したパ ラオの

ｋｅｂｌｉｉｌや ポナペの ｋａｉｎａｋ の土地保有集団 とは，異な る集団構成 を とっていることが

指摘される。つ まり，励 醐 と ゐα∫η盈 は， 土地 を現実 に保有す る集 団 として は，そ

れぞれ，ｔｕｔｎｇａｌｋとＰｅｎａｉｎａｉに分節化 してい るのである。

　 つぎに， トラック諸島の土地保有 につ いてみ ることに しよう。 Ｆｉｓｃｈｅｒの報告 によ

ると， トラ ックで土地を保有 す る単位 は，通常， ３世代間の母系の出 自に基 づ く入 び

とによ って構成 される ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：１６４］。 この土地保有集団を さす トラック語

は， ｅｔｅｒｅｋｅｓで， その成員 は，土地 にた い して同等 の権利を もってい る。 実際には，

集団の最年長の男性 が，成員 に土地を割 り当てて使用 させ る権 限を もち，その権利は，

母系的 （姉妹の男性 キ ョウダ イか ら彼女の息子） に相続 され る。 しか し， トラ ックの

男性 は，彼 自身の子 ど もに土地をあたえ ることに強 い情熱を もってお り，そのため に

自分 の出自集団か らもらった り，自分で開墾 した り，購入す ることによ って ，土地を

獲得す る傾 向が見 られ る ［ＦｌｓｃＨＥＲ　 ｌ９５８：１６９］。

　 このよ うに して父か らえた土地 は，彼 の子 どもたちによって保有 され，母 の出自集

団か ら相続 す る土地 とは区別 され る。 この結果，土地 を保有す る母系 １ｉｎｅａｇｅの内部

に， キ ョウダィ単位 の分化があ らたに生 じることにな る。 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ も， キョゥ

ダィ集団 （ｄｅｓｃｃｎｔ　ｌｉｎｅ）が，土地 を保有す る自律的集団の基盤を形成 す る点 を 指 摘

８）自律的集団は，他者を排除する規則のもとに，財産の共有，生産活動，政治行動や儀礼祭祀

の共同などの機能をもつ実体をさす。 これは， 社会人類学で，ｌｉｎｅａｇｅ（出自集団）の基本的

機能を説明するさいにもちいられる ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐ の訳語である。 自律的集団の訳語 は，

ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　ｇｒｏｕｐの語意をあらわしていない欠点がある。 それにもかかわらず，筆者が使用し

たのは， 集団の内容および機能を指示できるからである。 この用語の邦 訳には，団体 ［村武

１９７３：３１］，共体的集団 ［長島　１９７４：５６］などがある。団体という訳語は，上記の機能だけで

なく，特定の目的で構成される政治集団や旅行集団を指示することばと混同するおそれがある。

また，共体的集団の訳語は，「財産共有体」という意味で，集団の内容を的確に表現してい る

が，反面，個体の集合体とも解釈される。それらの問題点を考慮 して，本稿では，自律的集団

の訳語を採用する。なお，自律的集団という場合，上記のうち，財産の共有を基本的機能とす

るが，それ以外の諸機能をもつ集団にたいしても，この用語を適用することが可能であると考

えている。石川は，共同体論の視角から，ｃｌａｎや １ｉｎｅａｇｅなどの単系出自集団の基本的性格が

生産手段つまり土地の共有によって形成されそいる点を強調する。そして，土地所有集団とし

ての出自集団を 「共同体」と規定することを提唱している ［石川　 １９７０：１２３，１９７７：４８］。筆

者は，共同体という用語を，土地が個々の出自集団によって所有されるけれども，その集団が

所有する土地にたいして，管轄ないし統制をする権限をもつ実体 （複数の集団の地域的まとま

り ：ムラ，島など）に適用したいと考えている。 なお，筆者のいう共同体を，石川は，「地域

共同体」，また，土地所有の機能を失ない，宗教的な共同性だけを残すような出自集団を，「宗

教共同体」とよぶことを提案している ［石川　１９７７：４８］。
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している ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：３４－－４６］　９）。つま り，Ｆｉｓｃｈｅｒが調査 した当時，すで

に，土地保有集団 が小単位へ と分節化す る動 きが顕著 にみ られたのである。 これをひ

きおこ した要因 として，Ｆｉｓｃｈｅｒは， ドイツ， 日本の統治の影響で， 貨 幣経済が浸透

した ことによ って男性の経済的役割 が重要 にな り， 財産相続 において 男 系の ｌｉｎｅが

強調 された ことをあげて いる ［ＦＩＳＣＨＥＲ　ｌ９５８：２１１］。 そ して，彼は，男性の重要性

お よび男系 １ｉｎｅの強調 という傾 向が， 伝統的居住様式 であった妻方居住か ら， 両方

居住ない し夫 （父方）居住への変化 を余儀な くさせた と主 張 す る１０）。 したが って，

出 自原理 と土地保有の関係 は，居住様式 によ って大 き く左右され るのである。

　以上で ，１９５０年までに ミクロネシアの高 い島を対象 に実施された調査報告に基 づい

て，出自 と土地保有 および利用 との関係 を考察 して きた。 ここで指摘 できることは，

パ ラオ， ポナペ， トラ ックの各火 山島において は， 母系の 出 自 集 団 （ｃｌａｎない し

ｌｉｎｅａｇｅ） が基本的には， 土地 を保有す る自律 的集 団 として機 能 して いる反面 ， 現実

には，そ の集団内部 に集 団の男性成員を軸 にす る父系的な小集団 が形成 され る傾 向が

うかがえ ることであ る。 この傾向 は， とくに， トラ ック社会 において特徴的であ る。

つま り，それ らｑ）３社会で は，母系 出自を集団構成の原理 として いるものの，居住様

式が父方一母方 オジ方居住や夫 方居住 の方式を とるために，土地 にた いす る権利 の取

得 および相続において，柔軟な方法 がみ られ るとい う点である。

　他方，ヤ ップ社会 では，石積みの家の基壇が財を保有す る象徴 とされ，それを所有

す る ３世代間の父系 ｌｉｎｅａｇｅ（拡大家族） が，自律 的集団 の単位 とな っている。 しか

９） Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， トラ ッ ク社 会 の 母 系 出 自集 団 を ，（１）共 通 名 ，（２）共 通 の祖 先 ，（３）同一 政治

　 区へ の共 住 ， （４）規 模 の大 きい 自律 的 集 団 へ の帰 属 ， （５）（４）にふ くま れ る小 さ い 自律 的集 団へ の

　 帰 属 ， と い う ５つ の規 準 に 基づ い て分 類 して い る。 そ して ， ｓｉｂ，　ｓｕｂｓｉｂ，　ｒａｍａｇｅ，　ｌｉｎｅａｇｅ と

　 ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ とい う用 語 を そ れ ぞ れ に適 用 して い る。 この なか で ，土 地 保 有 の 単位 とな る の は，

　 ｌｉｎｅａｇｅ で ， トラ ック語 で 」’ｅｔｅｒｅｇｅｓな い し ‘ｏ とよ ばれ る集 団で あ る 。 ま た，　ｄｅｓｃｅｎｔ・ｌｉｎｅは ，

　 ｌｉｎｅａｇｅ の下位 概 念 で ， トラ ック語 の ｔｅｔｔｅｎ （「系 統 」， 「地 位 」， 「束 」 が 原 意 ） の カテ ゴ リー一で

　 指 示 され る 「１人 の 母 か らの子 ど もた ち」 を あ らわ す 。 そ して ，母 を 共 有 す る こ ど もた ち は，

　 長男 （ｍω６６ｎｉｉｃｉ）を 統率 者 と して ，　 ｌｉｎｅａｇｅ の 内部 で 財 産 を共 有 す る単 位 を 構成 す る。 こ の単

　 位 （ｓｉｂｌｉｎｇ　ｓｅｔ）は ， あ る財 産 を獲 得す れ ば ，　ｌｉｎｅａｇｅへ と発 達 す る可 能 性 が あ るの で ， 「潜 在 的

　 ｌｉｎｅａｇｅ」 とみ な して い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：６５－９１］。な お ，彼 は， カ ロ リン諸 島 に ひ ろ く

　 分布 す る。 母 系 出 自を さす こ とば ，ｒＯｊｉｎａｇを ｓｉｂの用 語 で 説 明 して い る 。つ ま り，卿 細 ９ は，共

　 通 の 出 自集 団 名を 共 有 す る人 び とよ り構 成 さ れ る集 団 を さす ので あ る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１：

　 ８０－８４］。 そ の機 能 は， 外婚 規 制 と異 な る 島 々に住 む 同 じ ｓｉｂ成 員 の援 助 な どで あ る。

１０） Ｆｉｓｃｈｅｒ と Ｇｏｏｄｅｎ・ｕｇｈ は， 同 じ時 期 に ， トラ ック諸 島 の ロ モ ヌム （Ｒｏｍ・ｎｕｍ）島 を 調 査

　 し， 居 住 様式 の資 料 の解 釈 で 見解 を異 に して い る。 Ｆｉｓｃｈｅｒは，６２の 居 住例 の うち ， 母 方 居 住

　 が５８パ ー セ ン ト，父 方居 住 が３２パ ー セ ン トと報 告 して い る。 そ れ に たい し， Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は，

６５例 の うち ， 母 方居 住 が ７１パ ー セ ン ト， 父 方 居 住 １．５パ ー セ ン ト， そ して ， オ ジ方居 住 が １５

　 パ ー セ ン トと述 べて い る。 この差 異 は， 両 者 の あ い だで ， オ ジ方 居 住 方式 の位 置づ け によ る

　 ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５６］。 ま た ， トラ ック社 会 で は，夫 婦 は， 異 な る島 な い し離 れ た村 の 出身者

　 ど う しの 場合 ， 数 年 間 隔で ， 夫 の ｌｉｎｅａｇｅと妻 の そ れ とに 居住 を 変 え る習 慣 が あ る。
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し，その基壇 （ｌｉｎｅａｇｅの所有する財）の相続は，父系の出自を優先するが，その原

理で貫徹できない場合には，女性を介 しておこなうことも可能である。

　以上でみてきたように ミクロネシアの火山島においては，土地面積にたいして人口

圧が低いという条件のもとでの出自原理は，土地保有を絶対的に規制する制度 となっ

ていないことがうかがえる。つまり，パラオ， トラックとポナペにおいては，母系単

系の出自集団に男性の子どもたち，逆に，ヤップにおいては，父系単系のそれに女性

の子どもたちをふ くむかたちで，土地保有集団が構成されているのである。それにた

いし，従来の報告をみるかぎ りでは， ギルバー ト諸島と一部のカロリン諸島１１）を除

く，多 くの ミクロネシアの低い島では，排他的な母系の出自原理に基づいて，土地を

保有する自律的な集団を構成 している。そして，サンゴ礁島という限定された資源環

境のもとでの人口圧と土地保有の問題は，出自原理に背反 しない措置によって解決さ

れている。

　 サンゴ礁の島における土地保有に関する具体的な調査報告が公け にされた のは，

Ｔｏｂｉｎのマーシャル諸島の報告 ［ＴｏＢＩＮ　１９５８：１－７６］以外は， いずれ も， １９７０年

以降のことである。個々の報告書で提示されている問題の検討は，サタワル島の土地

保有の体系を考察 したあとで，サタワル島の事例 と比較するために，第田章において

おこなう予定である。これまでで， ミクロネシア地域の土地保有に関する研究史の概

略についてふれてきた。つぎに，本稿の目的について述べることにする。

　　 ２）　 目 的

　サタ ワル社会で は，土地 （漁 磁 ）は， 食料 （ｍωｏｎｇｏ）の源泉 とみなされている。 そ

して，ｍｗｏｎｇＯは，人 間の背骨 （　ノ　ダ　　リ　　ノγππη乙アａｒａｍａ５）にた とえ られて いる。 この ｍωｏｎｇＯと

いうことばは，「食べ る」 ことをあ らわす と同時 に，「食べ もの」，「食べ もののみな も

と」，つま り 「土地」を もさす。 サタ ワルの人 び とが， 生活 の根幹をな してい ると認

識 している土地 （ｍωｏｎｇｏ）にたいす る彼 らのかかわ りかたを把握す るためには，まず，

土地の利用 および保有 の形態を明 らかにす る必要 がある。

　オセアニアのサ ンゴ礁島で展開 され る人 び との生活 と資源利用 との 関 連 に つ い て

は，１９５０年代か ら多 くの人類学者 によ って調査研究 がすす め られて きた。そこで，筆

者 は，本稿の 目的の １つ が，サタワル社会 の土地保有 の体系を， 自然環境へ の適応様

１１） ギ ルバ ー ト諸 島の 出 自規 定 は ， 北 部 の マ キ ン （Ｍ ａｋｉｎ）島で は ，　 ａｍｂｉｌｉｎｅａｌの傾 向 が 強 く，

　 中 ・南 部 で は ，父 系的 で あ る ［ＬＡＭＢＥＲＴ　 １９６６，１９７１；ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　 ｌ９７４ａ；Ｍ ＡｕＤＥ　 ｌ９６３］。

　 カ ロ リ ン諸 島 で は， モ キ ール （Ｍ ｏｋｉｌ）島 と ポ リネ シア人 の 移住 した ヌ クオ ロ （Ｎｕｋｕｏｒｏ）島 お

　 よ び カ ピ ンガ マ ラ ンギ （Ｋａｐｉｎｇａｍａｒａｎｇｉ）島 で は ，父 系 出 自を優 先 して ，親 族 集 団 が構 成 され

て い る ［Ｗ ＥｃＫＬＥＲ　 ｌ９５３；ＣＡＲＲｏＬＬ　 １９７０；ＥＭｏＲＹ　 １９６５；ＬＩＥＢＥＲ　 １９７４］。
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式 として とらえ る立場 ，つ ま りマ クロな視点 か らの アプ ローチによって把握す ること

にあると考えている。 したが って，ここでは，その立場 を代表す る Ｓａｈｌｉｎｓと Ｇｏｏｄ－

ｅｎｏｕｇｈ の資源利用 （土地保有） と社会集団 （出 自集団） との関連性 についての仮説

を とりあげて，サタワル社会 における土地保有 の性格 と原 理 とを解 明す るいとぐちと

したい。

　 Ｓａｈｌｉｎｓは， ポ リネシアの人 びとの自然環境への適 応 （資源利用） と社会 ・政 治組

織 との関連についての類型化を試みたさいに，火山島 とサ ンゴ礁 島とのあいだに きわ

だ った差異 のあることを見 いだ した ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 １９６７：２９１－３００］。火山島においては，

ｒａｍａｇｅ型 の出自集団が形成 され， それ は，分散 した資源 の集約的開発 と余剰生産物

の集積 と再分配 に役立つ。 それ にたい し，環 礁島の社会 では，ｔｒｕｎｃａｔｅｄ　ｄｅｓｃｅｎｔ　ｌｉｎｅ

（切頭出自系統）型 の親族 集団 しか形成 されず， この小規模 な集団 は，制約された耕

地，余剰生産物 の稀少性 そ して長期 の食料欠乏 とい う環境 に適応す る と述 べ て い る

［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ９６７：２９１－２９３］。 切 頭出自系統型の親族集 団の性格 は， 地縁化 した ２～

３世代 間の出自集団で，系譜 の深度 に基づ く内的な序列 が存在せず，集団の統率者 は，

成 員の個人的指導力 によって決定 される ［ＳＡＨＬＩＮｓ　 ｌ９６７：２９２］。 つま り，この集 団

は，単系 出自集団へ の帰 属方式に特徴的 な，排他的成員権 の獲得 によ って形成 され る

のではな く，その成員は，複数 の集団へ所属す る権利 を保有す ることによ ってな りた

つのである１２）。

　他方 で，Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は，マ ラヨ・ポ リネシア諸 社会 で普遍的 にみ られ る特 徴 とし

て，親族集団 に土地所有権 があ り，集団人 口の規模 と土地分配 で問題が生 じた ときに

は，土地保有集団の構造を非単系 にす ることによ って解 決される側面 を あ げ て い る

［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 ｌ９５５：７５］。 そ して，土地 が豊富 にあ る （メ ラネ シアの）島 々では，

１２）Ｓａｈｌｉｎｓのいうｒａｍａｇｅ型の社会は， 出自規定がかならずしも単系に限定されず，居住の選

　択などによって複数の集団への帰属が許され，成員間に系譜上の年長性の原理によって地位の

　差が存在する。つまり，集団の内部構造が階層制によって ランクづけられる出自集団である。

　この構造原理は，環境と資源が土地ごとに異なり，食料資源が分散化 している島社会での，資

　源の獲得，集積，分配の手段として役立つ。つまり，地縁化 した集団は，その地域の食料資源

　だけに依存して，自給自足的生活をいとなめない場合に，ｒａｍａｇｅの分枝的構成原理によって，

　序列の高い集団が，拡散 している下位集団から食料を徴集して，再分配する政治 ・経済機構で

　ある。具体的には，ハワイ （Ｈａｗａｉｉ）， トンガ （Ｔｏｎｇａ），タヒチ （Ｔａｈｉｔｉ），イースター （Ｅａｓｔｅｒ）

　島などがこのタイプに属す。

　　それにたいし，切頭出自系統型の社会は，環境が均一的で，個々の集団があらゆる種類の資

　源を少 しずつ入手できるようなところで形成される。つまり，地縁化 した集団は，経済的には

　自給度が高く，地域ごとに偏在化する資源を獲得するルー トをつくるために，出自の紐帯を遠

　隔の集団にまで拡張させる必要がないのである。 このタイプの社会は，サモア （Ｓａｍｏａ）， ウ

　ベア （Ｕｖｅａ）やフツナ （Ｆｕｔｕｎａ）の島々にみいだされる ［ＳＡＨＬＩＮｓ　ｌ　９５８］。 このような社会の

　集団構成の原理が，無定形の非単系出自であり，その出自体系が，親族集団間の入口の不均衡

　な増加に適応することを，Ｅｍｂｅｒは，サモアにおいて検証 している ［ＥＭＢＥＲ　１９６２］。
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単処婚 による単系的組織 が発達す る。 この Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の視 点は，前述 した Ｓａｈｌｉｎｓ

の見解 と基本的に同 じものであ る。

　 Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは， 土地保有集団へ の帰 属の要因 として，居住様式 に注 目す る。 彼

は，上記 の仮説 に該 当 しない ミクロネ シァの カロ リン諸島の うち，単処居住 と単系 出

自の原 理で土地保有集団が形成される トラ ックの例を とりあげ，つ ぎのように説 明 し

てい る。 トラックにおいては，土地 の再分配 のために，出自 と居住 の方式 とは別 の装

置をつ くりだ して いる。それは， １つ には，土地所有集団の成員権 と土地使用 の権利

との分 離であ り，２つめは，養取であ る。前者 は，かつて，親の居住 が土地所有集 団の

成員権獲得 の規準であ ったが，現在 は，土地所有集団外 に用益権を伝達す るい くつか

の規準 の １つで しかな くなったことを さしてい る１３》。そ して，後者は，土地を多 く所

有 している集団が土地の少 ない親族を養子にす る方法 であ る ［ＧＯＯＤＥＮＯＵＧＨ　 １９５１：

８０］。

　第 ［１章以下で とりあげるサタワル島は，Ｓａｈｌｉｎｓの仮説 に したがえば， 切頭 出自系

統型 の社会 に属 し，Ｇｏｏｄｅｌｌｏｕｇｈ のそれでは， サ ンゴ礁島 と火 山島 とのちが いはあ

る ものの， トラ ックの例 に近 いことが予想 される。 したが って，両者 の仮説の有効 性

を，サタ ワル社会 の土地保有の体系において検証す ることが，本稿 の 目的の １つを構

成す る。

　Ｓａｈｌｉｎｓと Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ の仮説 か らもうかがえ るように，オセアニア諸 社会は，

土地を保有 す る基本単位が，親族集団にある点で は共 通 してい る。 しか し，その集 団

の構成原理に関 しては，多様性を きわめる。Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅは，そのことを考慮 して，

オセアニアの個別社会の土地保有 の記述 にさい して，つぎの ２点 に留意 しなければな

らない と述 べている。

　１）　 出自規定 は，共通 の祖先 か らの土地 にたいす る権利を獲得す る手 段 として，人

　　 び とを類別 し，カテゴ ライズす るの にどのよ うに役だ って いるか，また，

１３）Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈは，太平洋地域にみられる双系的出自形態をオース トロネシア系言語をもつ諸

　社会の祖型的体系とみなしている。そ して，祖型的体系は，集団の構成原理としては，双系出

　自に基づくが，集団成員の土地にたいする権利の獲得方法としては，婚後の居住規則を重要な

　規準としている。つまり，居住の選択が集団構成の基本であるという見かたである。その視点

　からいえることは，土地利用と結びつく親族 （出自）集団の成員権の獲得手段，つまり出自と

　居住規則が，きわめて融通にとみ，適応的になる傾向が強 くなるはずである。しかし， トラッ

　ク諸島のロモヌム島のように，面積　Ｏ・２２　ｋｍ２，人口２３０人という社会では，母系の出身規定と

　母方居住規則とによって出自集団が形成されている。ロモヌム社会では，集団の土地利用およ

　び人口の不均衡を調整するために，選系出自，選択居住の方法をとらないで，集団間 （父と彼

　の子どもの集団）で，土地を使用する権利 （使用権）を移譲する方法をとっている。これが，

　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの指摘する 「用益権」である。彼は，用益権を父の集団から贈与された土地の土

　譲を一時的に保有する権利と規定 している ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　１９５１：１２７］。つまり，土地そのも

　のにたいする権利ではなく，その土地を耕やしたり，樹木を植えたりする権利である。

２１１



国立民族学博物館研究報告　　９巻２号

　２） 共通の出自カテゴリーに属す人びとであっても，不均等な諸権利の配分がみら

　　れる場合には，どのような規制がはたらいているか，

という２点を明確にすることの必要性である ［ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　ｌ９７４：２７２］。

　これは，出自規定が，土地を保有する集団を組織する方法として，また，人びとが

土地の使用，占有，所有，管理および処分などの諸権利を取得する規準として有効で

あるか否かを明らかにすることをさしている。 Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅのこの指摘は，オセァ

ニア諸社会の土地保有の体系を比較するうえで不可欠な記述方法である。サタワル社

会の親族集団は，母系の出自規定に基づいて構成されている。しか し，母系の出自規

定は，土地 にたいす る諸権利を獲得するいくつかの規準のうちの１つで しかない。

　筆者は，サタワル社会における土地保有の原理を把握するには，出自規定だけでな

く，居住様式および土地の移譲 （相続 ・継承）方式をも視野にいれる必要があると考

えている。 それで， 本稿でもちいる土地保有の概念を，「人びとが土地にたいする諸

権利を取得 し，使用 し，そして分配する方法」［ＣＲＯＣＯＭＢＥ　Ｉ　９６８：１］と規定 してお

く。いいかえれば，土地保有は，土地に関する人びとおよび集団間の関係性であると

いうこともできる。

　土地保有を土地と人びと （集団）とのかかわりあいと規定することは，いいかえれ

ば，土地を媒介としてなりたつ人びと （集団）の権利と義務の複合的関係 を意 味す

る１４）。たとえば，土地の所有者 とその土地を直接に使用して作物を植えた り，収穫し

たりする人とのあいだに生起す る権利と義務の関係である。本稿では，サタワル社会

の土地保有の原理を，うえで述べたように，人びと （集団）が土地に関して保有する

権利と義務の束によって成立する体系として把握する。 したがって，本稿の第 ２の目

的は，それらの束を，出自規定，居住様式，相続 ・継承の方式と関連させて分析 し，

サタワル社会の土地保有の原理を抽出することである。

　そのような方法と目的で，サタワル社会の土地保有体系の特質を明 らかにす るため

には，少なくともつぎの３点を把握する必要がある。サタワル社会では，

　１）　 自然環境のどの側面が財産としてカテゴライズされているか，

　２）　それら個々のカテゴリーとどのような保有の権利 ・義務が対応 しているか，そ

　　 して

　３）　そのような権利 ・義務は，どんな方法で取得され，維持され，消滅するか，

１４）Ｌｕｎｄｓｇａａｒｄｅは，土地保有を，「土地に関する互酬的な権利と義務の複合体系」と規定 して

　いる ［ＬｕＮＤｓＧＡＡＲＤＥ　１９７４：２６６－２６７］。 これは，土地を受贈ないし相続 した人びと （集 団）

　が，土地を贈与ないし相続させた人びとに，何かをお返 しすることが義務づけられる互酬性を

　意味している。
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ということである。２）でいう財 （産）の内容は，ここでは，主 として，島の生活にと

って主食となる重要な食料資源をさすことにす る。

　本稿では，うえの３点にそって論述 し，第 Ｈ章で土地のカテゴ リーと保有形態 との

関係をとりあげる。第ＩＶ章では，ある土地保有集団が，約５０年間に，獲得，保持ない

し処分 した土地および財産の数量とそれ らの性格を，具体的事例に基づいて検討する。

そして，第Ｖ章では，ＩＶ章でとりあげられない土地保有および資源利用の実例をとり

あつかう。ＩＶ章とＶ章でおこなう記述には，集団名，土地名，個人名などすべて実名

をもちいる。本稿で，実名による具体的事例を資料 として提示する方法をとったのは，

まず，記述される内容が，サタワル島の１９８０年の 「記録」 として，将来に役立つこと

をねらっているからである。

　 ミクロネシアの島々において，土地についての知識を，秘密事項で部外者に伝授 し

てはいけないものとみな している社会が数多 くある。とくに，中央カロリン諸島のす

べての社会では，土地の移譲の歴史，相続，継承の系譜関係などは，集団ごとに伝承

される専門知識となっている。そのような要因もくわわり，従来のミクロネシアの土

地保有に関する調査 ・研究は，共時的視点から実施されたものがほとんどである。そ

の成果も具体的な資料の提示がなされず，観念的説明や抽象的表現のかたちをとるも

のが多い。 したがって，筆者は，調査で収集 した基礎資料を，まず，記述的方法によ

って提示することが必要であると考えている。その方法によって公けにされた事柄と

内容は，ほかの研究者の再分析にたえ，かつ将来，再調査を試みる研究者に貢献 しう

る性質のものでなければならない。つまり，筆者は，性急な抽象化やモデル化を希求

するよりも，「正確」なデータを提出することの方に高い価値と意義 とをおいている。

それらの点から，本稿の第 ３の目的は，サタワル社会 における土地保有の体系を具体

的事例の詳細な記述によって示すことにある。

　　 ３） 方 法

　サタワル社会の土地保有に関する資料の収集は，最初，島の地図づ くりか ら始 め

た１５）。地図ができあがった段階で， 地名を地図上におとしてゆき， 主要な個所 （居

住区と道路の付近）は，実測をおこなった （図２，表 ２参照）。 しか し，１９４個所の固

１５）ヤップ州の土地管理事務所では，サタワル島の実測図を，１９８０年以前に作製 していなかった。

　そのために，利用可能な地図は，日本の海上保安庁水路部が，１９２５年の実測に基づいて作製し

　た海図とアメリカ商務省海洋大気庁海洋測量局発行の海図であった。それらは，いずれも大縮

　尺の地図であるため，使用できなかった。筆者が作製した地図 （図２）は，クロノメーターと

　巻尺による測量に基づいている。実測には，筆者のほかに，共同調査者である石森秀三，秋道

　智彌の両氏が参加 した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２１３
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有名をもつ土地および４６個所のタロイモ田のすべてについては，計測を実施 していな

い。それから，すべての土地保有集団各々の土地およびタロイモ田の現在の保有状況

を把握 した。そして，それらの集団間で保有する土地に移譲がみ られるものは，個々

の土地保有集団の系譜図を作成 しながら移譲の経路を明確にしていった。つまり，サ

タワルの人びとが，秘密にし，口頭伝承として継承 してきた知識を文字化，図式化す

る作業をつづけた。

　筆者は，そのような情報を，主に各集団の長老から聴 き書きによって収集した。そ

の結果，土地の保有関係に重複がみられる例もあった。けれども，ある集団でえた情

報を，ほかの集団の成員によって確認するという行為は，サタワル社会においては，

厳 しく禁 じられたので，筆者の判断によって決定 した場合 もある。ただし，本稿でと

りあつかう事例の内容については，筆者が不明確な部分を再三にわたって長老から情

報をうることによって確かめてある。

２．　 調査地の食料資源 と社会組織

　　 １）　 島 勢 と食 料 資 源

　 サタワル島 は，北緯 ７度２１分，東 経１４７度 ２分 に位 置す る隆起サ ンゴ礁 の島である。

平均海抜 ４ｍ とい う平坦 な形状を してお り， 島 の周囲には， 幅 ５０　ｍ ほどの裾礁が

とりまいている。干 潮時には，裾礁内の礁原 が海面 に姿をあ らわす。島の面積 は，約

１ｋｍ２で，人 口は，４９２人 （１９８０年 １月現在）であ る （表 １）。島 の土地 は，地味に乏 し

く，植性 も比較的単純 で，植物 の種類 は，百 数十 種をかぞえ るにす ぎない ［ＦＯＳＢＥＲＧ

ｌ９６９］。主要な栽培植物 は，タロイモ （Ｃｏｌｏｃａｓｉａ　ｅｓｕｃｕｌｅｎｔａ，（］ｙｒｔｏｓＰｅｒｍａ　ｃｈａｍｉ∬ｏｎｉｓ），

パ ンノキ （ＡｒｔｏｃａｒＰＵＳ　ａｌｔｉｔｉｓ）， ココヤシ （ＣＯＣＯＳ　ｎｕｃｉ　ｅｒａ）である。 タロイモ とココヤ シ

は，年 間を とお して ，収 穫可能 であるが，パ ンノキの実の結実 ，成熟 は，季節的 （４

表 １ サ タ ワ ル 島 の 人 口 の 推 移

年

１８９０

１９０９

１９３１

１９３５

１９５８

１９６２

１９７１

１９８０

男（人）

？

１０４

１３５

１２４

？

？

２０４

２５５

女（人）

？

８４

１４５

１４３

？

？

１６０

２３７

計（人）

２００

１８８

２８０

２６７

２８５

３２６

３６４

４９２

備 考

［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　 ｌ９３５］

［ＤＡＭＭ　ｕｎｄ　ＳＡＲＦＥＲＴ　 １９３５］

ｒ土 方 　 １９４３］

［南 洋 庁 　 １９３７ｂ］

［Ｔ．　Ｔ．Ｐ．１．　 １９６０】

［ＡＬＫＩＲＥ　 １９６５］

［Ｔ．Ｔ．　Ｐ．１．　 １９７１］

筆 者 の調 査
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表２－１　 サタワル島の土地名と保有出自集団

土 地 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の保

有
ｌｉｎｅａｇｅ

土 地 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の 保

有
ｌｉｎｅａｇｅ

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１◎．

１１．

１２．

１３．

１４．

１５．

１６．

１７．

１８．

１９．

２０。

２１，

２２，

２３，

２４、

２５，

２６，

２７，

２８，

２９，

 Nernlyennay 

 Mesernikempaktinelmay

 NtikeuarOng

 Pakimeimay 

 YapeneyOw

Nerheenow

 Nukunippiy 

 Rhapinippiy 

 Fayiiren

 Fayemg.ânting

 Flyechen 

 Raanemwaay 

 Yimwânipdy 

 NeiktinkUmwtirh 

 Mwusonikkerh 

 Yenânfera 

Matainatik 

 MwOrhonganikem 

 Ferhdfirak

Wenippan 

 Fââytaay 

 Rhapiitaay 

 Nemwey 

 WeytOwur 

Fankeengiy 

 Meseneik

 FOtomwor 

Neweta

 Neeke

SW 

MA 

SW

YA-W 

NE-P

 SS-Y

NE-R 

NE-R 

Wu

NE-R

NE 

NE-R

NE-R 

NE-R 

YA-N 

MA 

MA 

NE-P 

SS-A

NE-R 

YA-N 

YA-A 

MA 

NE-P

SS-A 

SS-A, 
MA

NE-P 

Wu, 
NE-P

MA, 
YA-A

NE-P 
MA 
SS-A, 
MA 
YA-W 
SS-A, 
NE-R, 
NE-P 
SS-Y, 
MA, 
 NO-N 
NE-R 
SS-A 
MA, 
NO-F 
NE-R, 
NO-K, 
YA-A, 
YA-N 
NO-F 
NE-R, 
NO-K 
NE-R 
NE-R 
YA-N 
NE-R 
MA 
SS-A 
SS-A, 
SS-Y, 
NO-N 
NE-R. 
SS-Y 
NE-R 
MA 
NE-R, 
YA-N 
NE-R 
SS-A,

 YA-N, 
MA 

SW 

NE-N, 
 KA-A, 
NO-K, 
NE-R 

MA, 
YA-A

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59.

Neyamman 

Nemaat 

 Neweriyem 

 NekiyemgOrhik 

 Nemwerttonong

Ｒａａｐｉｉｒａｋｉｒｈ※

（２個 所あ り）

Kkuwow

 Neyarepwann

 Nepokuw 

Nekao

 NemAayOn

 Neemw6no 

Neepiiy

 Yapeew 

 YApinipfiyi

 Faanimady 

 Mayikkit 
 Yâtiitrone 

 Yadna  tiwO 

 WenifayimwO 

Reewow 
Pwuroorhik 

 Yapinyimwenikal 

 Weysow

 FAaniwirh 

 NeepiytiwO 
 Yimwaffe  (Neydar) 

 Kaningeirek 

 Sikafina0

Ningiiccha

 PI

A-N

NE-R

NE-R 

NE-P, 
NE-N 

NE-R, 
YA-A

NE-P, 
YA-A 

KA-W

MA 

SS-A

NO-N

YA-A 

 SS-Y, 
SS-A 

SS-A, 
NE-P 

MA

FA 

FA 

 SS-Y 

YA-A 

NE-R 

NE-R 

NE-P 

NE-P 

MA, 
YA-A 

FA 

YA-A 

YA, 
NE-P

NO-K, 
YA-A 

NE-P

 O-F

ＰＩ，

ＮＥ．Ｐ

ＮＯ －Ｎ ，

ＮＥ－Ｒ

ＮＥ－Ｎ ，

ＮＥ．Ｐ

Ｎ Ｅ－Ｒ

Ｎ Ｅ－Ｎ

NE-R, 
 YA-A, 
NO-K 

NE-P, 
 YA-A 

NO-F, 
KA-W 

NE-R

SS-A, 
MA

NE-P, 
NO-K 

 YA-A 

 SS-Y, 
SS-A 

SS-A, 
NE-N

MA, 
 YA-N 

MA 

MA 

 SS-Y 

YA-A 

YA-A 

NO-F 

NE-P 

NE-P 

MA

MA 

 YA-A 

NE-P

NO-K

NE-P, 
NE-R 

NO-F
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60. 

61.

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67.

68. 

69.

70.

71. 

72. 

73.

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87.

88.

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95.

土 地 名

 Yastilaiwow0 

 NeyimwenikAt

Ropiy 

 Neepwiitik0 

 Tesweyisow0 

 Neyan 
 Fa.aniyOr 

 YOsukuna0

 NesâtikUw 

 Faaynen

Nemenak

Yawiiy 

 Nepâti 

 Wenikeyiya0

Neefay 

 Nes6OrOri 

 Noosomwar 

Newirh 

 Net.Ong 

 YanengAnipik 

 NemwAir 

 RopotiwO 

 Fanemwek 

 Weneyite0 

 Kaningatak© 

 YimwaniwO 

 nanarni 

 NenAdt

Pekinong

Kucchupey 

Suuren 

 FanAkun 

 Pwernlynimmong 

 Neemaanong 

 WennnUktirhan 

Yappwinis

元来 の 保有

ｃｌａｎ・

　ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-P, 
 YA-A 

 YA-A 

 YA-A 

 YA-A 

YA-N 

SW 

KA-A, 
SW 

 PI 

NO-K

NO-N

NO-N 

SW 

YA-W, 
YA-N

KA-A 

KA-A 

NO-K 

SW 

YA-N 

 PI 

NO-N 

 PI 

NO-K 

NO-F 

YA-W 

YA-W 

 YA-N 

YA-W

KA-W

KA-W 

KA-W 

KA-A 

KA-A 

KA-A 

KA-W 

Wu

現 在 の保有

ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-P

YA-A 

YA-A 

YA-A 

YA-N 

SW 

KA-A

 PI 

NO-F, 
NO-K 

NO-N, 
NO-F 

NO-N 

SW 

KA-W, 
YA-W, 
YA-N 

KA-A 

NO-F 

YA-A 

SW 

SW 

 PI 

SW 

 PI 

NO-K 

NO-F 

YA-W 

YA-W 

YA-N 

KA-A, 
YA-W 

KA-W, 
KA-A, 
NO-F 

KA-W 

KA-W 

KA-A 

NO-F 

KA-A 

KA-W 

NO-F

96. 

97.

98.

99.

100. 

101.

102. 

103.

104. 

105. 

106.

107.

108.

109.

110. 

111.

112.

113.

114.

115. 

116. 

117. 

118.

119.

土 地 名

 SOpwoniyan 

 Menayisewa

 YOmOmenaw

 PwAremenaw

 Nefaniyap 

Wuraaw

Neepw 

 NemwAring

 WuwOwu 

 Fdanere 

 Nenifaana

Neekopw

 Noonâ

 NeeyOroma

 Raakmaafang 

 Yatiyan

 Neyitânneew

 Pwennagang

 Apinipwen

 Fethynenwur 

 WeyinOmw 

 Fetdanâpwan 

 Fetannuwaanen

Raanimwar

元 来 の保有

ｃｌａｎ・

　ｌｉｎｅａｇｅ

KA-A 

NO-N

 YA-N

KA-A

NO-N 

 PI, 
KA-W

 PI 

KA-W, 
NO-N 

KA-W 

KA-A 

NO-N, 
 PI

Wu, 
YA-N 

YA-N

So, 
YA-W

YA-N 

NO-N, 
YA-N

 YA-N, 
KA-A 

KA-A

NO-K, 
KA-A 

KA-A 

KA-A 

NO-F 

 PI

YA-W

現 在 の 保

有ｌｉ
ｎｅａｇｅ

NO-F 

YA-W, 
 SS-Y 

YA-N, 
KA-A 

KA-A, 
NO-F

NO-N 

 PI, 
KA-A, 
KA-W 

 PI 

KA-W

KA-W 

KA-A 

YA-A, 
NO-K, 
 PI, 
KA-A, 
SW, 
YA-A 

NO-N, 
YA-N 

NE-P, 
NE-R, 
MA 

YA-W, 
NE-R, 
NO-F 

YA-N 

 NE-N, 
 SS-A, 
NO-F, 
 PI, 
YA-N, 
MA

KA-A, 
YA-N 

KA-A, 
NO-K 

MA

KA-A 

KA-A

NO-F 

 PI, 
YA-A, 

NO-F, 
KA-A, 
NE-R, 
 PI
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120.

121.

122.

123.

124.

125. 

126.

 127,

128.

129. 

130. 

131.

132.

133.

134.

135. 

136.

137.

138.

139. 

140.

141. 

142.

143.

144.

 FAankinife

 MengikOOn

 FaAyntiliwOn

 PpAyrhan 

 Nernâat

Newanetupw 

 Nengeneer

 Neemweyang

 Pweniiyeew

 Mayicchinong 

 WenimerhOr 

 Yâpiirhan

 Fa6yrhinIn

Sawiirorh

 WAAniyOr

 Pisiriyanworhow 

Nekarengas

 NennOn

 PpeenOmw

 Woneyina 

Fateyitopw

 Matayrang 

 Matdyreyiyap

 NtiktinUpwen

 Nenixinwenipwen
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保

　
即

の

●
㎝

承
有
艦

現 在 の保有

ｌｉｎｅａｇｅ
土 　 地 　 名

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

現 在 の保

有ｌ
ｉｎｅａｇｅ

 O-K

SW

 O-K

 O-F

-A

A-N

 O-K

NO-F

vvu. 
NO-N, 
 YA-N

 YA-A 

NE-R 

NO-K, 
Wu 

SW, 
 YA-A

SS-Y

KA-A, 
 YA-A 

NO-N 

NE-R, 
 YA-A

A-A

NO-K

NO-F 

 YA-A, 
MA 

NO-N 

SS-A

A-N

 PI

NO-K

SW, 
NO-F

NO-N, 
MA

NO-F 

KA-A, 
 YA-W

YA-N 

NO-K, 
KA-A, 
YA-N

NO-F, 
SW, 
NO-K

MA, 
SS-Y, 
 YA-N, 
NO-F

 YA-A 

SS-Y 

NO-K, 
MA 

SW, 
 YA-A, 
NE-R 

SS-Y, 
KA-A, 
 YA-A 

YA-A

SW 

NE-R, 
 YA-A, 
KA-A 

 YA-A, 
NO-K 

NO-K, 
NO-F 

NO-F 

MA, 
 YA-A 

NO-K 

SS-Y, 
NE-R

 YA-N, 
 PI, MA 
NE-P, 
NO-F, 
KA-A 

NE-R

145.

146.

147.

148.

149. 

150.

151.

152.

153.

154. 

155. 

156.

157. 

158.

159.

160. 

161. 

162. 

163. 

164.

165. 

166.

167. 

168.

169. 

170.

 Weniyan 

 Rongerhuw

 Wenipepe

Soonifay

 Newuune• 

 NemOOyitip

 NUkUnkeyun

Yeengiy

Wenutt

 Yapinifay 

Neepwa 

 Tewanipar

 YAngeintik 

 SOpweeton

 Yapita

 NemO6yrakirh 

 FetânwOwarik 

Netiwetiw 

 MAynuuk 

 Peniy6Or

 Yateraytip 

Neworor

 Mkanpwari 

Nepwunong

Nnak 

Senar

A-N

SS-A, 
Wu

 PI, 
KA-W

KA-A, 
SW

KA-A

SW

SW

 PI

SW

KA-A 

KA-A 

KA-A, 
MA

KA-A 

KA-A

KA-A

 PI 

KA-A 

 PI 

 YA-N 

KA-A

KA-A 

 YA-N. 
SS-A 

Wu 

MA, 
 YA-A 

NO-N 

NO-N

 YA-N

NO-K, 
 YA-N, 
 PI 

 PI,  SW, 
NO-F, 
KA-W, 
NE-R 

SW, 
 SS-Y, 
NO-F, 
 YA-N, 
 YA-A, 
NE-P 

NO-F

SW, 
NO-F, 
KA-A

SW, 
NE-R

 PI, 
NO-K, 
NE-R

SW

KA-A

KA-A

 YA-A, 
KA-A 
MA

KA-A 

KA,A, 
SW 

NO-F, 
MA 

 PI 

 YA-A 

 PI,  SW 

 YA-N 

KA-A, 
KA-W 

 YA-N 

KA-A,

NO-F 

MA, 
 YA-A 

NO-N 

SW, 
 SS-Y, 
NO-N
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171.

172. 

173. 

174.

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180.

181.

土 地 名

 Sapen

 MAcchiis6mw 

 NetinenyAinet 

 WenimOng

 YOwutOnyOtott 

 Neesangênong 

 Pwene 

Neepat 

 MesAnikkar 

Neesang

 Yanayisong

元 釆 の保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

YA-N, 
SS-A

SW 

SW 

KA, 
YA-A

YA-A 

YA-W 

NE-R 

MA 

YA-N 

SW

NO-K, 
YA-N, 
 PI

現 在 の保

有ｌｉ
ｎｅａｇｅ

NE-R, 
YA-W, 
SS-A, 
YA-N 

SW 
SW 

NO-K, 
NE-R, 
KA-A, 
 PI,  SW 
NO-N, 
NO-F 
YA-A 

YA-W 

 NE-R 

MA 
YA-N 

SS-Y, 
NE-N, 
YA-W, 
SW 

SS-A, 
KA-A, 
NO-K, 
 PI, 
YA-N, 
YA-W

182. 

183.

184.

185. 

186. 

187.

188. 

189.

190.

191. 

192. 

193. 

194.

土 地 名

 Pwenntiktitiw 

Weniinang

Wenimaat

Rapot 

 Yimiuirakirh 

 NetOpwut

 Yamandw 

Yawirhiyya

 Pwenakapit

 FadnupOkuw 

 Teyirni 

 MwOrhognaniy6w 

Kinnup

元 来 の 保

有
ｃｌａｎ・

ｌｉｎｅａｇｅ

SS-A 

KA-A

YA-N

SS-A 

NO-N 

SS-A

YA-W 

NO-K

SS-A

NE-P 

YA-A 

SW 

KA-A

現在 の保

有１ｉ
ｎｅａｇｅ

SS-A 

NE-R, 
KA-A 

NE-N, 
YA-N 

SS-A 

NO-F 

SS-A, 
NO-F, 
SW, 
YA-N, 
SS-Y 

YA-W 

YA-A, 
NO-K 

SS-A, 
YA-A 

NE-R 

YA-A 

SW 

SW

註 ー
ム

リ
臼

り０

４

ｃｌａｎ と ｌｉｎｅａｇｅの 略 号 は ， 図 ３，表 ３の表 記 に した が う。

ＦＡ．　Ｓｏ．　Ｗ ｕ は， そ れぞ れ Ｆａａｎｉｗｉｒｈ，　Ｓ６６ｒ．，　Ｗ ｕｉｓｕｕｓｕ　ｃｌａｎ の 略 号で あ る。

※ の 記 号 は， 現 在 の Ｐwｕｋｏｓ （居 住地 ） を示 す 。

◎ の記 号 は， カ ヌ ー小 屋 の あ る場 所 を あ らわ す 。

月～ ９月） である。後者の収穫量 は，年 間の降雨量 と関係 し，年 ごとにかな り変動 する。

　 それ らのほかに， バ ナナ （．Ｍｕｓａ　ｓａｐｉｅｎｔｕｍ）と新 しく導 入 され た サツマ イモ （ＩＰｏ－

ｍｏｅａ　ｂａｔａｔａｓ）， カボチ ャ （Ｃｕｃｕｒｂｉｔａ　ＰｅＰｏ）， パ イナ ップル （Ａｎａｎａｓ　ｃｏｍｏｓｕｓｕ）， サ トウ

キ ビ （Ｓａｃｃｈａｒｕｍ　ＯＬＯｉｃｉｎａｒｕｍ）がある。 バナナは，１９５０年代 まで，その幹の内皮か ら繊

維 をとるた めにつ くられており，食用にするこ とが禁 じられていた。サ ツマ イモは，

家 の周辺 の菜園 に植 え られるだ けで，主食 に占める割合 は， きわめて低 い。

　 それ らの栽培植物のほかに， パパ イヤ （Ｃａｒｉｃａ　ＰａＰａｙａ）が家 のまわ りに 植え られて

お り， 野生 の果実 として は， ジャワフ トモモ （Ｅｕｇｅｎｉａ　Ｊａｖａｎｉｃａ　Ｌａｍ）， パ ンダ ナス

（Ｐａｎｄａｎｕｓ　ｔｅｃｔｏｒｉｕｓ）の実が食用 にされ る。また，救荒用 の食用植物 として，野生 のタ

ロイモの一 種 （Ａｇｅｃａｓｉａ　ｍａｃｒｏｒｒｈｉｚａ）とタ シロイモ （Ｔａｃｃａ　ｌｅｎｅｔｏＰｅｔａｔｏｉｄｅｓ）が利用 され

ることもある。食用を 目的 としない有用植物 としては，敷物の材料 となるパ ンダ ナス，

２１９
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表 　２－・２ タ ロ イ モ 田 の 名 称

 Ti. Sawiirorh 

T2.  Yâpiirhan 

T3.  Ffiayrhithn 

T4.  Pwentlyeew 

T5.  Neenmweyang 

T6.  WA6miyOr 

T7.  Fdankinife 

T8.  Nen6Onwenipwen 

T9.  N6liripwen 

 T10.  Mengik6On 

 T11. Raannimwar 

T12.  Pwenndafâng 

 T13.  Nenifaana 

T14. Faayis 

 T15.  Faanere 

T16.  Fanakun 

 T17.  Pwerniynimmong 

 T18.  Weyin6mw 

 T19. Soonifay 

T20.  Nem66yi  tip 

T21.  Nem66yirakirh 

T22.  Nemâatiw 

T23. Neyangeyang 

T24.  Pwerrasat

T25.  Wenipepe 

T26. Nepwunong 

T27. Ngungunong 

T28.  PeniyOr 

T29. Senar 

T30.  SApen 

T31.  Matanpwari 

T32.  FAanpokilw 

T33.  YAnayiiong 

T34,  Pwerulfay 

T35.  Pwennamit 

T36.  Kkar 

T37.  Pwenmiklaw 

T38.  Mwaapwen 

T39. Yawirhiya 

T40.  Yfifisafo 

 T41.  Nelthr 

T42.  Nenngeneer 

T43.  Yatiyan 

T44. Rongerhuw 

T45.  Mayicchinong 

T46. Rrap

織物の繊維をとりだすハイビ気カス （ＨｉｂｄＳｃｕｓ　ｔｉｔｉａｃｅｕｓ）が重要である。

　現在のサタワルの食生活は，米の購入による米食もみられるが，多 くは，タロイモ

とパンノキの実に依存している。米食は，教師や保健夫などの俸給者の家庭で，平均，

１週間に １～ ２日程度である。それ ら以外の人びとは，コブラ販売の代金で米を入手

するために，米食の回数は，１か月に２～ ３回にとどまる。年間の食事パターンをみ

ると，パ ンノキの結実期は，ほとんどパ ンノキの実の料理，その枯渇期は，タロイモ

料理，というように分けられる。 とくに，１１月から翌年の３月 にかけてのパンノキの

実の枯渇期は，島の食料が欠乏す るときである。

　サタワル島の漁撈活動は，貿易風 と熱帯性低気圧の発生によって大きく制約される。

１年の半分以上にあたる１０月から翌年の５月にかけては，北東ないし東よりの貿易風

が卓越するために，島の周辺での漁撈 がおこなわれる日数は， １週間に２日ほどであ

る。その貿易風が弱まる夏季の６月～ ９月は，裾礁付近での漁が活発に実施される。

しかし，西からの風が強 くなる日には，それも不可能 となる。この点で，サタワル島

２２０
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は，広 い礁湖を もつ環礁島 に くらべ，漁業資源の利用 において，劣悪 な環境下 におか

れているのであ る１６）。 この島の人 びとは，限定 された海の資源 を有効 に利 用 す る た

めに，い くつかの工夫 をこ らしてい る。 １つ は，島の周辺 にあ る漁場 への立 ち入 りの

禁止 とい う規制であ り， ２つ めは，無人 島およびサ ンゴ礁で の漁獲活動 の促進で ある。

禁猟 区に指定 され るのは， 島の北方 ２００ｍ の ところにあ るサ ンゴ礁 （Ｗ ｅｎｉｍ６ｎｇ

礁） で，夏季の時期 には １か月 に ２回の解禁 日を もうけて，大量の漁獲 を可能 に して

いる。また，島 の北西 および北東 にある無人 島 （Ｗ ｅｓｔ　Ｆａｙｕ島 と Ｐｉｋｅｌｏｔ島） では，

大型帆走 カヌーによる漁撈 活動 がおこなわれ，ウ ミガ メ， シャコガイ，サ ンゴ礁魚類

が，島へ運 ばれ る。 島の南 にあ るサ ンゴ礁 （Ｗ ｅｎｉｋｉｙ礁） は， カツオ， マグ ロなど

の外 洋性表層魚が回遊 す る漁場 であり，大型 カヌーを駆使 しての １本釣 りや トロー リ

ングによ って，大型魚の漁獲物 がえ られ る。それ らの海域や無人 島での漁撈 活動は，

いずれ も，島の首長の管轄下 にあ る。そ して，そ こでの漁獲物は，首長 の差配の もと

に，島の人 びとすべて に均等 に分配 され る。

　 うえでみたよ うに，サタ ワル島は，海のただ中に位 置す る島 とはいえ，隆起サ ンゴ

礁の地形であるためにその島での魚介類の獲 得は，大 きな制約を うけている。動物性

蛋 白源 と しては，魚介類の ほか に，イヌ，ニ ワ トリ，ブタが飼育 されてい る。 イヌや

ニ ワ トリは，漁掛 活動 が低調 にな る１１月～ ３月に食 用 とされる。 しか し，各 出自集団

で飼育す るそれ らの数 は，平均１０匹ほどで魚介類 に代わ る役割 をはた していない。 ブ

タ も， １集団あた り， ２～ ３頭を所有す るのみで，それは，主 と して島の祭宴用 の食

料 として供 され， 日常 的な食用 とな っていない。

　 島の人 びとは，唯一 の換金作物 であ るココヤ シの実か らコブ ラをつ くり，販売 す る

ことによ って現金を手 にす る。約 １，０００ｋｍ 西方 に位置す る行政 の中心地，ヤ ップ島

か ら２～ ３か月 に １度，島々を巡回す る不定期船 が，サ タワル島を おとずれ る。その

船 は， コブ ラの買いつけ，物資 や人び との輸送 を 目的 と してい る。人 びとは，その船

で来 る商人 に コブラを売 り，必要 な日用品や食料 を買 う。食料 として，前述 の米 もあ

るが， コー ヒー，砂糖，醤 油，など とともに，サバやイワ シのかんづ め， コンビーフ

がかな り購入 され る。 これ らのかんづ め類 は，魚介類 をえ られない ときの食料 となる

わ けであ る。 この ことか らも，サタワル島の人 び とは，動物性蛋白源を漁業資源 に依

存で きない ことが うかがわれ る。

１６）サタワル島の漁撈活動と海面利用の問題については，別稿で発表す るので参照された い

　［ＳｕＤｏ　１９８４］。 そこでは， １９７９年 ６月から１２．月にかけてサタワル島で実施された漁撈 活動の

　漁法別頻度を表示 してある。また，漁法については，秋道が概略を報告 しているので参照され

　たい ［秋道　１９８１：７１］。

２２１



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立民族学博物館研究報告　　９巻２号

　　 ２） 母系 出 自集団 と階層制

土地の保有関係 と密接に関連する社会組織 （集団）の性格について概略をのべるこ

とにする。現在， サタワル社会には， ８つの固有の名称をもったノｄｙｉｎａｎｇとよばれ

る母系出自集団がある。人びとは，かならず，それらのうちの，どれかに帰属 してい

Clan 

 Neyaar

 lineage 

 Neyimenikat 
(Pwuroorhik) 

 Neydar 

Rapiirakirh

略号

NE-P 

NE-N 

NE-R

 Yaanatiw

  Noosomwar

Kataman

 Yaanatiw 

 Neyan 

Wenikeyiya 

(Nemenak) 

Kaningeirek 

 Faayinen 

 YOsuknap 

Wenikeyiya

YA-A 

YA-N 

YA-W

NO-N 

NO-K 

NO-F 

KA-A 

KA-W

Piik  Nesatikaw  PI

 Sawen  FaaniyOr SW

 Sawsat  Yapêêw 

Yatiirong

SS-A 

SS-Y

 Maasanë Weyisow MA

※Ｎｅｍｅｎａｋの 集 団 は 、現 在Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋに 居 住 、

た だ し、財 は 、共 有 して い な い。

図 ３－１ Ｃｌａｎ の 分 節 と １ｉｎｅａｇｅ
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る 。 ８つ の ｐｄｙｉｎａｎｇ の 名 称 は ，

（１）Ｎ ｅｙゑａｒ， （２）Ｙ ゑゑｎａｔｉｗ， （３）

Ｎ ｏｏｓｏｍ ｗａｆ， （４）Ｋ ａｔａｍ ａｎ， （５）

Ｐｉｉｋ，　 （６） Ｓａｗ ６ｎ，　 （７） Ｓａｗｓ飢 ，

（８）Ｍ ａａｓａｎ６ で あ る。 そ れ ら の

う ち ， （１）～ （３）の 名 前 は ， い ず れ

も サ タ ワ ル 島 の 地 名 に 由 来 し て い

る 。 そ し て ， Ｎｅｙａａｒ，　Ｙ ａａｎａｔｉｗ ，

Ｎ ｏｏｓｏｍ ｗａｒ の ３つ の ■ｄｙｉｎａｎ９

は ， ほ か の 島 と の 関 係 に お い て は ，

同 じ く Ｍ ｏｎｇｏｎＵｆａｒｈ と い う 同

一 の 名 称 で よ ば れ る １７）
。 そ の 理 由 は ，

図 ３－２　 Ｃｌａｎの主 一 従 関 係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３つ の７ｄｙｉｎａｎｇが，移住 の起 源地 （サタ ワル

島の西方 にあるイフ ァリク島） において，元来， １つの出自集団 を構成 していた。 し

か し，その島か ら， ほかの島へ の移住の過程で ３つの独立 した集団 に分 離 したか らで

あると伝え られてい る。サタワル島 においては， それ らは， 独 自のクｄｙｉｎａｎｇ とみな

されてお り，相 互に通婚 がおこなわれてい る。

　上記 の ８出自集 団のうち， さらに下位 の集団へ と分節化 しているも の が ５つ あ る

（図 ３－１参照）。 この分節集団 を指示す るサタ ワル語 は存 在 しな いが，２ｄｙｉｎａｎｇ と

の関係 で，ｒａａｎｉ　２ｄｙｉｎａｎｇ （「２ｄｙｉｎａｎｇ の枝」） とよばれる。 日常 の会話 においては，

分節集団の居住 区の地 名がその集団名 として使用 され る。そ して，分節 した出自集団

の成員が居住す る区画 は，Ｐωｕｋｏｓで あ らわ され る。 このＰωｕｋｏｓのこ とばは，　Ｐｗｕｋ－

ｏｓａｙ（１人称），　Ｐωｕｋｏｓａｎ（３人称），　Ｐｗｕｋｏｓαｒ（３人称複数） とい うよ うに語 尾変化

し，「私 の （あなたの，彼 らの）生 まれたところ」を意 味す る。 したが って，Ｐωｕｋｏｓ

は，集団構成の性格を指示す ることばではな く，人び との居住地 （屋敷） を言及す る

サタワル語 とみなす ことがで きる。

　 １つの ／ｄｙｉｎａｎｇか ら分裂 した複数の 出 自集団の女性祖先 の相互の系譜 関係 は， 明

確 にた どれな い場合が多い。そ して，他島の人 とのあいだで，出 自の確認 をお こな う

場合，ｙｄｙｉｎａｎｇ の名称が最初に口にされ る。その さい，個人が帰属す るそれぞれの島

の■ｄｙｉｎａｎｇの名前 が同 じで あれ ば，系譜 関係 が明確でな くて も，両者 は，同 じク顔 π一

ａｎｇの成員であ ると同定す る。 それにたい し，サタワル島で同 じ■ｄｙｉｎａｎｇ の成員で，

１７）本稿でのサタワル語の音声表記は，須藤 ［１９８１：６５６］にしたがう。ただし，子音の硬口蓋

　音にあたる 「そり舌共鳴音」は，前稿では，ｆで表記 したが，本稿においては，　ｒｈの音声表記

をもちいる。
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同 じＰωｕｋｏｓに居住す る人 びとは， 相互 に系譜関係を女性の始祖 までたどって一致 さ

せ ることがで きる。 このよ うな性格 をもつ ２ｄｙｉｎａｎｇ に， 本稿で は， 母系 ｃｌａｎ の用

語 を適用す ることにす る。 そ して，■ａ■ｉｎａｎｇの分節 出 自集 団 （７ａａ　２ｚ１ａアｚｎａｎｇ）には，

母系 ｌｉｎｅａｇｅの用語 をあて る。

　 Ｎｅｙゑａｒ，　Ｙａａｎａｔｉｗ の各 ｃｌａｎ は，図 ３－１で示 したよ うに，それぞれ ３つの ｌｉｎｅａｇｅ

に，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ，　Ｋａｔａｍａｎ，　Ｓａｗｓゑｔは，それぞれ ２つの ｌｉｌｌｅａｇｅに分節化 して いる。

つ まり，サタ ワル社会 は， ８つ の ｃｌａｎ とそれ らか ら分節 した１５の ｌｉｎｅａｇｅ によ っ

て構成 されてい るのである。 そ して， 土地 を実際 に保有す る基本 的集 団は， 複数の

１ｉｎｅａｇｅより成 る ｃｌａｎ において は， 各 ｌｉｎｅａｇｅであ り， 単一 の １ｉｎｅａｇｅと ｃｌａｎ の

場合 は， ｃｌａｎであ る。 前者 において， 土地を共有す る自律的集 団を形成す るのは，

Ｉｉｎｅａｇｅで あるが， 第ＩＶ章 および第 Ｖ章で例があ るよ うに， あ る ｌｉｎｅａｇｅの土地が少

な い場合 には，同 じ Ｃｌａｎの ほかの ｌｉｎｅａｇｅが土地 を調達す る。 これ は，　Ｃｌａｎ レベル

で土地 の融通 と調整 が実行 され ることを示 している。 つま り， ｃｌａｎ は，通常， 土地

保有 の実体 とはな らないが，潜在的には，土地保有の単位 としての機能 をはたす可能

性 をもって いるのであ る。

　 サタワル島の ８つの ｃｌａｎ は，島の首長を世襲 的に輩 出す る ３つの ｃｌａｎ（■ｄｙｉｎａｎｇｉ

５６〃ｚｗｏｏｎ）と， そうでない ５つの ｃｌａｎ（■ｄｙｉｎａｎｇｉ／ａｒａｍａｓ）に階層化 している。 ５６〃２－

ｗｏｏｎは，「島 および出自集 団の統率者」，　ｙａｒａｍａｓは，「人間ない しふつ うの人 びと」

を それぞれあ らわす。 ここで は，前者 を 「首長 ｃｌａｎ」，後者 を 「平民 ｃｌａｎ」 とよぶ こ

とにす る。 この首長 ｃｌａｎ と平民 ｃｌａｎの社会的地位 にお ける分化 は， 伝承 の うえで

それ らの ｃｌａｎのサタ ワル島へ の移住の歴史 と土地 の保有 および分与 とに関 連 して い

る と信 じられて いる。 その階層分化を正 当化す るもの は１ 歴史伝説 （ωｕｒＵＸＶＯｔｖ）であ

る ［須藤　 １９８１：６４７］。 個 々の ｃｌａｎの起源 および移住 に関す る伝説の分析 およびそ

れ らと ｃｌａｎ の形成 および歴史 につ いての検 討は，別稿 にて論述 する予 定 でであ る。

ここでは，簡単 に， 首長 ｃｌａｎ と平民 ｃｌａｎ との地位差 の成立 とそれ らの現在 の関 係

につ いて述べ ることにす る。まず，ｃｌａｎ の移住伝説の概略 にふれてお く。

　 サタワル島へ最初 に移住 して きたのは，Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎである１８）。 その ｃｌａｎ は，サ

タワル島 を治め る資格 のある ｃｌａｎを この島 に招聰 す るために， 他島へ使者 をお くっ

た。そ して，その要請 にこたえて，サタ ワル島の ｓ６ｍωｏｏｎであるラモ トレク （Ｌａｍｏ－

ｔｒｅｋ）島か ら， １つ の ｃｌａｎ の人び とが移住 して きて島の南 部に住 みついた。 それが，

Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ である。Ｓａｗｓｉｔ　ｃｌａｎ の人び とは，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの首長 にサタワル島の

統 治する権限を譲渡 した。そ して，彼 らは，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の輩下 につ くことにな った．
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　Ｎｅｙａ６ｒ　ｃｌａｎ のつ ぎに， ラモ トレク島か ら，　Ｙａｉｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の人び とが来島 し，

Ｎｅｙａゑｒ　ｃｌａｎの首長は，島の北部 に居住地 をつ くるよ うに指示 して，土地 を分 けてや

った。 ３番 目には， やは りラモ トレク島か ら Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の成員が渡来 した。

彼 らは，島の中央部 に住む ようにな った。 このように して，サタワル島 に４つ の ｃｌａｎ

が共 存す る時代がつづいた。そのあと，Ｋａｔａｍａｎ，　Ｐｉｉｋ，　Ｓａｗ６ｎ，　Ｍ ａａｓａｎ６の各 ｃｌａｎ

の人び とが移住 して来 た。 Ｋａｔａｍａｎ と Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ は， 北部 に居 住す る Ｙ舶 ｎａｔｉｗ

ｃｌａｎの庇護 の もとに， 土地を分 けて もらい， 島で生活す るよ うになった。 そ して，

Ｓａｗ６ｎ は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの保護下 に，　Ｍａａｓａｎ６は，　Ｎｅｙａａｒの監督 のもとにおかれ，

それぞれか ら土地を譲 りうけて，島に長 く住む ことになった。　 　 　 　 　 　 　 、

　 以上が， 現在の ８ｃｌａｎの移住 の歴史 をかたる伝説の大 す じである。 この伝説 は，

ラモ トレク島か ら最初 に来島 した Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ がサタワル島の第 １位 の首長 を だ す

集 団であることの由来 を伝 えて い る。 そ して， 来島 の順序 にしたがって， 第 ２位 が

Ｙａａｎａｔｉｗ，第 ３位が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの各 ｃｌａｎであ る。 これ らの 首長 ｃｌａｌ１よ りあ と

に，サタ ワル島へ移 住 して きた ｃｌａｎ は， 首長 ｃｌａｎの保護 のもとに， 土地 の分与 を

うけた と信 じられている。 そのため に，土地 の贈与者 と受贈者 とのあいだ に，身分 的

な差が生 じ， 後者 は，前 者の 「いうことを よ く聞 くひ と」（翅耽 ππの とよばれ るよ う

にな った。具体的 には，Ｍ ａａｓａｎ６ は，　Ｎｅｙａａｒ，　Ｋａｔａｍａｎ と Ｐｉｉｋは，　Ｙａａｎａｔｉｗ，

Ｓａｗ６ｎ は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの， それぞれ ／ａｋｋｕｎｅ’になるのであ る （図 ３－２）。 この よ

うな， 各 ｃｌａｎ間での主 一従 関 係 は， 島社会の レベルで は， 首長 ｃｌａｎ と平民 ｃｌａｎ

という階層差で表現 され ることになる。

　 現在，サタワル社会 は， それぞれの首 長 ｃｌａｌ１か らでて いる３人 の首 長 によって統

轄 されて いる。首長間 には，権 限の差 はみ られず，海 の資源 の責任，島の食料資源 の

管理 および島の秩序 の維持 とい う３分 野で役割 を分担 している１９）。 それ ら以 外 の 問

１８）Ｓａｗｓａｔの語意は，「海の人」である。　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎは， サタワル島の最初の居住者と信じら

　れている。そして，Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの人びとがラモトレク島から移住 してきて，　Ｎｅｙａａｒの女性

　とＳａｗｓａｔの男性から生まれた息子が， サタワル島の最初の ｓ６ｍωｏｏｎ（首長）になったと伝え

　られている。 このとき，Ｓａｗｓａｔの父が，彼の息子に，サタワル島を支配する資格と権利とを

　譲ったといわれる。つまり，首長の地位の禅譲を思わせる伝説が語られているのである。現在，

　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎの族長には， ウミガメがとれたときには，かならず，その頭部を融上することが

　義務づけられている。それは，その ｃｌａｎが， サタワル島の 「最初の人」だからと説明されて

　いる。また，島の首長には，特定の魚 （スジァラ，大型のマグロ，メガネモチノウオ）が捕獲

　されると，贈られる慣習がある。それらの魚は，いずれも大きく，その泳ぐ様が，首長の行為

　を象徴しているからと理由づけられている ［秋道１９８１：１０８－１０９］。

１９）現在，Ｎｅｙａａｒ，　Ｙａａｎａｔｉｗ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの ３ｃｌａｎから，それぞれ １人の首長がでて， 島の伝

　統的な政治 ・経済的統轄の責任をもっている。それらとは，別に，信託統治下で，政府の行政

　的連絡や会議に出席する行政首長が １人いる。その職につ く人は，３人の伝統首長の選出によ

　る。また，首長 ｃｌａｎの長は，　Ｓ６ｍωｏｏｎとよばれるが，平民 ｃｌａｎのそれは，　ｔｅＰＰとよばれ，名

　称を異にする。本稿では，∫轡 の訳語として 「族長」をつかうことにする。
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題が生 じた場合には， ３人の合議 で決定が くだされる。 そして， 首長 ｃｌａｎ と平民

ｃｌａｎとの身分差は，日常的活動においては， ほとんどあらわれない。 しかし，人び

とは，パ ンノキの実の初収穫 物を，第 １首長である Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の首長に献納 し

なければならない。また，集会での発言権や儀礼の内容などでは，首長 ｃｌａｎと平民

ｃｌａｎとの差異が象徴的に顕在化する。男性全員が参加する島の集会では，平民 ｃｌａｎ

の男性は，基本的に，彼自身の意志で発言することが許されない。誕生，成人，葬送

などの人生儀礼においても，衣裳や儀礼のやりかたが両者のあいだで異なる。いずれ

にせよ，サタワルにおける現在の社会階層は，歴史的には，在島者 と薪参者，土地の

保有者 と非保有者という二者間関係に基づいて成立 したとみなすことができる。

亜． 土 地 の カテ ゴ リー と保有 形 態

　 周 囲 ６ｋｍ，平均海抜 ４ｍ とい う平担 な隆起 サ ンゴ礁の小 島に住むサタ ワルの人 々

は，彼 らの島を とりま く自然環境 （生活空間）を い くつかの基準 によって分類 し，名

称 をあたえてい る。その基準 とな るのは，社会 ・宗教的観念 に基づ くものか ら，地形

的特徴，資 源利用 の形態，植生 によ るものまであ る。社会 ・宗教的観念 か らの分類 に

おいては， 彼 らの世界 （ｆａｄｙｉｎａａｎｇ：天空の下の意味） は，まず，島 ・陸地 （ｆａｎａｂ）と

海 （ｓａａｔ）とに ２分 される。ｆａｎｄｉは，さ らに人 間が居住 し，支配す る空間であ るｎｅｅｍａｎ

（人間 の場所） と超 自然的存在 （／ａｎｉｍ：カ ミ） に支配 され る空間 である ｎｅｅωａｎ （森）

とに大別 され る。サタワルの人 び との考え によると，この ｎｅｅｍａｎ と ｎｅｅωａｎ とは，明

確な境 界によって分離 されている。境界が人び との活動 において顕在化す るのは，夜

間の行動 や資源 の枯渇期 における農耕活動の局 面 である。 彼 らは， 日没後 ， ｎｅｅωａｎ

が 「悪い」クαπ伽 の彷復す る場であ ると信 じ，そ こへ立 ち入 ることを恐 れて いる。ま

た，食料資源 の欠乏期 には，特定の 日以外に森 での食料獲得のための農作業が厳 しく

禁 じられる。

　ｎｅｅｍａｎ は，具体的には， 人 びとが家を建 て， 炊事小屋 で料 理をつ くって生 活す る

空間であ る。ほかに，集会所 とな るカヌー小屋 ，水浴場，井戸 ，墓地な どがふ くまれ

る。 キ リス ト教への改宗 （１９５２年） 以前 には，月経小屋， 産屋 （ｎｅｅｙｉｉｍｗｅｎｉｋａｔ）， 聖

地 （ｎｅｅｒｏｏｎｇ）な ども存在 した。そ して，政 治 ・行政的 には，北 ，（中），南 とい うム ラ

に分 け られ る。それにたい し， ｎｅｅωａｎ は， 彼 らの主食 とな るタロイモを栽培す る田

や ココヤシ，パ ンノキの繁茂す る区域である。
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１． 資 源 利用 と土 地 の カテ ゴ リー

　このような分類 とは別に，サタワルの人びとは，地形的特徴および資源利用の観点

から島の空間を１０のカテゴ リーに分けている。このカテゴ リーは，彼 らの土地にたい

する考えを把えるうえで基本 となるものである。したがって，以下で個々のカテゴリ

ーを述べることにする
。

（１）pwunek

　 島 の内陸部 にあ る乾 いた土地 （ｃｈｅｍａｏ）で， ココヤ シを 植 えるため に開 墾 された

区画 であ る。なかには，パ ンノキも混在 す るが，基本 的には， ココヤ シの実を収穫

す るため に雑木を伐採 し，下刈 りな どの手入 れのゆきとどいた土地 をさす。 この土

地 は， １５０あま りの固有 名を もった小区画 に分割 され ，ココヤ シの若木， ココヤシ

の外皮や石 の囲いが境界 の指標 にな っている。

（２） ｎneeffot

　 島 の内陸部 にある水 が浸み出 る湿地であ るが，タロイモ 田に開墾 されていな い土

地を さす。タ ロイモ田の周辺 に存在 し，タ ロイモの一一Ｐｔ，　Ｐｗｕｎａ（（］！ｒｔｏｓｔｅｒｍａ　ＳＰＰ．）

が，手 入れを されず に 植え られている。 この ρ魏 紹 は， 病人 がでた ときな どに使

用す る非常時の食料 として重要であ る。 ここは，ρωππ既 とタ ロイモ田との境で，

パ ンノキや ココヤ シも植え られてい る。また，小規模で はあ るが，パ イナ ップル も

栽培 され る。 この区域 は，ρωπη薦 のよ うに固有名がつ けられてお らず， 土地保 有

の観点では，ρωππ既 に付属す る土地 とみなされている。

（３）　pween

　 島 の内陸部 にある，水分を多 くふ くん だ腐食土 よりな る湿地 を開墾 して，タ ロイ

モを栽培 す るためにつ くった田であ る。 うえの ｎｅｅＬｆｆｏｔとの境界 に巾 ５０　ｃｍ， 深さ

３０ｃｍ の溝 を掘 りめ ぐらし， 土を盛 りあげて畝 をつ くる。 この畝 には，　Ｐwｕｎａ と

wooｔ（Cｏｌｏｃａｓｉa　ｅｓｕｃｕｌｕｎｔａ）のタ ロイモが植 えつ け られ る。 タ ロイモ田 は， ６個所 に

分散 し，それ らは固有の名前を もった４６の区域 に分割 されている。それぞれの区域

は，多 くの利用者 に細分 されてい る。 １区域 が２０人あま りの利用者 によって細 か く

分 けられてい るタロイモ田もあ る。個人的 に利用 され る田の境界 は，土地を盛 った

畔 によ って仕切 られ る。小 さい ものになると ５０ｍ２の小区画 もあ る。

（４）pwukos

　 人 び とが家屋を建てて居住 する屋敷地で，島の西海岸側 に位置す る。地面 にサ ン

ゴ礫 （fayimo） を 敷 きつめ，地床式 の家屋 （ｙｉｉｍｗ） と地炉 （wｕｕｍw） の掘 られた炊
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事小屋 が もうけ られ る。サタ ワルの人び とは，Ｐｗｕｋｏｓが土地 の一面 に石垣を築 き，

その中 にサ ンゴ礫 をまいた空間 （ｎｅｅｆａｙｉｍ６）である と考えてい る。 そ して，　ｐωｕｋｏｓ

と しての空間には，基本的 に １軒 の共 同炊事小屋 （ｍａｎｕｕｍω）と中庭 （ｎｄｉｋｔｉｎｉ　ｉｉｍｗ）

を囲んで数軒 の家 が建 ちな らぶ。 中庭をあ らわす π撚伽卿加 ω は， 「家の外側 」の

意味であ る。各家 の背後 には，バナナや ココヤ シが植え られ，サツマイモや葉 タバ

コを栽培す るための小 さな畑が垣根 に囲まれてつ くられてい る。

　 この Ｐωｕｋｏｓは，固有 の名称を もってお り，現在，１５個所 に人 び とが居住 してい

る。そ して，個 々の名称 をもった Ｐｗｕｋｏｓは，居住区 と してだけでな く， サタ ワル

の人び とにとっては，自分 の出自集 団へ の帰属 を同定す る実体 として も重要で ある。

た とえ ば， 日常の会話 において，yiｆｆａ　Ｐwｕｋｏｓｏｍ （「あなたの生 まれた屋敷地 ・集団

はどこか」） とい う問にたい し，Ｐwｕｋｏｓａy　Ｎｅｙａｎ （「私の集 団はネヤ ンだ」） という

よ うに答え る。 このよ うに して，サタワルの人 び とは，自分が所属す る出自集団名

をさす ときに，自分 が生 まれた屋敷地の名前 を述べ る。つま り，母系 出自集 団 （ノ妙 一

ｎａｎｇ）が分節化 した最小 の社会集団 （財産を共同保有する自律 的 集 団）の 名 称 に

Ｐｗｕｋｅｓの固有 名が使用 されるので ある。 １つ のＰωｕｋｏｓの成員 は， ３～ ４世代 の母

系出 自を共有す る １ｉｎｅａｇｅ成員で あるが，実 際の居住単位 は，妻方居住様式 を とる

ため，１ｉｎｅａｇｅの女性成員 と彼女 らの夫 ，彼 らの子女 ，および養子 か らな る。

　 サタ ワルの各 １ｉｎｅａｇｃの居住区 （クωｅｓｋｏｓ）は， ここ１００年間 にかな り移 動 してい

る。その主な原 因は，病気 による成員数 の極端 な減少であ る。彼 らの伝統的な宗教

観念 によると，同 じ時期 に多数の集団成員 が病死す ると，住ん でい る場所が悪いか

らだ と判断され る。そのため に， ほかの新 しい場所 に居を構 えなければな らない と

考 え られてい る。放棄 した場所 には，ココヤ シな どの樹木 を植 えて，形態上 ρω観搬

と同 じである。 しか し，その土地 にサ ンゴ礁 の敷 かれた形跡があ る か ぎ り， 彼 ら

は，人 が住んで いな くて も屋敷地 とみな してい る。このような，放棄 された無住の

居住 区は，Ｐwｏｓｏpｔｏｏsｕとよばれ，pwenekと は ，別 のカテゴ リーに分 類 さ れ て い

る。

（５＞ppen

　島の内陸部にあってココヤシ，パ ンノキ，タロイモなどの有用植物が植えられて

いない未開墾地である。雑木やハイビスカスなどが自生する土地であるが，現在で

は，島の北部にわずか存在するだけである。このような植生の土地は，独 自の名称

があたえられておらず，pwunekの 一部に存在するために， サタワルの人びとは，

資源利用の観点においては，pwunekに ふくめている。
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　 （６）　ｍｅｒａａｒ

　　 内陸部の湿地にあ り，タ ロイモ田 に開墾 したが，地味や給水などに恵 まれ ず， タ

　 ロイ．モの栽培に適 さない土地で ある。 この土地 は， 駕励 勧 πともよばれ，「タロイ

　 モを植え る土のあ る場所」 の意味を もつ。実際には，サ トウキビが植 え られ ること

　 もあるが，多 くは雑 草 （ｆｅｔｉｎ）におおわれて いる。前述 した，　ｎｅｅＬｆｆｏｔとρω露ηのあ

　 いだに位置す る場合 が多い。現在で は，タ ロイモ田のよ うにタ ロイモ栽培に利用 さ

　 れていな いが，良質 の腐食土や枯葉な どを くわえ ることによって，可耕地 に変 え う

　 る土地 とみな されてい る。そのために，サ タワルの人 び とは，この土地を 鋼 伽 の

　 カテゴ リーにふ くあてい る。

（７）nukunuwutt

　 島 の西側 の海岸沿 いにあ り，Ｐωｕｋｏｓと砂浜 のあいだ に位置す る土地 である。ここ

には，カヌーの収納庫 と集会所 とを兼 ね る大 きな建 て ものがあ ることか ら，ｎｅｅωｕｔｔ

（「カヌー小屋のあ る場所」）， とか π甑伽伽 躍 （「カヌー小屋 の外側」） とよばれ る。

この一画 は，区切 られ，個 々に名前 がつけ られて いる。砂地 であるが ，砂浜 よりに

はパ ンダナスや クサ トベ ラな どの雑木 がはえ，内陸よりにはココヤ シが植え られて

いる。現在 ， ８軒 のカヌー小屋が建て られてい るが， それ らは，複数 の Ｐωｕｋｏｓに

よって保有 されてい る ［須藤 　 １９７９］。

（８）yennap， 　yｎ，　ｒｈｅｅｒｈｅ

　 島を縦横 には しる道で ある。道 は，その大 きさや使用 目的 によ って 区別 される。

yennapは， 「大 きい道」の意味で居住 区 （Ｐωｕｋｏｓ）ぞい につけ られた道 と 島 の 東 西

の海岸 に連な る道 をさす 。ク伽 は，カヌー小屋 か ら居住区を横切 って水浴場へ通ず

る道を さす。それ ら以外 の道 は，一般 に 伽 〃加 とよばれ， これ には， ココヤ シ林

の中を通 る道，タ ロイモ田へ の道な どが含まれ る。島を南北 に居住 区をつな ぐ大 き

な道 か ら，特定 の ｌｉｎｅａｇｅによ って保有 され るココヤ シ林や タロイモ田 につ け られ

た小道 にいた るまで，道 はすべ て島 の人び との公 共の財 とされてい る。

（９）　 ｒｈａａｎ

　 居住 区 と森 とのあいだに掘 られた水浴場 である。 現在 ，２００ｍ２ほどの池 が共 同

の水 浴場 として利用 されてい る。 この水浴場 は，特定 の Ｉｉｎｅａｇｅが保有す る土地 に

掘 られてい るが，その利用 については，島の人 び と （男性） に自由に認 め られて い

る。 最近で は， 各居住区の内陸部 に ６ｍ２ほどの池 を掘 り，　Ｐωｕｋｏｓの成員 が個別

に利用す るよ うにな ってきて いる。 この小 規模 の水浴場 は，掘 る人が保有 ない し管

理す る土地 につ くられるため， それを利用す る権 利は，製作者の手 にゆだね られる。
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もし，他人がそれをつかう場合には，製作者の許可を必要 とする。個別に保有され

る水浴場は，水浴のために使用されな くなると，ココヤシの外皮から繊維をとり出

すための若いココヤシの外皮を浸 したり，腰布を織るためのハイビスカスの内皮を

つけておく池として利用される。いずれにせよ，一度，水浴場として掘 られた池は，

埋められて農耕地として使用されることがほとんどない。

　 （１０） ．ppiy

　 島 の周囲を とりま く海岸部の砂浜 である。 ここは，家 の周 囲 に ま いた り，石蒸 し

料理用の焼石 に利用 するサンゴ礫 の採集場 として，人 び との共 有 地 になってい る。

以上 で，サタ ワルの人 びとが地形的特徴をふまえて ，資 源 利 用 の 観 点 か ら類別 した

土地 カテゴ リーについて述べ た。 それ らの カテ ゴ リーを農耕，地味，植生 という基準

で整理 した ものが，図 ４であ る。農耕 の基準 は，サタ ワルの人び とが主要 な栽培植物

で あるココヤ シ，パ ンノキ，タ ロイモ，および補助的な植物性食料 とな るバナナ，サ

ツマ イモなどを植え るのに適 しているか否か によってい る。彼 らが農耕地 として あげ

たのは，pwunek,neeffot,pweenの ３つの カテゴ リーであ り，何 らかの人為 的な力を く

わえれ ば農耕地 として利用可 能な土 地 として あげた もの は，汐ｗｕｋｏｓ，　ＰＰｅｎ，　ｍｅｒａａｒ の

３つ である。彼 らの考 えによると，潜在 的農耕地 のうち，ＰＰｅｎと ｍｅｒａａｒは，それぞ

れpwunekとpweenと に転換可能 との ことである。 その ＰＰｅｎ とは，「人がいない土

地」 とか 「人の手 が くわえ られてな い土地」 を意味す る。そ して，人 び とが雑木のは

えている土地を きりひ らいて， ココヤ シやパ ンノ キを植 えるとノ加縦 ρωπ蹴 ）にな る

とみな している。サタ ワル語 において ル 磁 は多義的に もちい られ，前述 した島を さ

す とともに， ココヤシの植 え られた土地，つま りpwunekを も指示す る。 同様 に，半

ば開墾 された土地 である 膨 γααγは，タロイモが植え られる とpweenと よ ばれ る。

　 つ ぎに， 彼 らが農耕地 とみな さな いものに ｎｅｅwｕｔｔ，　yｅｎｎａＰ，　ｒｈａａｎの ３つのカテゴ

リーがふ くまれる。 これ らは，いずれ も公共性 の強 い性格を もって いる点で共通 して

いる。また，農耕地 と して利用不可 能なカテゴ リーに砂浜 をあげている。前述 したよ

うに，砂浜 にはえているパ ンダナスや クサ トベ ラの木は，人 び との手 によって植 え ら

れ るものでな く，自生木であ る。

　 地味 に関す る類別 の基準 になるのは，ｃｈｅｍａｏ（「固いない し乾いた土地」），　ｗｅ２ｃｈｅｍａｏ

（「水のあ る固い土地」），pｅｔａｎ （「湿地」） と ｐｐｉ （「砂浜」） の ４つ のカテゴ リーであ

る。半湿地で あるwｅｙｃｈｅｍａｏは，具体的 には，pwunekとpweenと の境 にある ｎｅｅｆｆｏｔ

を指示す る。そ して，植生 に関 して は，ffot「 植 えた植物」）かfetin（ 「雑草 ・雑木」）

か とい う点が類別の基準 になる。ffotの 原 義は，「植え る」であ るが，名詞 として，使
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図４ 土 地 の カ テ ゴ リー と 植 生

用される場合には，「栽培された食用植物」をさす。 腰布の繊維をとるハイビスカス

やその実を食用にするジャワフトモモの木などは．の彦にはふ くまれず，雑木とされる。

　 ２．　 土 地 カ テ ゴ リー と保 有 形 態

　 サタワル社会において ，上記 の１０のカテゴ リーの土地 のうち，それ らにたいす る使

用 および保有の権利 が問題 にな って くるのは，基本的 には，ρω雌既，ｎｅｅＬｆｆＴｏｔ，ρω６珈 と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２３１
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Ｐｗｕｋｏｓの ４つで ある。それ らにた いす る権利 は，いずれ も特定の ｃｌａｎ ない しｌｉｎｅａｇｅ

などの集団 によって保有 されて いる。 ほかの ＰＰｅｎと ｍｅｒａｒは， 独 自の保有 の権利が

ともな う対象地 とは認め られず，それぞれ，ρωπη話 と ρ認 動 にふ くまれ る。 また，

］ｅｎｎａＰ，　！ａｎ，伽 盈 ６，　ｒｈａａｎとＰｌｌｂｉ は，島の人 びとの公共の用地 とみなされ，だれで も

利用す ることが で きる。

　 この ように，人 び との公共の 目的のために利用 され る土地 は，現在 では，それ らの

ほか に，カ ヌー小屋 ，教会 ，小学校，診療所 ，共 同組合の売店，倉庫 および無線機 格

納庫 の敷地があ る。それ らが建 っている土地 は，元来 ，特定 の １ｉｎｅａｇｅの了解 のもと

に無 償で提供 され，島の首長の管 理下 （ｎｅｍｅｎｉ　ｉｎ　ｓ６ｍωｏｏｎ）におかれてい る。 サタワ

ルの人び とは，首長の管理の もとにおかれて いる土地 および建物を 「島の もの」 とみ

な し，誰 で もが自由に使用で きる公共財 と考 えて いる。ただ し，それ らの うち， ８軒

のカヌー小屋 の維持 ， 修復 などには， 責任を もつ ｃｌａｎ がある。 これは，　ｓ６ｗ　ｗｕｕｔｔ

とよばれ，「カヌー小屋を もつ人」 の意味で ある ［須藤　 １９７９］。

　 そ して ｎｄｉｋａｂｎｄｉｗｕｔｔのカテゴ リ…一・ｌｃある土地 は，特定 の ｃｌａｎ ない し ｌｉｎｅａｇｅによ

って保有 され るが，その土地全体 にた いす る権利 が集団間で移譲 され ることはない。

そ こには， ココヤ シの木 が植 え られて いる。その ココヤ シは，その実を食用 に利用す

るのではな く，人び との身体 に塗 るココヤ シ油 （ｎｄｉｎｄｉｎｇａｐｉｔ）を採取す るために栽培 さ

れ る。と くに，航 海者 であ る男性 は，この土地 にはえている ココヤシの実以外 の もの

を利 用す ることが禁 じ られ る。その理 由は，航海者が身体 につ けるココヤシ油 は，女

性や子ど もと共用 して はな らない とい う禁忌 に基づ いてい る。 したがって，男性 は，

その ココヤ シ油 をとる数本 のココヤ シの木 を この土地で確保 しなければな らな い。

　 このよ うに，π倣伽伽 蜴 の土地 は，サタ ワルの人び との資源利 用において ，土地 そ

の ものが意義を もつ のではな く，そ こにはえてい るココヤシの木が重要 である。そ の

木 は，父の １ｉｎｅａｇｅか ら贈与 され る。各集 団は，その土地 にあるココヤ シの木 を １～

２本 ，その集団か ら婚 出 した男性成員 に贈与す る。そ して，父の集団は，贈 った木 が

枯 れた ときには，別 のをあたえ， 婚 出 した男性成員の 磁磁㎎ψ髭 に責任を もつ。 そ

のために，その ココヤ シは， １本 ご とに所有者が異な って くる。以 上 の こ とか ら，

ｎｔｉｋｄｉｎｄｉｗｕｔｔにはえてい るココヤ シの木 は，１本単位で島の男性 の個人的保有 とみな さ

れてい る点 で興味ぶか い。 しか し，キ リス ト教 の受容後，航 海者 に関す るタ ブーを無

視 し，また，島 の人 口が増大 す るとい う要因で その土地以外の ココヤ シが，ｎｄｉｎｄｉｎｇａＰｉｔ

として贈 られるよ うにな って きた。 本稿 で は η砒伽伽 漉 の土地 およびそ こにある コ

コヤシの保有 につ いて は， とりあつかわない ことにす る。
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　最後 に，土地保有 および資源利用を考察す るにあたって，重要 な土地 とな る ρω観既，

ｎｅｅｆｆｏt, pweenお よびpwｕ ｋｏｓの邦訳の用 語 についてふれてお く。　ｐωｕｎｇｋは，一部 に

雑木 やパ ンノキが生えてい る区画 もふ くむが，基本的には，雑木や雑草を伐採 して，

ココヤ シの木 を植栽 した土地である。 そ して，サ タワルの人 びとも，そ こに ココヤ シ

を植え ることに強い熱意を もってい ることか ら，ρ魏 π魔 の訳語 として 「ココヤ シ林」

を もちい ることにす る。ｎｅｅｆｆｏｔは，ρω露ηを とりま くよ うに位 置 し，植生 は， ココヤ

シにおおわれ，あいだ にパ ンノキやタ ロイモ （汐ωπηα）が植え られている土地であ る。

サタ ワルの人 び とは， ｎｅｅＬｆｆｏｔその ものに固有 の名称をあたえてお らず ，ρωππ既 の一

部 とみな してい る。 したが って，ｎｅｅＬＺ７Ｔｏｔは，以下 の記述 において特別 に明記 しな いか

ぎりココヤシ林 の用語 で表記す る。

　pweenは ， タ ロイモを栽培す るために開墾 された湿地であ るので， 「タ ロイモ田 な

い し田」 とよぶ ことにす る。ｐwｕｋｏｓは， 人 びとが居住す るために切 り開 き， 石 を周

囲 にめ ぐら し， その中にサ ンゴ礫 を敷 きつめた空間であるので， 「居住地」な い しは

「屋敷 （地）」 の訳語をあて ることにす る。 そ して， サタワル社会 で主食 の １つ とな

っているパ ンノキは，それが生えて いる土地 とは切 り離 されて，その木 自体が ，保有

の対象 とされ る。 パ ンノキは，ρωππ既 と ％励 ’， つま り， 広義の ココヤ シ林 に植 え

られるために，木 の周辺 の土地 は，その保有者によ って利用 され る。 しか し，パ ンノ

キその ものが，倒 された り，枯 れた りす ると，その木 のあった土地 は， ココヤ シ林 の

保有者 の ものにな る。 したが って， サタワル島の土地保有 をあつか うさい に，パ ンノ

キその ものの使用 および保有 につ いて の権利を くわえ ることにす る。

皿． 土地保有の現況

　現在 ，サタワル社会 には， ８つのノｄｙｉｎａｎｇ（母系 ｃｌａｎ）が存在 し，さ らに， それ ら

か ら分 節化 した１５の出自集団 （ｌｉｎｅａｇｅ）がある。それ らの １ｉｎｅａｇｅの保有す る財を直

接的 に管理，使用 する人 びとは，ｌｉｎｅａｇｅ の女性成員 を中心 に形成 さ れ る居 住 集 団

（Ｐｗｕｋｏｓ）の成員で ある。居住集 団の構成員 は， 前章で述べたよ うに， 妻方居 住方式

を とるため，ｌｉｎｅａｇｅの女性成員 と彼女 らの夫 たち，彼 らの子女， と養子 であ る。本

章で は， １９８０年の時点 での各 ｌｉｎｅａｇｅ（pwｕｋｏｓ）の人 口とその集 団が保有す る， 土 地

（ココヤ シ林，屋敷地，タ ロイモ田など） およびパ ンノキの数量 との関連 を明 らかに

し，サタワル社会 の土地所有 の性格 を理解す るい とぐちに したい。具体的には，まず，

各 ｃｌａｎ および １ｉｎｅａｇｅの財の保有数 とそれを実際 に利用 する居住集団入 口との 関 係
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表 ３　 サタワル島の Ｌｉｎｅａｇｅ，人ロおよび土地保有数

Ｌｉｎｅａｇｅ

（Ｐωｕｋｏｓ）

土 地 タ ロ イモ 田

 1

（】ｌａｎ

 Neyââr

 Raipiirakirh 

 NeyimwenikAt 

 Neyaar

略 号 世帯

NE-R 

NE-P 

NE-N

人口

2

3

4

5

6

7

8

 Yafinatiw

Noosomwar

 Ka  taman

Piik

 Sawen

 Sawsât

 Maasane

 Ya.ânatiw 

 Neyan 

Wenikeyiya

Kaningeirek 

 Fafiyinen

 YOsukunap 

Wenikeyiya

 Nesâtikilw

 FaâniyOr

 YApeew 

Yatiirong

Weyisow

YA-A 

 YA-N-

YA-W

NO-K 

NO-F

KA-A 

KA-W

醤麟杢
区
数
総
画

来
土
元
の

パ ンノ

キ 婚入者婚出者

 PT

SW

SW-A 

SW-Y

MA

合 計 　８７
世帯
９２
人
４ ３２２ １５１ ２７８ ８５ １４５４

　本

３０
人
３ ２４

人
３

註 １． パ ンノキの数量は，秋道氏の資料を利用した。

　　２． 各 ｌｉｎｅａｇｅの世帯と人口は，　pwukos（ 居住地）に住んでいる人びとの数であり，

　　　　１ｉｎｅａｇｅ成員の数を示 してはいない。

　　３． 土地には，ココヤシ林，屋敷地およびカヌー小屋周辺の土地がふ くまれる。
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を，表 ３に基づいて数量統計的に分析する２０）。つぎに，人口の増加および時間の経過

にともなって， １個所 （筆）の土地が数区画に分割される具体的事例をあげて，集団

間で贈与される土地の実態を示すことにする。

１．　 Ｃｌａｎ（１ｉｎｅａｇｅ）の人 口 と土 地 保 有 数

　財を保有 ない し， 直接 に使用す る単位 となる Ｐωｕｋｏｓ集団の成員人 口 は， 最 大 が

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ の１２世帯， ７１人であ り， 最小が Ｙａゑｎａｔｉｗ

ｃｌａｎの Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅの １世帯 ， ５人 である。

　 この Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅの財を管理，利 用する成員 は， １組の夫婦 と３人 の未成

年 の養子 とい う家族構成で ある。 この家族 は，独立 した生計単位 を維持す ることがで

きないために， １人息子 の婚 出先の Ｐｗｕｋｏｓへ移 り住 んでいる。 そ して ，彼 らは，息

子 の妻の居住集団成員 （７Ｓａｗｓゑｔ　ｃｌａｎ の Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ） とい っしょに日常的な食料獲

得活動 と消費生活をお くっている。Ｗ ｅｎｉｎｋｅｙｉｙａ の居住集団が保有す る財 は， 基本

的には，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇのそれ とは別財 とみなされているが，実際 には，前者 の手 が届か

ないタロイモ田やパ ンノキは，後者の人 び とによって使用 されている。 また， Ｋａｔａ－

ｍａｎ　ｃｌａｎ の Ｗ ｅｎｉｋｅｙｉｙａ　ｌｉｎｅａｇｅ の場 合 も， ２世帯１０人の居住成 員によ って財 が

維持されて いる。 この １ｉｌｌｅａｇｅにおいても， １組 の老夫婦 によって１２区画の ココヤ シ

林， ５個所 のタロイモ田 と数 本のパ ンノキが管 理されて きたが，それ らの維持 と食料

の獲得 が困難 にな ったために， ２年前か ら彼 らの息子 の娘夫婦を居住地 によびよせ て

生計をたてている。

　 うえでみた ２例 は， いずれ も，ｌｉｎｅａｇｅ の財を相 続 ・継承すべ き子孫 （娘） がいな

いことによ って生起す る 「異常」な財の保有形態 である。 この ように，Ｉｉｎｅａｇｅ 成員

の老後の生 活の面倒 および財 の管理を， 他 の Ｉｉｎｅａｇｅ成員 にまかせ ること は，ク伽 一

ｍｏｎａａｒとよばれる。 それ らの事例 は，サタワル社会 において，　ｌｉｎｅａｇｅない し居住集

団 が独 自の財を保有 し，独立 して経済生 活をい となむには，夫 婦の年令 に もよるが，

基本的 には， １組の夫 婦 と （実子 であれ養子 であれ）， その子女 とい う単位で は，不

十分で あることを示 している。つ まり，複数の世帯構成 をとることによ ってのみ，財

を保有す る自律的集団の形成 が可能 になるのであ る。

２０）表 ３に示 したココヤシ林，タロイモ田，パ ンノキの数は，各 ｌｉｎｅａｇｅの長老から聞きとった

　ものである。婚出した男性が使用しているココヤシ林は，基本的には，男性の婚出 ｌｉｎｅａｇｅの

　保有とした。しかし，ｌｉｎｅａｇｅによっては，婚出した男性が，妻の ｌｉｎｅａｇｅに贈与 したココヤ

　シ林だけでなく，彼の ｌｉｎｅａｇｅのそれを使用している場合もあり，その保有状態が明確でない

　ものもふくまれる。そのために，表 ２の現在の ｃｌａｎの保有数と表 ３のそれとに，若干のちが

　いが生じている。
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　他方 で，居住集団が多 くの世帯 によってな りた っている場合には，その集団が保有

す る財 が潜在的 にい くつかの単位 に分割 され る傾 向がみ られ る。 このよ うな きざ しを

顕在化 させ ている例 は，表 ３の ８．Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ の場合であ る。 この ｃｌａｎ は，現

在 ，１３世帯５７人の居住集 団成員 によ り構成 されてい る。系譜上， この集団 は， ４世代

間の生存 す る女性 の ｃｌａｎ成員を 中心 にしてま とま ってい る。 社 会 ・政 治 的 に は，

Ｗ ｅｙｉｓｏｗ　Ｐｗｕｋｏｓに居住す る人 びと として １つの社会集団 とみなされている。 そ して，

経済 的に も，島 レベルでの食料 の分配 のさいには， ユつ の単位を形成 する。

　 しか し， この ｃｌａｎが保有 する財 の日常的利 用およびそれを消費す る単位 と して は，

３つの小集 団に分 かれる。具体 的には，日々の食料にす べきタロイモや ココヤ シを採

取 して，料 理するための共同炊事小屋 （ｍａｎｕｕｍω）を ３個所 に建ててい る。それぞれ

の炊事小屋 を所有す る単位は，基本 的には，上位世代 の ４人 の女性 キ ョウダィの個 々

の子孫 （娘および彼女 の娘） た ちである。そ して， 日常 的な食物 の獲得 と料 理は，そ

れぞれの女性 キ ョウダ イの母系集 団 ごとにおこなわれる。サタワルの人び とは， この

集団を クωｕｋＯＳのなかの小 さなま とま りとみな し，ωｏｓｏｗｅＣＳＵとよんでい る。　ＷＯＳＯωＵＳＵ

を構成す る，最 上世代 の女性の子孫 たちは，Ｗ ｅｙｉｓｏｗ 居住 区のなかで も， 空間的に

それぞれ分 離 した住 みわ けを してい る （図 ５）。 このような性格 を もつ ｗｏｓｏｗｅｒｓｕを，

ここでは，ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅと規定 して おく。

　 それ ら ３つの ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅは，形態上，個別 の財 を保有す る集団 とい うことになる

が，貯蔵用パ ンノキの実 ＠ααプ）の製造，島の祭宴へ の食料の供 出， カヌーの建造や

カヌー小屋の修復 などへ の労力 の提 供などのさいには， Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ の Ｗ ｅｙｉｓｏｗ

ｌｉｎｅａｇｅ と して， １つにま とまって行動す る。つま り，　ｓｕｂ－１ｉｎｅａｇｅは， ほか の ｃｌａｎ

の分節集団 （ｌｉｎｅａｇｅ）のよ うに，対集団外的には，独立 した 自律集 団 とはみな されて

いない。Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎ のよ うに，多 くの成員人 口をかかえ る ｃｌａｎ（ｌｉｎｅａｇｅ）ない し

居住集団 においては，分節化 して，小集 団を形成す る動 きがみ られる。 この傾向 は，

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｆａaｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅにもうかがわれ る。１２世帯 ，７１人 の成員人 口

をよ うす るその ｌｉｎｅａｇｅ は，２つ の炊事小屋 を共有す る集団に分 離 している。以上で

述 べた集団構成員の人ロ規模 を考慮す ると，サタ ワル社会 において，財 を保有す る自

律集団 は，単世帯 による形成 ・存続 が困難であ り，逆 に，１０世帯を こす段階 になると

分節集団 を形成す る動 きが顕在化す るという傾 向性 を指摘で きる。

　 つぎに，各集団 （ｃｌａｎおよび ｌｉｎｅａｇｅ） の人 口と財 の保有数 との関係 について検討

してみよ う。 ここで ことわ っておかなければな らないのは，土地 （ココヤ シ林 ，居住

地 な ど） とタ ロイモ田のすべての面積 につ いて は，実測 して いない ことである。表 ３
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言ｉ捨

１．¢ は 故 人 を 示 す

２．養 子 は 、す べ て こ のｃｌａｎか ら婚 出 し た 男性 の 娘

３．６、 ７、 １５は 、 ５の 息 子 の 娘 、 ８は 、 １０の 弟 の 娘 、９は 、 １０の 妹 の 息 子 の娘 。

４．１．ＩＬ　ＩＩＩは 、　ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅの 単 位 で 、 １．は 、　Ｗ ｅｙｉｓｏｗ 、　ＩＩ．は 、　Ｆａａｎｉｍ ａｙ、

　 ＩＩＩは 、　Ｍ ａｙｉｋｋｉｔに そ れ ぞ れ 炊 事 小 屋 を もつ 。

５．この 図 に は 、既 婚 者 の み を記 入 して あ る 。

６．… … … は 、養 取 関 係 を示 す 。

　 　 　 　 　 　 図 ５　 Ｍ ａａｓａｎｅ　ｃｌａｎ の ｓｕｂ－１ｉｎｅａｇｅ

に示 したそれ らの数量 は， サタワルの人 び とが， 「１区画」 としてあげた ものをその

まま採用 している。図 ２および表 ２で明 らかなように，サタ ワル島で固有名称をつ け

られた土地 およびタロイモ田は， それぞれ，１９４と４６個所であ る。 ところが，表 ３の

土地数は，３２２区画，タ ロイモ田は，２７８区画 とな ってい る。 これは， １個所 （筆） の

土地が，複数 の区画 に分割 されてい るか らで ある。その具体例 は，あとで とりあげ る

予定であ る。 そのような条件の もとで，表 ３か ら指摘で きることは，成員人 ロの多い
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居住集団が相対的に多 くの財を保有 している点である。

　具体例をあげると，ｃｌａｎ全体で最多人口をもつ Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ集団は，土地保有数

で１位， タロイモ田のそれで １位となっている。 また， 人口数で ２位の Ｙａａｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ は，土地保有数で １位， タロイモ田のそれで ２位，パ ンノキの保有本数で ２位

を示 している。逆に人口のもっとも少ない，Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の場合は，土地，タロイモ田

の保有で最下位，パンノキの数で７位である。また，ｌｉｎｅａｇｅ（Ｐωｕｋｏｓ）レベルにおい

ても，最多人口の Ｆａａｙｎｅｎは，タロイモ田の保有数で， １位，土地のそれで １位を

示 し，最小人口の Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの Ｗｅｎｉｋｅｙｉｙａは，土地の保有数で１４位，タロイ

モ田のそれで１３位になっていることから，ｃｌａｎ レベルの結果 と同様の傾 向がうかが

える。

　 この集団成員の人口と集団の保有する財の数量とが比例して，相関関係を示すのは，

サタワル社会の土地保有の 「原理」によって生起する現象である。その詳細な記述 と

分析は，第ＩＶ章 と第Ｖ章でおこなうが，ここでその原理について簡単にふれてお くと，

各集団の財が人の移動 （婚姻および養取などの契機）とともに集団間を流れることで

ある。つまり，それは，男性が婚入する集団 （の子ども）へ，養子の実母が養ｉ母の集

団へ，それぞれ財を贈与す る慣行に基づいているのである。

　各集団の財が婚姻や養取を契機に集団間で贈与されるということは，ある集団の婚

姻件数と財の保有数とが関連 している可能性がある。それで，表 ３の右端の欄に個々

の ｃｌａｎへの婚入者とそれらの ｃｌａｎか らの婚出者の数を参考までに掲げておいた。

それらの数は，サタワルの人びとが系譜をたどれるかぎりの範囲での総数である。最

古の ｃｌａｎ の場合，現世帯主から７世代を数えることができる。サタワルの婚姻件数

の婚出者 と婚入者の人数の総数を較べてみると，ほぼ同数となっている。 しかし，各

ｃｌａｎ ごとでみると，婚入 と婚出の婚姻件数は，かなりのちがいがみられる。 その相

違は，婚姻が起きた時代 （世代）や婚入者 ・婚出者のもつ子どもの人数や性比などの

要因によって生ずる性格のものである。

　 ここで，ある集団における婚入者 ・婚出者の人数と，財の保有数 との関係をみるこ

とにしよう。原理的には，婚入者が婚出者より多い ｃｌａｎ の方がその逆の場合より，

多 くの財を獲得することになる。 たとえば，婚入者の方が多い Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ は，現

在の人口総数が４位であるのに，ココヤシ林の保有数で ３位，パンノキの保有数にお

いては， ２位を示しており，その妥当性を肯定できる例 もある。 しかし，Ｙａａｎａｔｉｗ

ｃｌａｎ のように， 婚出者の方がかなり多いにもかかわらず， 財の保有数においては，

最上位に位置する例もあり，その関連性はうかがえない。表 ３の統計か らは，あ る
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ｃｌａｎの婚入者 と婚出者 との人数の差が， その集団の財の保有数と直 接に関連するこ

とを指摘することはできない。 しか し，個々の集団の各世代における男女の人数など

を検討すれば，その関連性を把握できるはずである。それの具体的な検証は，第ＩＶ章

とＶ章別稿にて試みることにしたい。

　最後に， 表 ３で土地およびタロイモ田の欄 に掲載してある，「集団元来の土地」の

内容について説明 しておこう。 サタワルの人びとは， ｃｌａｎないしｌｉｎｅａｇｅで保有す

る土地を，その集団が 「古来から相続 してきたもの」 と，歴史的経過とともにほかの

集団から 「贈与されたもの」 とに区別 している。前者は，できるかぎり，集団内にと

どめておきたいという願望がある。 しか し，集団の人口の増加，とくに婚出する男性

成員にくらべて，女性成員の人数が少ない世代があったりすると，集団本来の土地を

分割 して，男性成員の婚出する集団に贈与する事態が生ずる。このような事態が多発

すると，集団の保有する本来の土地の数は，減少することになる。

　表３の土地およびタロイモ田の欄のそれぞれ，右側の欄は，各 ｃｌａｎが，現在保有す

る集団本来の土地の数を示 したものである。それからいえることは，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ

のように，いまだに，「元来の土地」を多く保有する集団もあるが， そのほかの ｃｌａｎ

においては，「元来の土地」の数は， 総数の半数にも満たない。 このことは，サタワ

ル社会において，かなりの土地が，集団間でやりとりされている事実を明らかにして

いる。

　 ここまでで，表 ３から数量統計的資料に基づいて指摘できる土地保有の特徴的傾向

について述べてきたが，つぎに，一筆の土地の分割 と分割された土地を保有ないし使

用する権利について述べることにしよう。

２．　 土 地 の分割， 贈与 と保有

　 サタワル 島は，固有の土地 名のある １９４個所 の ρω麗η既 （ココヤシ林），Ｐωａｋｏｓ（居

住地）， と難肱π枷 鰯 （カヌー小屋周辺の土地） に細 分 されている。 また ， タ ロイモ

田 （ρω露η）は，４６個所 の固有名 のある土地に分け られている。 しか し， それ らの 土

地 が保有 の対象 にな ると，前者 は，３２２区画 ，後者 は，２７８区画 の小区画 に，それぞれ

分割 される。前者 において， １個所 の土地が複数 に分割 されるのは， ココヤ シ林 にか

ぎ られてお り，居住地やカヌー小屋周辺の土地は， １筆 のままである。 ココヤ シ林 は，

分 割された として も ２～ ３区画 が一般的であ る。 ここでは， ８区画 に分割 された例 を

とりあげて，分割 が生 じた背景 ，分割 された区画の贈与および相続 の方式，それを保

有ない し使用す る権利 について考察す る。
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　 図 ６－１で示 した土地，ＮＵｋｉｎＵｐｗ６ｎ （図 ２の１４３） は，元来，　Ｙａｉｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ の

固有の ρω槻議 であ った。 それ は，現在 ， ８区画 に分割され， それぞれ異 なる人 によ

って保有 ない し使用 されてい る。 ここには， １７本のパ ンノ キのほか， ２９０本 の ココヤ

シが植え られて いる。総面積は，約 １９，０００ｍ２である。まず，図 ６－２を参考 に して，

ＮＵｋ丘ｎＵｐｗ６ｎ の分割 の歴史を検討 してみよ う。

　 現在 ， その土地 の １区画 （Ｂ１）を保有 してい る Ｎｅｒａｋ（２２）か ら数えて， ３世代前

に ＮｔｉｋｄｎＵｐｗ６ｎ は，　Ｍ ａｎｕｏｎ（３），　Ｎａｕｒｕｐｉｙ（４），　Ｐｗｉｔａｍａｒ（５）の ３人 の キ ョ

ウダイによって分割 された。 Ｍ ａｎｕｏｎ は，　Ａａ，　Ａｂ の ２区画を 婚出先 の Ｍａａｓａｎ６

ｃｌａｎ （の彼の子 ども）へ贈与 した。彼は， ２区画 を分与 したが，その理 由は，彼が多

く （９人） の子 どもを もったか らで ある。最初 に，Ａａを贈 り， ４番 目の子 どもが生

まれた ときに，Ａｂ を追加 した。 その当時，　Ａａには， ココヤ シの木 が植 えられてい

たが，Ａｂは， 雑木 におおわれていた といわれる。 これ ら ２区画 の土地の うち，　Ａｂ

は，Ｍ ａｎｕｏｎ の息子 Ｙａｔｅｒｙ（６）が，婚 出 した Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ に贈与 し，現在 ，

彼 の娘 の夫 （１３’）が使用 してい る。彼 が Ａｂを婚 出先 に贈 った理由の一つ は，父 （３）

図 ６－１　コ コ ヤ シ 林 の 分 割
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１。Ａａ．　Ａ２．　Ｂａ… … は 、 図 ６－ １の 土 地 の 記 号 に 対 応 す る。

２．Ｍ Ａ 。　ＮＥ，　ＫＡ．　ＮＯ．　ＰＩ．は 、　ｃｌａｎの 略 号 。

３．一一ゆ は、分 割 した コ コヤ シ林 の移譲 先 を示 す。

　 図 ６－２ コ コ ヤ シ 林 の 分 割 と 系 図

とともにその土地 にココヤ シの木 を植えたか らであ る。Ａａ土地は，　Ｍ ａｎｕｏｎ（３）の

子 ど もたちによって 保 有 されて いたが，Ｐｏｎｇ（１４）の婚 姻時に ２区画 （Ａ１と Ａ２）に

分 け られ，Ａ２が彼 の婚 出先であ る Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ に分与 された。 そ して ，　Ａ１は， いま

で も Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎに残 ってお り，養子 に入 った Ｓａｕｃｈｏ（２１）が使用 してい る。

　Ｐｗｉｔａｍａｒ（５）は， 分割 した土地 Ｃａを婚 出 した Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ に贈与 した。 そ

の土地は，彼 の子 ども （１１，１２）によって，再分割 され，Ｙｉｋｉｎａｐ （１２）が，その一方

（Ｃ１）を婚 出先 の Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ に分与 した。 現在，彼の娘 （２０）の夫 （２０’）が使 用 し

てい る。他方 の土地 （Ｃ２）は，　Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ に保有 されてお り，　Ｐｗｉｔａｍａｒの孫 娘

（１９）の夫 （１９’）の管理責任の もとにあ る。それら以外 の Ｙゑａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ に残 された

土地，Ｂａの うち，現在 ， この ｃｌａｎが保有 してい るのは，　Ｂ１の １区画 にすぎな い。

ほかの区画 （Ｂ２）は，　Ｓａｐｅｎ（１０）が，婚 出先 の Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の彼の子 どもたち （１７，

１８）に贈 った。 その土地 は， さらに ２分割 され， Ｂｉが Ｎｅｔａｙｒａ夫婦 （２３，２３’），　Ｂｉｉ

が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの Ｙｉｐｏｉｎｕｋ（２４）によって，それぞれ，管理，使用されて いる。

　 うえの事例 は， ４世代 まえまで ，Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 「元来 の土地」であ った Ｎ丘ｋ一
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貢ｎ丘ｐｗ６ｎが，分割 され，現在，その ｃｌａｎ の保有す る区画 （Ｂ１）以外 に，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ

（Ａｂ，　Ｂｉｉ），　Ｍａａｓａｎ６（Ａ１，　Ａ２），　Ｎｅｙゑａｒ（Ｂｉ，　Ｃ１），　Ｋａｔａｍａｎ （Ｃ２）の ４ｃｌａｎ 成 員

によって保有され，直接的 に使用されていることを示 している。 そ して，その土地 も

Ａａ，　Ｂａ，　Ｃａ とい う３分割 には じま り，世代 の経過 とともに， さ らに，小 区画 へ と分

割 を くりかえ して きている。土地の小 区画化 とその土地を多 くの集 団が保有す るとい

う現象 は， うえの事例 か らうかがえ るよ うに，

　（１） 男性 は，婚出先 の集団 （の彼の子 ど も） に土地を贈 り，

　② 　その土地の一部 は，子 どもの集団で保有 （母系的 に相続） されるが，息子 がい

　　 れば，その土地をさ らに分割 して彼の婚 出先へ と贈与す る，

とい う分割方法に基づいている点を指摘 す ることがで きる。 したが って，うえの方法

が実行 され るか ぎり，土地 は，人 （男性） の移動 に したが って，集 団間 を循環す るこ

とにな る。

　 タ ロイモ田の場合 も， ココヤ シの分割の方法 と基本 的には同 じであ る。ただ，タロ

イモ田の場合 ， 固有 の名称 をあたえ られた田の全体 が， １つの ｃｌａｎによ って 「元来

の土地」 として保有 されてい ることはな く，それが開墾 された段階で，す でに，複数

の ｃｌａｎ によ って分割保有 されたよ うである。タ ロイモ田の 面 積 が広 い Ｗ ゑａｎｉｙ６ｒ

（図 ２の Ｔ６） の場合 は， ４つの ｃｌａｎがそ こに 「元来の土地」 をもって いる。 １個

所 のタ ロイモ田にたい して，２つの ｃｌａｎ が，「元来 の土地」を保有す る形態が一般 的

である。

　 ここで， Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇのタ ロイモ田 （図 ２の Ｔ２６） を とりあげ，その分割 と保有

の実態 をのべ ることに しよう。その田は，Ｓａｗｓａｔと Ｎｅｙａａｒとの ２つの ｃｌａｎ 「元来

の土地」 と考え られてい る。 そ して，現在 ，そのタ ロイモ田を利用 してい る ｃｌａｎ は，

それ らのほか に， ５つある。 この数 は， Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇ のタ ロイモ田を， 島の ７つの

ｃｌａｎ が使用 して いることを示 して いる。 さ らに， そこに田の区画を保 有 し， タロイ

モを栽 培 している女性 の総数 は，１９人であ る。 とい うことは，そのタ ロイモ田は，最

低，１９区画 に分割 されてい ることになる２１）。

　 Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇの面積 は，約 ８００　ｍ２で あるか ら， １区画 の平均 は，４２　ｍ２の広 さで

ある。それ ら小 区画 のタロイモ田を保有す る女性の うち，Ｓａｗｓゑｔと Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの

成員 は，それぞれ，４入 と２人 である。 ほかの１３人 は，Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇを 「元来 の土地」

と しな い ｃｌａｎの成員 である。 つ まり，その事実 は， その土地 の区画数 の うち， ７割

近 くが，時間 （世代） の経過 とともに Ｓａｗｓａｔと Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎか ら，ほかの ｃｌａｎへ

贈与 された ことを ものがた ってい るので ある。その贈与方法 は，前述 した ココヤシ林
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の分割 ・分与のやりかたと同様， 婚姻を契機に， それらの ｃｌａｎの男性 が婚 出 した

ｃｌａｎの彼の子ども （女性）へ贈る形態をとる。そ して， さらに， つぎの世代には，

彼の息子が，そのタロイモ田を再分割 して彼の婚出先へ分与する。

　ただし，贈与された財の利用においては，贈与されたタロイモ田を保有 し，使用す

るのは，女性 （娘）の責任とされる点で，ココヤシ林の場合とは異なる。ココヤシ林

の場合は，贈与 した当人 （男性 ：父親）が，直接に使用 し，彼の死後，彼の息子にそ

れを使用する権利が譲渡されるからである。このように，父親の集団から贈与された

財にたいする保有，管理および使用の権利を子どもの性別によって，区別 し，分担す

るという慣行は，サタワル社会における生業活動の性的分業の制度に関連 している。

いずれにせよ，以上のココヤシ林とタロイモ田の分割と贈与の事例か ら，現在，それ

らの小区画が，多 くの集団によって保有されていることが明 らかになった。

ＩＶ． ５０年間の財の保有 と移譲

一 Ｎ・ｃｌａｎ の 事 例

　サタワル社会において，タロイモ田，ココヤシおよびパ ンノキは，集団間での贈与

対象物とされるために，それらにたいする権利が，かなり移動 している。移譲は，前

述 したように，婚姻および婚姻による子どもの誕生，養取などの契機におこなわれる

が，ほかに，他島か らの居住者の後見や病気治療のお礼などのさいにもおこなわれる。

２１）Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇのタロイモ田の分割は，現在の保有者の４世代まえから始まった。　Ｓａｗｓａｔ　ｃｌａｎ

　の 「元来の土地」のうち，現在，その ｃｌａｎが保有しているのは， １区間にすぎない。あとは，

　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒが ４区画，　Ｙａａｎａｔｉｗが １区画，　Ｓａｗ６ｎが １区間，　Ｋａｔａｍａｎが２区画をそれぞれ

　保有 し，使用 している。ＮｅｙａＥｒ　ｃｌａｎのそれの場合は，　Ｎｅｙａａｒが保有しているのが ２区画で，

　ほかは，Ｋａｔａｍａｎが３区画，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｔが １区画をそれぞれ保有 している。 しかし，　Ｓａｗｓａｔ

　とＮｅｙａゑｒの両 ｃｌａｎは，「元来の土地」である Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇのタロイモ田をすべて， ほかの集

　団に贈与せず，現在でもいくらかの区画を保有している。その区画は，Ｎｅｐｗｕｎｏｎｇの中央部

　に位置し，その面積 もほかの区画のそれより， かなり広い。 サタワルの人び とは， 自分 の

ノ４ｙｉｎａｎｇが保有する 「元来の土地 （タロイモ田）」のすべてを， ほかの集団にわたしてはな ら

　ないと考えている。 その理由は，「元来の土地」の中心部を残すことによって， そのタロイモ

　田の ｓｉｐｅｋｉｎｉ　ｌａｍａｍ　ｆａｎｆｉ「土地のほんとうの持主」であることを示すためだといわれる。また，

　集団が保有するタロイモ田のなかで，もっとも重要な土地の一部は，絶対にほかの集団に分け

　てはならないと信 じられている。これは，キリス ト教に改宗するまでは，そのような性格の土

　地で，タロイモの豊穰儀礼 （ノ灘吻απ髭ω）をおこなっていたからである。この儀礼は，呪文を唱

　えながら，呪薬をタロイモ田の畦にまくものである。その儀礼が実施された田に，ほかの集団

　の成員が足を踏みいれると病気になると考えられた。そして，この儀礼がおこなわれる田は，

　肥沃な土壌の田であるので，ほかの集団への分与が，忌避されたと考えられる。以上で述べた

　ことは，ココヤシ林の分与においても実行された。

２４３
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表 ４ １９３１年 当 時 の 財 の 保 有 状 況

ｒａｐｉｎ　 （元来 の 財 ）

１．　 コ コヤ シ林

２．　 パ ン ノ キ

３．　 タ ロイ モ 田

９箇所　　４７０本

８個所　　１０６本

　　７個所

ｆaａｎｇ（贈与された財）

９区画　　４２０本

９個所　　 ３３本

　 ２０区画

註．区画は，１個所の土地を分割 した部分をあらわす。

本章 では， それ らの財産２２》が， 時間の経過 に ともな って， どれほどの量が，どのよ

うな機会に，どのような関係者 （集団）のあいだで移譲されるかを具体的事例をとお

して考察す る。

　 ここでと りあげ る例は， Ｎｏｏｓｏｍｗａｒク顔 ηα㎎・の １分節集 団 であ る Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ

Ｐωｕｋｏｓの１９３１年 か ら１９８０年までの４９年 間におけ る ココヤ シ林， パ ンノキ とタロイモ

田の保有 および移譲 の実態 につ いてで ある。表 ４に示 した１９３１年の資料 は，土方 の調

査資料 ［土方　 １９４３：３０１－３０３］に基 づいて ，筆者 が，１９７９年に確認 したもので ある。

また，１９８０年 の資料 は， 筆者が収集 した もので ある。 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ は， １９１０年

当時， ３つの １ｉｎｅａｇｅに分節 し，それぞれ異 なる Ｐωｕｋｏｓに居住 していた。 それ らの

Ｐωｕｋｏｓは，　Ｎｅｍｅｎａｋ，　Ｆ飴 ｙｎｅｎ，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒであ る （図 ２の６９，７０，７６参照）。そ

して，１９２０年 ごろに島を襲 った台風のため に，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒにいた ｌｉｎｅａｇｅ成員は，

２派 に分かれ，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ （図 ２の４７） と Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ （図 ２の５７） に住 む ようにな

った２３）。 しか し，異な る ＰωｕｋＯＳに居住 しなが らも， この ｌｉｎｃａｇｅは，財産 を分割せ

２２） サタ ワ ル語 で 総称 して の 財産 を指示 す る語 は，存 在 しな い 。 サ タ ワル の人 び とが ，彼 らの生

　活 に と って 大 事 で 価 値 あ る もの （ｎ・ｍωｏｔ）と考 え て い るの は ，土 地 （ｆａｎｔｉ）， 食物 （ｍωｏｎｇＯ）， 品

　物 （ｐｉｓｓｈａｋ）と特 別 な知 識 （ｒｅｅｎｇ）で あ る 。土 地 は， 具体 的 に ， コ コヤ シ，パ ンノ キや タ ロイ モ

　 が栽 培 さ れて い る耕 地 を さ し， も っと も重 要 な 資 源 と して あ げ ら れ る。 そ して ， 「土 地 は ，

　 ｍωｏｎｇＯで ，　ｍωｏｎｇＯ は ，人 間 の背 骨 （ｒｄｉａｂｎ）だ 」 とい う よ うに説 明 され ， 土 地 とそ こか ら とれ

　 る食 料資 源 を 同一 視 す る こ と もあ る。 品物 の カテ ゴ リーの 総 称 と して もち い られ る ｐｉｓｓｈａｋは ，

　 カ ヌー ，釣 り道 具 ，手 斧 ， 腰布 ，綿 布 な ど， 多 くの 労働 力 を投 下 して つ く った もの な い し入 手

　 した ものを ， と くに指 示 す る 。秘 儀 的 知 識 （ｒｏｏｎｇ）は ，伝 統 的 航海 術 （ＰＰ・）， 占い （Ｐｗｅ），呪薬

　 （５⑳ ）， 嵐 しず め の 術 （ｓｅｒａωａｙ）な ど，特 別 な儀 礼 を とお して 伝 授 さ れ る知 識 の体 系 を さす ［石

　森 　 １９８０：４２］。Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈ は， トラ ック諸 島 の 財産 の 所 有 と移 譲 との関 連 で ，土 地 ， 家財 ，

　家 畜 を 「物 質 財 」，呪 術 ，技 術 ，知 識 を 「非 物 質 財」 とに分 け ， さ らに ， 「物 質 財 」 を 「生 産 的

　財 」 と 「非 生 産 的 財」 とに 分類 して い る 。そ して ，生 産 的 財 に は， 領 土 ，土 壌 ，樹 木 ，礁 湖 ，

　笙 ， カ ヌ ー， 家畜 が属 し， 非物 質 財 に は， 家 屋 ，道 具類 ，農 業 ・漁 業 の用 具 が ふ くまれ ると述

　べ て い る ［ＧｏｏＤＥＮｏｕＧＨ　 １９５１＝３４－３５］。 筆 者 が本 稿 で 使 用す る財 産 な い し財 とい う用 語 は ，

　Ｇｏｏｄｅｎｏｕｇｈの 分 類 に よれ ば ，基 本 的 に は ，生 産 的 財 に相 当す る性 格 の もので あ る。 しか し，

　彼 が，領 土 （領域 ） と土壌 とを区 別 す る こ と には疑 問を も って い る。 そ こで ， 本稿 の財 産 （財）

　 は， 具体 的 に は ， コ コ ヤ シ林 ， タ ロ イモ 田 とパ ンノ キを指 示 す る こ とにす る。

２３） Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ の居 住 地 で あ る Ｙａｔｉｉｒｏｎｇに移 り住 ん だ の は，　 Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （図 ８の ２） の系 統

　で あ る 。 そ の理 由 は， 彼女 の夫 （図 ８の２”） が Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ の 出 身者 だ か ら で あ る。 ま た ，

　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋは，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ土 地 で あ り，そ こへ移 住 した の は，　Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ （図 ８の １）

　の 系 統で あ る。
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１．（ ）は、図２の地 図上 の番号。

２．一一→ は、居住区の移動先 。

３．ｏ－一 レは、各年 代の居住区における、女性の族長 とその権利の移譲 を示 す。

　 　 　 図 ７　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の 居住 区 の 移動

ず土地 を共有す る １つの集団 として機能 していた。他方 ，Ｎｅｍｅｎａｋ の居住者 は，人

口が減少 したために，１９２８年 ころに現在 の居住地であ る Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋに移 り住 んだ。

また，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ にいた人び とも１９３６年 に，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の Ｐωｕｋｏｓに移動 したので ，

現在では，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋの居住 区に，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ／ａｉｎａｎｇの ２分節 の ｌｉｎｅａｇｅ成員

が共住 してい る （図 ７参照）。

　Ｋａｌｌｉｎｇｅｉｒｅｋ に居住す る ２つの ｌｉｎｅａｇｅの成員 は，　Ｐωｕｋｏｓを共有す るものの，タ

ロイモ田， ココヤ シ林，パ ンノ キの保有 に関 して は，別 個の集団 として存在 してい る。

つ まり，移住前 に保有 して いた財産をそれぞれが保有 し，炊事小屋 も別個 に所有 して

いる。 しか し，島 レベルの政治 ・社会 的集団 と しては， １つの単位 とみな されてお り，

毎週土曜 日の食物づ くりや 島の行事な どで大 きな食料 を調達す るときには，共同で タ

ロイモやパ ンノキの実を採取 し， １つの炊事小屋 を使 って調理 してい る。つ ま り， 日

常的な経済生活 は，別個 の集団 として営まれ るが，大 きな労働力や食 物の提供 が必要

とな る場合 には， １つの集団 を形成す ることにな る。

　 このよ うに，同 じ居住 区に住 む ２つ の ｌｉｎｅａｇｅは，状況 に応 じて，分節 と融合 とを

くりかえす。 それ らは，社会 的脈絡 においては，分 離されな い集合体 として機能す る

性格を もつが，財産 の保有 ，利用 などにおいては，独 立 した 自律的集団を形成 してい

るので， ここでは，１９２０年 ころか ら，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋに居住 していた ｌｉｎｅａｇｅと Ｙａｔｉ－

ｉｒＯｎｇか ら移住 して きた ｌｉｎｅａｇｅの例を とりあつか うことにす る。その １ｉｎｅａｇｅは，

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の系譜において，最上位 にラ ンクづけ られる系統で，　ｃｌａｎ全体 の

２４５
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首 長 （ｓ６ｍωｏｏｎ）を輩ｉ出す る。現在は，　Ｏｔｏｎｉｉｋ （図 ９の１２） が最年長者 であるため，

首長 の地位 にあ り，次期首長 は，弟の Ｙｉｐｍａｙ （図 ９の１４） である。

　１９３１年 に， この集団 が保有 していた財産をみると ρωθπ疏 は，１８個所 で，そ こに，

植え られていた ココヤ シは，約８９０本であ った。そ して，パ ンノキは１７個 所の ρωπη既

に１３９本が存在 した （表 ４参照）。 また，２７区画 にタロイモ田を保有 して いた。１９３１年

当時，この集団の居住家族 の成員数は，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ に１５人 ，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋに３人 であ

った。

１．　 １９３１年 までの財 の保有 と移譲

　１９３１年段 階で，Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ に住む Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の人び とは，１８個所の ココヤ

シ林を保有 していた。その うち， ９個所 は代 々，母系 の系統を とお して相続 されて き

た土地であ るが，ほかの ９個所の土地 にはえてい るヤ シの木 は， この集 団へ婚入 した

男性の集団か ら贈与 された ものであ る。 サタ ワル の慣習 によ ると， 代 々，ｃｌａｎ ない

し ｌｉｌｌｃａｇｅの成員によ って相続 されて きた土地 は，　ｒａｐｉｎｕｉｆａｎｄｉ（「元来の土地」，「幹 と

なる土地」） とよばれ る。 それにたい して人の移 動 （婚姻 ない し養取な ど） によって

贈与 された土地は，声 伽ｇ伽 力 磁 （「贈 られた土地」）２４、とよばれる。 つ ま り， サタ ワ

ルの人 び とは，土地 にたいす る権利を，ｒａｐｉｎ とノ如ηｇ とい う２つ のカテゴ リーに分

けている。

　　　１）　 出 自集 団 へ の 贈 与 財 と贈 与 の 方 法

　 ｒａｐｉｎとｆａａｎｇのカテゴ リーによ って， この ｌｉｎｅａｇｅが１９３１年に保有 していた ココ

ヤ シ林 ，パ ンノキおよびタ ロイモ田を分類す ると，表 ４の とお りである。 この うち，

ｆａａｎｇ のカテゴ リーにある財産 は，いずれ も， ２～ ３世代 間に，ほか の ｌｉｎｅａｇｅか ら，

この ｌｉｎｅａｇｅに贈与 された ものであ る。 それ らの移譲 の契機 は， 婚姻 および 養 取 で

あったので，以下で， この集団に婚入 した男性 および養子 にはいった人び とが，どの

程度 の財産を贈与 したかを具体的に述 べることにす る （図 ２，図 ８，表 ２参照）。

事 例 １

　 Ｙａｇｏｐｉｙ（２’）と Ｙｉｎｉｓａｎｉｙｏｎ （２”）は ，　Ｓａｗｓａｔ・ｃｌａｎ の成 員 で ， 実 のキ ョウダ イで あ り，前

　 者 の 死 後 ， 後者 が Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （２）の夫 とな った 。　Ｙｉｎｅｓｕｋｕｍａｒ（５）と Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏ （６）は ，

２４）サワタル語のｆａａｎｇは，名詞としても動詞としても使用される。一般的に，名詞としてもち

　いられるときは，「そのもの」とか 「何かをすること」を指示する接頭辞 ｎｉ一と接合 して，　ｎｚ：ｆｆａｎｇ

　というかたちをとる。その意味は， それぞれ，「贈りもの」と 「贈ること ・行為」である。動

　詞形の場合は，方向をあらわす接尾辞 吻 （「こちらへ」）や 一泌 （「あちらへ」）といっしょにな

　り，声αη９伽，．加 π９謡 となる。ｆａａｎｇｇｔｏは， 話者の方へものが 「贈られて くる」ことをあらわ

　 し，ルσπ９躍 は，話者の方からものを 「贈る」ことの意味である。
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１．ｉ２ｓ ¢ は 、故 人 を あ らわ す 。

２．ＮＥ ：Ｎｅｙａａｒ、　ＳＳ ：Ｓａｗｓａｔ、　ＫＡ ：Ｋａｔａｍ ａｎ、　ＹＡ ：Ｙａａｎａｔｉｗ 、　Ｍ Ａ ：Ｍ ａａｓａｎ６、

　 ＳＷ ：Ｓａｗ６ｎの 各 ｃｌａｎの 略 で 、 そ れ ぞ れ 、 出 自ｃｌａｎを 示 す 。

３．① 、 ② 、 ③ は 、結 婚 の 順 序 。

４．… … … は 、養 取 関 係 をあ ら わ す 。

　 　 　 　 　 　 図 ８　 １９３１年 当 時 の Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｋｅ　ｌｉｎｅａｇｅ の 系 譜

Ｙａｇｏｐｉｙの 子 ど もで あ る。 ２人 の キ ョウダ イ は ， ２個 所 の ココ ヤ シ林 （図 ２の ３５， １４６） の

　 コ コ ヤ シを合 計 ７０本 ，パ ンノキ ２本 （図 ２の ３９）お よ び タ ロ イモ 田 ３区 画 （図 ２の Ｔｌ４，　Ｔ３３，

　 Ｔ４６） を 彼 らの妻 お よ び ２人 の 娘 に贈 与 した 。

事 例 ２

　 　 Ｙｏｕｋ（２’”）は，　Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａ猛 出身 で Ｎｅｍａｔｅｙａｎの ３番 目の 夫 に な った 。　Ｒａｎｇａｐｉｙ が

　 彼 の 息 子 で あ る。 彼 は ， タ ロ イモ 田の ２区画 （Ｔｌ４，　Ｔｌ９）を 贈 った 。

事 例 ３

　 　 Ｙｉｋｉｓｓｏ（５’）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員 で ，妻 との あ い だ に １人 の娘 （８）を もち ，彼 の 妻 お よ

　 び子 ど もに １５０本 の コ コヤ シの あ る コ コ ヤ シ林 （１４１）と２０本 の コ コヤ シ （４０）お よ び４０本 の コ

　 コヤ シ林 （１６１）， パ ンノ キ１０本 （１４１）， タ ロ イ モ田 の １区画 （Ｔ６）を あ た えた 。

事 例 ４

　 　 Ｎｉｐｗｏｎ（６’）は，　Ｍ ａａｓａｎ６・ｃｌａｎ の成 員 で ，１９３１年 ま で に ， 妻 Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏ（６）との あい だ

　 に ， ５男 ２女 の 子 ど もを も った 。 彼 は， ２個 所 の コ コ ヤ シ林 （４０，１２７）の コ コ ヤ シ２０本 ， ５

　 個 所 の土 地 （２９，４５，４６，１２７，１８１）に あ るパ ンノ キ １６本 を 贈 与 した。 そ して ， ３区画 のタ ロ
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　 イ モ 田 （Ｔ３，　Ｔ９，　Ｔ３０）も彼 の集 団か ら贈 られて いる 。

事 例 ５

　 　 Ｆａｙｋｕ （１７）は，　 Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 成 員 で，　 Ｎｅｍａｒｅｉｋ（８）の養 子で あ る が ，彼 の 養取 に さ

　 い し， 彼 の 母親 が １区 画 の タ ロ イモ 田 （Ｔｌ９）を Ｎｅｍａｒｅｉｋに贈 った 。

事 例 ６

　 　Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｙ（９）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの 成 員で ， 最初 ，　Ｎｅｍａｔｅｙａｎ（２）の養 女 とな り，　Ｎｅｆａｙ－

　 ｉｓｓａｏ （６） の 「義 理 の 妹」 と して 育て られ て い た。 彼 女 の父 親 は， 養 母 と類 別 的 キ ョウダ イ

　 の 関係 に あ り，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の成 員で あ る 。 つ ま り， 彼女 は ，父 の ｃｌａｎ の養 子 に な っ

　 たわ け で あ る。 しか し， Ｎｅｍａｔｅｙａｎ の死 後 ， 「義 理 の 姉 」 を養 母 と して Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ　ｐｗｕｋｏｓ

　 に居住 して い る。彼 女 の 養取 に さい して は，彼女 の ｌｉｎｅａｇｅか ら ５区 画 （Ｔ６，　Ｔ２９，　Ｔ３５，　Ｔ３６，

　 Ｔ４２）のタ ロイ モ田 と １本 のパ ンノ キ が贈 与 され た 。 彼 女 に は， 最 初 の養 母 の 夫 （２’）の ｌｉｎ－

　 ｅａｇｅか ら も ２区画 の タ ロイ モ田 （Ｔ７，　Ｔ３０）が贈 られて い る 。　ＹｉｎｉｐｏＷｐｉｙの 場合 は， 前 述 の

　 Ｆａｙｋｕ の養 取 と く らべ ，数 倍 もの タ ロイ モ 田が ， 贈与 され た こと にな る。 この 背 景 に は，養

　 父 （２’）の １ｉｎｅａｇｅの女 性 成 員 が少 な く， そ こで 保有 す るタ ロイ モ 田の 世 話 を しきれ な い とい

　 う事 情 が あ った とい われ る。

事例 ７

　 　 Ｎｏｏｍａｎ （８’）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員 で ，１９３６年 以降 に ３入 の息 子 を も った。 彼 は， ２個

　 所 の土 地 （２８，１４３）に はえ て い る５０本 の ココ ヤ シとパ ン ノキ １３本 とタ ロイ モ 田 （Ｔ４２）１区 画

　 を彼 の妻 と子 ど も に贈 与 した。

　 これまでで， Ｙａｔｉｉｒｏｎｇ　Ｐｗｕｋｏｓに居住 していた Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の １分節集団

であ る Ｎｅｍａｔｅｙａｎ （２）の系統 の財産の移譲 につ いて 述 べ た が， つ ぎに Ｙｉｎａｔｉｎｕｋ

（１）の系統 のそれ について述 べ ることにす る。 １９３１年 の時点で この系統 は，Ｙｉｎｅｐｉｉ－

ｒａｎ （４）と彼女 の夫 Ｓａｏｐｕｎａ（４”）が Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ に住 んでお り， 彼 らには 子 ども

がな く， Ｎｅｆａｙｉｓｓａｏの次男 Ｙｉｋｏｍｕｒ（ｌｌ）を養子 に していた。 この系統 の財産 の移

譲 に関 しては，いずれ も婚入 した ３人 の男性， Ｍ ｅｉｎｕｋ（１’），　Ｙａｋｉｒｉｐｗｅ（４’），　ＳａｏＰ－

ｕｎａ（４”）と関連 して くる。

事 例 ８

　 　Ｍ ｅｉｎｕｋ （１’）は ，　 Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の成 員で ， １個 所 の コ コヤ シ林 （１０６）に は えて い る ココ ヤ

　 シ３０本 を 贈 与 した 。 そ して ， タ ロイ モ田 の １区 画 （Ｔｌ３）も贈 って い る。

事例 ９

　 　Ｙａｋｉｒｉｐｗｅ（４’）は ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎの 首 長で ，　 Ｙｉｎｅｐｉｉｒａｎ （ｚｌｒ）の 最 初 の夫 で あ る。 彼 は，

　 子 ど もが な か った け れ ど も， ４０本 ほ どの ココ ヤ シが は えて い る 土地 （１３８）お よ び １００本 の コ

　 コヤ シの あ る土 地 （１３７）， パ ンノ キ ５本 （１３７）を贈 与 した 。 しか し， タ ロ イモ 田 は， 贈 って

　 い な い。

事 例 １０

　 　Ｙｉｎｅｐｉｉｒａｎの ２番 目の 夫 Ｓａｏｐｕｎａ（４”）は，　 Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎの 首長 で， パ ンノ キ ２本 （１３３）

　 と タ ロ イモ 田 （Ｔ２６）の １区画 を贈 与 して い る。

また，同一 の ｌｉｎｅａｇｅ内での養取が １例み られるが，　Ｙｉｋｏｍｕｒ（ｌｌ）の場合 は，財
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産の移譲がなされ なか った。

　以 上で，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｄａｎ の １分節集団であ る Ｎｅｍａｔｅｙａｎ と Ｙｉｎａｔｉｎｕｋの ２系

統の１ｉｎｅａｇｅが１９３１年 までに，他 の ｌｉｎｅａｇｅか らの贈与によ ってえた ココヤシ林 ， パ

ンノキおよびタロイモ田について述 べてきた。 そ して，財の移譲 の契機や内容が明 ら

かにな って きた。 ここで，それ らの特徴的な側面を指摘 す ると，つ ぎの ３点をあげ る

ことがで きる。

　第 １点は，財 のなかで も，タ ロイモ田が不可欠 の贈与 財で，優先的 に贈 られ ること

であ る。贈与された財産の数量を単純 に加算す ると， ココヤ シ林 が ９区画，パ ンノキ

が３３本，タ ロイモ田が，２０区画 とい うことになる。 ここで注意 しなけれ ばな らないの

は， ココヤ シ林 とタ ロイモ田 においては，固有 名を もった １つの土地が，数区画に分

割 されて おり， とくにタロイモ田のなかには，前述 したよ うに２０区画 あま りに細分化

されて いるところ もあるという点であ る。 したがって，それ らの面積 の大小 について

は，言及で きないが， ｒａｐｉｎとノ諏πｇの土地 （ココヤ シ林 とタ ロイモ田） および パ ン

ノキの総数 とを比較 してみ ると，数量的には， ココヤシ林 とタ ロイモ田は，かな りの

数 が集団間を移動 していることがわか る。具体 的に ｒａｐｉｎと．ｆａａｎｇの比率 は，パ ンノ

キが ３：１， ココヤ シ林 が １：１，タ ロイモ田が １：３であ る。 これか らも， と くに， タ

ロイモ田は，小区画に分割 されて，贈与 され る率 の高 いことが うかがわれ る。

　 ２つ めは，財の贈与 関係 が，特定の集団間に集 中する傾向であ る。集 団間で の財産

の移譲 つま り婚姻および養取 に基づ く集団間の関係 という観点か らみ ると，Ｎｏｏｓｏｍ－

ｗａｒ　ｃｌａｎ は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ とのあいだに ５件，　Ｙｉａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ とのあいだに ２件 ，

Ｓａｗｓ６ｔ，　Ｋａｔａｍａｎ，　Ｍ ａａｓａｎ６ の各 ｃｌａｎ とでそれぞれ １件 の婚姻 （婚入） ない し養

取 （養入） の関係を もっている ことになる。つま り，特定 の集団 とのあいだに移譲 関

係 が集 中す る傾向 のあ ることが うかがえる。 この背景には，事例 １のよ うに，兄 の死

後，弟 が兄嫁 と結婚す るレヴ ィレー ト婚 もみ られ る。 この種 の婚姻 は， 「兄の贈与 し

た財を管理 し，兄の子ど もの世話 をす る」 という理由で，サタワル社会 では，優先 さ

れ，多 くの例数があ る。また，父親 の ｃｌａｎ に子 どもが養子 にゆ くとい う事例 も， こ

の傾 向を裏 づける要因 とな っている。

　 ３番 めの点 は贈与財の数量 が婚 出者 の子 どもの有無 や人数 ，およびその地位 に関連

してい ることである。多 くの場合 ， とくに婚入者 に子 ど もがいる場合 には， ココヤ シ

林 ，パ ンノ キとタ ロイモ田が １セ ッ トとして贈与 されている。子 どもがな い場合 は，

ココヤ シ林 とタ ロイモ田の双方 ない しどち らかが贈 られ ることが多 い。つま り，子 ど

もの有無 によ って，贈与財の種類 と数量 にちがいが存在 す るということで ある。他方 ，
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子どもの有無にかかわらず，婚入者が ｃｌａｎの首長である場合には， ほかの男性とく

らべ，より多 くの財を贈る傾向がある （事例 ９，１０）。 また，贈与財の数量は，それ

らの要因のほかに，事例 ６のように，集団の保有する財の数 とそれを使用，管理する

成員数 とによって左右される性質であることも指摘される。

　以上の３点の性格および意味については，次節で考察することにして，ここでは，

事例の検討をつづけることにする。

２）　出自集団か らの贈与財と贈与の方法

　つ ぎに，１９３１年 の段階で， この ｌｉｎｅａｇｅがほか の ｌｉｎｅａｇｅへ贈与 した財産 につ いて

述べ ることに しよ う。つ まり，この １ｉｎｅａｇｅか らの婚出者 および養 出者が どの程度 の

財産を ほかの ｌｉｎｅａｇｅに贈与 したかにつ いてであ る。 それ らに関連す るこの ｌｉｎｅａｇｅ

の人数は， ４人 である。

事 例 １１

　 　 Ｙｉｋｅｎｕ（３）は ，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ の女 性 と結 婚 し， ２人 の娘 （幼死 ） を も った。 彼 が ，彼 の 妻

　 　お よ び彼 の娘 に贈 与 した の は， パ ンノ キ ２本 （１０６）， とタ ロイ モ 田 ２区 画 （Ｔ２６，Ｔ４６）で あ

　 　る 。パ ンノ キ は父 （１’）， タ ロ イ モ田 Ｔ２６ は，姉 の夫 （４”），　Ｔ４６は ， 母 の 妹 の 夫 （２’）がそ れ

　 　ぞ れ持 参 した も ので あ る。

事 例 １２

　 　 　Ｒａｎｇａｐｉｙ （７）は，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの 首 長 で，　Ｍ ａｓａｎ６・ｃｌａｎへ 婚 出 し， １人 の娘 （幼 死 ）

　 　を も った。 彼 は ， コ コヤ シ林 を １個 所 （１４６）， パ ンノ キを ２本 （１４３）と タ ロ イモ 田 ２ 区 画

　 　 （Ｔ２，　Ｔ３０）を ，妻 の ｌｉｎｅａｇｅ に贈 与 した。 コ コヤ シ林 は， 「義 理 の 父」 （２’），タ ロイ モ田 （Ｔ３０）

　 　 は， 「義 理 の姉 」 （９）の ｌｉｎｅａｇｅか らそ れぞ れ 贈与 され た もので あ る 。

　事 例 １３

　 　 　Ｙｉｔｕｒｕｐｉｙ（１３）は，　Ｓａｗ６ｎ　ｌｉｎｅａｇｅへ 養 子 に 出 た が， そ の さ い， 母親 （６）は， タ ロ イ モの

　 　 １区画 （Ｔｌ９）をつ けて や った。 彼 が ， 後 年 ， 養 取 先 か ら Ｙａａｎａｔｉｗ・ｃｌａｎへ 婚 出 した と き に

　 　 も， 母 親 は ， コ コ ヤ シ林 の １区 画 （６９）， パ ンノ キ ２本 （１８１）と タ ロ イ モ田 の １区画 （Ｔｌ９）

　 　 を 婚 出先 に 贈与 した 。 この タ ロイ モ 田 は，事 例 ５で Ｆａｙｋｕの養 取 の さい に ，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ

　 　 か ら贈 られ た もので あ る。

　 事 例 １４

　 　 　 Ｎｅｐｏｙａｒｅｙ （１４）は， 父 親 （６’）の姉 （Ｍ ａｓａｎ６　ｃｌａｎ）に養取 され た 。 こ の と き，母 親 は， タ

　 　 ロ イモ の １区 画 （Ｔ２０）をつ けて や った 。 しか し， 彼女 は， 養 取 後 ， 数 年 して 自分 の Ｐωｚ「ｋｏｓ

　 　 に帰 り現 在 にい た って い るが ，贈 与 した タ ロ イモ 田 は ，養 母 の保 有 とな って ， 現 在で も養 母

　 　 の娘 が 使用 して い る 。

　 以 上 の ４つ の 事 例 に み ら れ る財 の 移 譲 の 内 容 は ， 基 本 的 に は ， 前 述 し た 事 例 の 性 格

に 共 通 す る 。 養 取 お よ び 婚 出 に よ る 財 の 贈 与 に 関 し て ， と く に ， つ ぎ の ３ 点 を 特 徴 的

性 格 と して あ げ る こ と が で き る 。

　 １つ は ， 養 子 に で た 子 ど も が ， 成 人 後 ， 養 取 先 か ら婚 出 す る と き に は ， 養 子 の 生 家
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の ｌｉｎｅａｇｅか らもその婚出先 に財 の贈与を おこな っていることで ある。サタ ワル社会

で の養子 は，養 出後，養親 の １ｉｎｅａｇｅの成員 と して生 活することが義務づ けられてい

る。 しか し，養子 は，養子 自身の ｌｉｎｅａｇｅの成員権を失 うことな く，彼 め 生 ま れ た

ｌｉｎｅａｇｅ の財を使 用す る権 利 も保持 して い る。 つ ま り， 養子 は， 実親 および養親 の

ｌｉｎｅａｇｅの双方 に帰属す ることにな り， 実親の ｌｉｎｅａｇｅか らも婚 出時には， 財の分与

を うける権 利を もっているのであ る。

　 ２つめ は，養 取のさいに子 どもの実親 か ら養親 に贈 られた土地 は，子 どもが成 人に

達 す るまえに養親の もとを逃 げだ した （ノ６５ππの 場 合，実 親 の １ｉｌｌｅａｇｅへ返却 されな

い とい う点であ る。養取 を契機 にお こなわれる土地 の贈与は，養子 となった子 どもの

「食べ ものを うるため」 と同時 に，「養親 の世話 にたいす るお礼」 とみな されてい る。

そのため に，養親が養子 の幼少期の面倒 をみたに もかかわ らず，養親 のもとか ら去 る

ことは，養子が養親への 「気持がない」 とい うことにな る。 したが って，養親 は，養

子 の 「扶養」 （ク伽 祝ｏπαα７）の代 として，実親 か らの土地を保有す るこ とがで きる。

　 ３つ めは， この ｌｉｎｅａｇｅか らの婚 出者 （男性） が，彼 の妻 および子 どものあたえる

財 は，彼 の父 ，姉の夫などが贈与 して くれた ものを優先す る点であ る。 この集 団か ら

の贈与財 のすべてが，ほかの集 団か ら贈 られた もので 占め られ るわけではないけれ ど

も，集 団の元来 の土地 （ｒａｐｉｎ）よりも，集 団へ はいって きた土地 （ｆａａｎｇ）を，優先的

に贈与す る傾向 が うかがえ る。 この こと は， 「ｒａｐｉｎ の土地 は，クｄｙｉｎａｎｇ の ｍωｏｎｇｏ

（食料）だか ら，よそヘ プ初η８６η６（贈与） しない」 とい うサタワルの人び との考えに

基づいてい る。集団 固有の土地 を確保す るという指向性 は，サタワル社会 の ω槻襯πη

（「規範」） で もあるが，現実には，第 皿章の表 ３でみたよ うに，各集 団が現在保有す

る ｒａｐｉｎカテゴ リーの土地 は，全体の半分 に もみたない。

　 １９３１年 時点 で，この １ｉｌｌｇａｇｅか ら他 の １ｉｎｅａｇｅへ贈与 した財産は， ココヤ シ林 １個

所 ，パ ンノキ ４本 ，タロイモ田 ６区画 とい うことにな る。 これ らの数を，前述 した こ

の集団 に贈与 された数量 と比較す ると，後者 の方がは るかに多 いことが指摘 され る。

サタワル社会 においては，事例で も明 らかのよ うに，それ らの贈与が ，主 として，婚

姻および養取を契機 に実施 され るので，財の移譲 の多寡 は，あ る集団へ の婚入者，養

入者 の人数 とそ こか らの婚 出者，養出者 のそれ との差 に対応す る。つ ま り，集団 にと

って，男子成 員 よりも女性成員の方が多ければ，多 いほど，ほかの集 団か ら多 くの財

を獲得す ることがで きる。 したが って，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ の Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ

の場合 は，１９３１年の時点 では，婚 ・養入者の方 が婚 ・養出者よ り多 いので，それ以前

よ り多 くの ココヤ シ林，パ ンノキ，タロイモ田を うることがで きた ことにな る。
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　 この段階での土地の移譲 で気 がつ くことは，土地 を贈与 された集団 と贈与 した集団

とのあいだ には，それが生起す る以前 に ２集 団間 ですで に土地の移譲 関係 が存在 した

とい う点で ある。 これは，集 団間 の婚姻 および養取 の問題 と密接 に関連 して くる。た

とえば，Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｙ （９），　Ｎｅｐｏｙａｒｅｙ（１４）は，それぞれ父親 の １ｉｎｅａｇｅへ養 出 して

い るし， Ｒａｎｇａｐｉｙ（７）は， 自分 の姉 の夫 （６’）の ｌｉｎｅａｇｅへ婚出 している。 このよ

うに，土地の移譲は，あ る集団か ら他の集 団へ一方的 にな され るのではな く， ２集団

間で時間 （世代） をたがえたり，同世代において男性を交換 した りす る方法 によって，

相互 におこな う傾 向がみ られる。 この傾 向は，まえで指摘 した，土地 の移譲 が特定の

集団間 に集中す るとい う結果 に反映 してい る。

２．　 １９８０年 まで の財 の保有 と移譲

　前節で記述 した事例 によ って，サタワル社会 におけるおおまかな財の移譲 の契機 お

よびその内容が明 らかになった。

　本節では，１９３１年以降，１９８０年 までの４９年間 に，Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ

でお こなわれた財 （ココヤシ林，パ ンノキ，タロイモ田） の移譲 の実態 を考察す る。

最初 に，表 ５と図 ９を参照 しなが ら，数量的傾向 につ いて述べ ることにする。 そ して，

つ ぎに前節の事 例には，み られなかった移譲 の実例を紹介 し，その性質 を検討す る。

表 ５－１　 ５０年 間 に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ に は い った財

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

人 名

Nooman 

Fanak 

Rumay

 Rap  ok 

Manganiik 

Fiti 

Netawerechip 

Naipokuman 

Namoniik 

Sao 

Niko

計

系図番
号（図
９）

1' 

16' 

17'

19' 

34' 

24 

10 

34 

23 

21 

22

ココ ヤ シ林

地図番号

 28,14 

     1 

28,138,15

2

2

１７４

１１３

個所

2 

1 

3

1 

1

8

ココヤシ

本数

50 

20 

240

270 

50

630

パ ン ノ キ

地図番号

 28,143 

      38 

 28,35,51,73 
 138,152,182 

 41,118,134 

 35,41

28 

134 

28

本数

13 

1 

18

3 

2

1 

1 

1

40

タ ロイ モ 田

地図番号

 T39 

 Tl, T32

 T10 

T16 

T6 

T6 

T6 

T6 

T6

区画数

1 

2

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

10

註 　 １． 系 図 （図 ９） には 上記 の婚 入者 の ほか に ２人 の 婚入 者 が い るが ， Ｍ ｏｓｅｓ（１０’） は， 他 島

　 　 　 出 身者 ，Ｆｒａｎｃｉｓ（２９’）は ，結 婚 して間 もな く， まだ 財 を 贈 与 して いな い 。

　 　２．　 コ コヤ シの 数 量 は ， イ ンホー マ ン トの指 示 によ る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　表 ５－２　 ５０年 間 に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ か ら出た 財

人　　名
系図番号

（図９）

ココ ヤ シ林 パ ン ノ キ タ ロイモ 田

地図番号 個所
ココヤシ

本数
地図番号 本数 地図番号 区画数

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

14 

15 

16

Otoniik 
Yipmay 

Yiturupiy 

Tokomey 

Yipoinuk 

Recho 
Rappow 

Yaisouman 

Puitak 

Roman 
Yachime 

Namenuk 

 Junta 
Tomeita 

Emoinuk 
Sauchoman 

Yinipowpiy 

 Oft

12 

14 

15 

18 

6 

8 

9 

25 

3 

4 

7 

26 

28 

43 

35 

36 

11

161 

69 

111 

143

127

114 

146 

126

1 

1 

1 

1

1

1 

1 

1

 8

30 

30 

60 

70

20

30 

(40) 
40

280

122,127 

  141 

  181 

  189 

 122,127

143

71 

106

127

8

3 

2 

2 

2 

2

2

2 

(1)

2

17

   T7 

   T6 

   T6 

   T6 

T7, T42 

T6, T26 

TM, T35 

    T6

T45

T9

T6 

T26

 T6,  T35,  T42 

   T9, T40

10

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1

1

1

1 

1 

3 

2

20

註 　１．

２

ｈδ

４

Ｒａｐｐｏｗ （９） は， 同 じ ｃｌａｎ の Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ へ 養取 さ れ ， そ の とき ，　Ｔ　ｌ　４ を贈

与 した。

そ の他 の 内 訳 は， 同 じ ｃｌａｎ の成 員 が養 出 した と き に贈 与 した り， 使 用 しなか った た

め に， 同 じ ｃｌａｎ 成 員 に 没収 され た り した もの で あ る。

ココ ヤ シ数 量 は， イ ンホ ーマ ン トの 指 示 した数 で あ る。

（ ） は， 贈 与 して ，取 り返 した ので 統 計 に 加算 して い な い人 。

　　　１）　 贈 与 財 の 数 量 統 計 的 傾 向

　４９年間 に， この １ｉｎｅａｇｅ が他 の ｌｉｎｅａｇｅか ら贈与 を うけた ココヤ シ林 は， ８個所

で， ココヤ シの総本数 は， ６３０本であ る。 同様にパ ンノキは４０本，タ ロイモ田は，１０

区画 とな っている。 そ して，それ らの移譲の契機 となる婚姻 および養取 によ る人 の移

動 をみ ると，婚入者 が ７人，養子 が ５人で ある。婚入者 の うち， ココヤシ林を贈与 し

なか った男性 が ２人 お り，逆 に ３個所 もの ココヤシ林 を贈 った男性 が １人 いる。つ ぎ

に， この ｌｉｎｅａｇｅか ら他の １ｉｎｅａｇｅへ贈与 した財をみ るとココヤ シ林 が ８個所，ココ

ヤ シの数 が２８０本 ，パ ンノキが１７本 ，タロイモ田が ２０区画 である。 それ らを贈与 した

この ｌｉｎｅａｇｅか らの婚出者 は，１１人，養 出者 は， ６人を数え る。

　 婚出者 および養 出者１７人 にたい し，贈与 したタ ロイモ田の区画が多 いのは， Ｎｏｏｓ－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２５３
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ｏｍｗａｒ　ｃｌａｎの別 の系統 （Ｆａａｙｎｅｎ　ｌｉｎｅａｇｅ）の成員に分与 した り，他の ｃｌａｎ にとり

返 されたタ ロイモ 田が ５区画 も存在す るか らである。また，婚出者 のなか には，サタ

ワル島で生 まれた この ｌｉｎｅａｇｅ 成員のほかに，他 島か ら来た同 じ ｃｌａｎ 成員 （２人）

や非血縁者 （１人） もふ くまれて いる。いずれにせ よ， この ｌｉｎｅａｇｅが４９年間 に獲得

した財 の数量 と贈与 したそれ とを くらべてみると，ココヤシ林 は，贈与 した もの と入

手 した ものとが同数なのに ココヤ シの本数は， 贈与 した ものが ３５０本 も少な くな って

いる。 そ して，パ ンノキは，獲得 した方が，贈与 した ものよ り１３本多 い。それ にたい

し，タロイモ田は，贈与 した区画数が，えた ものの ２倍 に もな って いる。

　 このような数量 的データか ら，まず，この集団 においては，婚 出 ・養出者の人数 が

婚入 ・養入者 のそれよ りも多 いので， ココヤシ林 とタ ロイモ田は，獲得 した数よ り贈

与 した数の方が多 い とい う点が指摘で きる。 しか し， ココヤ シおよびパ ンノキの数量

に関 して は，それ らとは逆 の結果 にな っている。 この不一致 は，前節で もふれたよ う

に， 贈与財 の内容 および数量 が， 婚姻， 養取の件数 と対応す る側面 とともに， 婚入

（出） 者が ももつ子 どもの人数の多寡 という要因 にも関連 して くる。つま り，一定区

画の ココヤ シ林 とタ ロイモ田は，基本的な贈与財であるが， ココヤ シの木 とパ ンノキ

は，状 況 （子 ど もの数の増加な ど） に応 じてそれ ら自体 が （土地 と分離 して）移譲 の

対象物 とされ るのである。

　 つ ぎに，財の移譲 がおこなわれ る集団間の関係 につ いてみることに しよ う。１９３１年

の段 階で も，財 の贈与が特定の集団に集中す る傾 向が顕著で あったが， この４９年間 に

おいて も同様な傾 向が指摘 され る。Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅへの婚入者 ，養入者 の出身

ｃｌａｎは，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ か ら５人 （婚入 ３人 ，養入 ２人），　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎ か ら４人

（婚入 １人 ，養入 ３人）であ る。それ以外の ｃｌａｎか らは皆無 で， 島外 か ら２人が婚

入 してい る。 この ｌｉｎｅａｇｅ成 員の婚 出 ・養出先 をみ ると，　Ｙａａｎａｔｉｗ　ｃｌａｎへ ６人 （婚

出 ４人 ，養 出 ２人），Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎへ ５人 （婚 出 ２人 ，養 出 ３人），　Ｍ ａａｓａｎ６　ｃｌａｎへ

４人 （婚 出 ２人，養出 ２人），その他の ｃｌａｎへ婚 出者 ２人 とい う結果 である。 この よ

うに， この集団 と婚姻および養取 の関係 を結 ぶ他 の集団 は，ほ とん ど Ｎｅｙａａｒ，　Ｙ舶 ｎ－

ａｔｉｗ，　Ｍａａｓａｎ６の各 ｃｌａｎ によ って しめ られていることがわか る。１９３１年 まで の事例

で も，それ ら３集団 との関係 が存在 してお り，現在 にいた るまで，その関係が存続 し

てい ることがうかがえ る。

　　 ２）　財 の移譲 と贈与 財 の意味

　以上で，４９年間における財の移譲についての数量的な動向が明らかになってきた。

以下では，いくつかの具体的事例を述べながら，財の移譲についてのサタワルの人び

２５４



註

１．爽 ¢ は 、故人 を示 す 。

２．　 　　 は 、養取 関係 を指示 す る。

　 一 ・一 は 、擬制 的 キ ョウダイ関係

　 一一一は 、他 島出身 のｃｌａｎ成員

　 一… ウ は 、養 出先 をあ らわす 。

３．ＮＥ（ＭＡ）は、　ＮＥ　ｃｌａｎの成 員 だが 、　ＭＡ　ｃｌａｎへ 養取 され たこ とを示す 。

４．（７０）は、年 齢 をあ らわすが 、４０歳 以上 は、 推定 に よる。

図 ９ Ｋ ａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の 系 譜
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との考えかたを考察す ることに しよう（図１０）。

事例１５

　　Ｒｕｍａｙ（２）は，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ出身者でこの ｌｉｎｅａｇｅへ１９４７年に婚入 した。彼は，現在まで

　に，妻 Ｎａｙｋｅｒｕ（２’）とのあいだに ８人の子どもをもうけている。 そして， ３個所のココヤ

　 シ林 （ココヤシの総数２４０本），１８本のパ ンノキ， ２区画のタロイモ田を贈与している。彼が

　贈 ったこれ らの財の数量は，サタワルの男性が妻および彼の子どもの集団に贈与する平均的

　数量からみれば，かなり多い。それ らを彼に分与した彼の親族関係者は，５人にのぼる。ま

　た，贈与した時期も一度にではなく，数次にわたっている。そこで，図１０を参照しながら，

　それらの贈与財および贈与した関係者を詳細に検討してみよう。

　　Ｒｕｍａｙは，現在，島の第 １位の首長の地位にあるが， １人息子のために， 彼の ｌｉｎｅａｇｅ

　を継承する実の女性キョウダィがいない。そのために，彼の母親 （１６）は，彼女の兄の娘

　Ｎｅｔａｙｒａ（１）を養女にして，この ｌｉｎｅａｇｅの財の実質的管理をまかせた。　Ｒｕｍａｙは， １人息

　子であるにもかかわらず，母の 「姉」（１７）へ養子として乳幼児のころからひきとられ，そこ

　で育った。彼の養子先は，同じＮｅｙａａｒ　ｃｌａｎではあるが，土地およびその他の財塵の保有を

　異にする別系統の ｌｉｎｅａｇｅである。　Ｒｕｍａｙの 「義理の姉」になる Ｎｅｔａｙｒａにも子どもがで

　 きなかったために，Ｒｕｍａｙは， 自分の次男 （５）と長女 （６）とを養子として自分の生家にお

　 くった。現在，Ｒｕｍａｙの生まれた Ｐωｕｋｏｓに住み，彼の ｌｉｎｅａｇｅの財を直接的に管理 ・使用

　 しているのは，Ｎｅｔａｙｒａ夫婦 （１，１’）とＲｕｍａｙの長女夫婦 （６，６’）と次男 （５）およびＮｃｓａｎｕｋ－

　ｕｃｈｏ夫婦 （４，４，ｔ）と養女 Ｋａｓｉａｎａ（７）の ８人である。

　　Ｒｕｍａｙは，　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋの女 Ｎａｙｋｅｒｕと結婚 したとき，　Ｎｅｔａｙｒａ（１）と彼の

　養母 （１７）から１区画ずつのタロイモ田 （ＴｌとＴ３２）を譲 りうけて，妻に贈与した。そして，

　彼は，父 （１６’）がもって来た７０本のココヤシとパ ンノキ１本が植えてあ るココヤシ林 （１５２）

　を Ｎｅｔａｙｒａの了解をえて，妻の集団にもってきた。そのほかに，　Ｒｕｍａｙが毎日身体に塗る

　ための油をとるココヤシの木 ２本を彼の父の Ｉｉｎｅａｇｅか らもらい，持参した。 サタワル社会

　では，男女を問わず，水浴びのあと身体にコブラを紋ってその油をつけるのが習慣となって

　 いる。 このコブラ油をとるココヤシは，ｎ丘ｎ伽ｇａｐｉｔ（「身体塗布用ココヤシ」）とよばれ，

　森にあって食用ないしコブラをつ くる目的で利用するココヤシとは区別され，家やカヌー小

　屋の近くにあるものにかぎられる。とくに，成年男性の場合，航海術，カヌー建造術などの

　秘儀的知識を修得 した男は，自分専用のココヤシを確保することが義務づけられている。こ

　 れは，伝統的知識の保持老が，それ らを保持 しない男性や女性との共用を禁ずるというタブ

　 ーに基づくからである。とにかく，サタワル社会においては，成人男女は，自分の身体につ

　 けるコブラ油をとるココヤシは， 自分の父の ｌｉｎｅａｇｅの保有する．ココヤシからえなければな

　 らないとされている。

　　 このように，Ｒｕｍａｙは，結婚とほぼ同じ時期に， １個所のココヤシ林， 身体塗布用のコ

　 ブラを採取するココヤシ２本と２区画のタロイモ田を，妻 （の集団）に贈った。それから，

　 長子が生まれたときに，５０本のココヤシと７本のパ ンノキのはえているもう’１個所のココヤ

　 シ林 （２８）を贈り，４番目の子どもが生まれてから，さらに，１２０本のコココヤシ林 （１３８）を

　 Ｎｅｔａｙｒａに話 して妻の集団に分与した。その後 も， 子どもが生まれると，彼の ｃｌａｎ成員で

　 女性キョウダイにあたるＹｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ（３）から， ４本，　Ｎｅｔａｙｒａから３本のパ ンノキが，

　 それぞれ妻の集団に贈られている。　　　　　　　　　　 ・．　　　　　　　　 『　 ・
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註

Ｌ ¢ ｅ２｛は、故 人 を示す。

２．一 は、養取 先 を示す 。

３．：… 一一一は、養ｉ取 関係 をあ らわす。

４．ＹＡ，　ＳＷ ，　ＮＯ．　ＳＳ．　ＫＡ．・ＰＩ．は 、それ ぞれ 、　ｃｌａｎ名の略号 であ る。

５．Ｒｕｍａｙの子 ど もの三 男以下 の順序 は、 出生順 に従が って い ない。

　 　　図 １０ Ｒｕｍａｙ（Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ）を 中心 とす る系譜

　以上 で， Ｒｕｍａｙ が結婚後， 彼の妻 の集 団に贈与 した財 の内容 とそれ らを 贈 った

親族関係者，および贈与 の時期を述べた。 この事例 において，サタ ワル社会 の財の集

団間で の移譲に関 して，注 目すべ きい くつかの側面 が明 らか にな って きた。

　まず，第 １点 は，Ｒｕｍａｙ が贈与 した財 が非常 に多 いことである。彼 の説明 による

と，それは，彼 の生 まれた １ｉｎｅａｇｅが，　Ｎｅｙａａｒ　ｃｌａｎ で首 長をだす系統であ り，多 く
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の土地 を保有 してい るのに，ｌｉｎｅａｇｅの成員が少 ないことと， 彼 の子 ど もが多 いか ら

だ とのことで ある。 このような傾 向は，Ｒｕｍａｙの場合 にか ぎらず， サタ ワル社会 に

おいて，婚 出先で多 くの子 ども （実子 ，養子 を とわず） を もった男性 の場合 に もみ ら

れ る。つま り，結婚を契機 にお こなわれ る財の移譲 の数量 は，男性の ｌｉｎｅａｇｅおよび

ｃｌａｎ の財の保有状態 と彼が婚出後 に もうける子 どもの人数 とによって規 定 され る と

い うことができる。

　 第 ２の点 は，財 の移譲 の時期 が婚姻 のす ぐあ と，子 どもの出生時 というように，数

次 におよんでいる点であ る。サタワルの人び とは，結婚時 のタロイモ 田とココヤ シ林

の贈与 は， 婚入 した当人 の ｍωｏｎｇｏ「食べ もの」を とるためのものと考 えてい る。つ

ま り，婚入者の食料 を獲得す るためのタ ロイモ田であ り， ココヤ シ林 ということにな

る。 しか し，贈与財 のなかで も，男性の婚入時に， とりあえず タロイモ田の １区画 と

身体塗布用の ココヤ シの木， １～ ２本 を男性 の集団か ら妻 の集団 に贈与す るのが，一・

般的な方法 とされている。 この ことは，婚姻だ けでな く，養取 の場合 にもひ ろ くみ ら

れ る習慣で ある。そ して，タロイモ田のほかの財 （ココヤシ林やパ ンノキ） の移譲 は，

子 ど も誕生 とともに順次 おこなわれ る。

　 この事例の場合，財の移譲 が， ３つの時期 にお こなわれてい るが，それを決定す る

権 限は，ある ときには，婚 出者 自身であ った り，彼 の女性 キ ョウダ イであ った りす る。

これにつ いて，サタ ワルの人 びとは，一定 の方法 をつ くりだ して いる。Ｒｕｍａｙ の場

合 ，父親 が持 ち こんだ ココヤ シ林 は，結婚時 に彼の妻 （の集団） に与えている。この

よ うに，婚入者 （父）か ら贈与された財 を直接 に管理 し，使用す る権利は，父 の子 ど

もにゆだね ている。彼は， １人息子 であったために，父か らのココヤ シ林 の処分 は，

彼 １人 で決め ることがで きたのである。

　 ところが，彼 の １ｉｎｅａｇｅの保有す る ココヤシ林 やパ ンノキ，タロイモ田に関 しては，

彼独 自の判 断では，決め られない。実際 に， それ らの財 は，婚入 および養入 して，彼

の ｌｉｎｅａｇｅに住んで いる人 び とによって，利用されている。 そのため に， １ｉｎｅａｇｅの

男性が ，自分 の １ｉｎｅａｇｅの財を彼 の婚 出 した ｌｉｎｅａｇｅに贈る場合 には，　ｌｉｎｅａｇｅ成員

の了解 をうることが不可欠で ある。一般 的なやりかたは， ココヤ シとパ ンノキについ

て は，ｌｉｎｅａｇｅの首長 （男性），タ ロイモ田の場合 は，　ｌｉｌｌｅａｇｅの女性 の最年長者に申

し出なければな らない。それか ら，ｌｉｎｅａｇｅ の首 長および女性の首 長が，１ｉｎｅａｇｅ の

成員 の合意 をえた うえで，贈与 を承認す る。

　 このさいに問題 にな るのが，婚 出 した成員が，彼 の妻 および彼の子 どもの集団 に贈

与 す る財 の数量 についてであ る。 ある出自集団の財 の移譲 がおこなわれ るさいには，
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多 くの場合， ｌｉｎｅａｇｅ成 員の成人男女によ って ｍωｉｃｈｅｎ　ｐｗｕｋｏｓ（「ｌｉｎｅａｇｅの集会」）

が もたれ，その場 で検討 され る。た とえ ば，婚出者 で多 くの子女を もつ男性 は，より

多 くの ココヤ シ林やパ ンノキを要求 し，彼 の母親 も彼 の要求 に同調 す る場 合 で も，

ｌｉｎｅａｇｅ の首長 は，　ｌｉｎｅａｇｅの成員や子 ど もの人数な どを考慮 して， 贈与す る財 の規

模を決め る。 また ，男性 キョウダイか らタロイモ田の追加を求め られた女性 は， ｌｉｎ－

ｅａｇｅ の女性成員 と話 し合い，女性族長の判断をあお ぐ。 このように，　ｌｉｎｅａｇｅ の財

産 に関す る最終 的な処分権は， ココヤ シ林 とパ ンノキに関 しては，男性首長 ，タロイ

モ田につ いて は，女性首 長が掌握 してい る。

　 まえで もふれたが，ｌｉｎｅａｇｅへ婚入 した男性 （父 ，母の父など） の財 につ いて は，

その男性 の実 の子 どもが，彼 らの判 断によって処分す ることが可能 である。 この こと

は，サタ ワルの人び とが， 子 どもの誕生後 に， 贈与 した ココヤ シ林 や パ ンノキ は，

「子 ど もの ｍωｏｎｇｏ」 のためであ るという説明 と関連 して くる。形態上は，夫 が妻 の集

団へ財 を贈与す るのであ るが，実際 には，夫は，自分が もちこんだ ココヤ シ林やパ ン

ノキの手入 れやそれ らの実の収穫 をおこな う。タ ロイモ田 は，妻が使用 して， タロイ

モの栽培 に責任を もつ。そ して，子 どもが成 長 し，成人 にな ると，それ らの使用 およ

び管理は，子 どもた ちにまか され る。

　 た とえば，タロイモ田の場合 ，夫 から贈与された田は，彼の妻 によ って優先的 に利

用 され るが，娘が成 人に達 す るとその田を使用す る権利が娘にゆず られる。そ して，

それ以 降，その田は，娘 （長女） の保有対象物 とみなされ る。 このよ うに，ある ｌｉｎ－

ｅａｇｅの財は，　Ｉｉｎｅａｇｅの所有 ない し保有す るもの と父親 （と母親）を同 じくす る子 ど

もたちの保有す るもの とに類別 され るのであ る。 そ して， 後者 の処分権ｉは， ｌｉｎｅａｇｅ

成員全員 によってでな く，父母 を共通 にす るキ ョウダ イにゆだね られる。つま り， １

つ の ｌｉｌｌｅａｇｅが保有す る財 は，それ にたいす る所有ない し使用 の権利 にお いて， ２種

類 の性 格が存在す ることにな る。

　 第 ３の点 は， 財 の贈与が婚姻関係 の成立 した 当事者 ｌｉｎｅａｇｅ （２つの ｌｉｎｅａｇｅ） 間

だ けでな く，親族 関係 のあるほかの １ｉｎｅａｇｅを もま きこむことで ある。 この事 例にお

いて，Ｒｕｍａｙ は，彼 自身の ｌｉｎｅａｇｅの財のほかに，彼の父親の ｌｉｎｅａｇｅ，彼 の養母 ，

そ して彼 と同 じ ｃｌａｎで あるが別系統 の ｌｉｎｅａｇｅか らもココヤ シ， タロイモ田，パ ン

ノキを も らい，妻 の集 団に贈与 して いる。Ｒｕｍａｙの場合は，同 じ ｃｌａｎ成員 （女性）

に男性が養取 された例 であるが， 異 なる ｃｌａｎ （主 として父 の） に養取された男性 で

も，養母の ｌｉｎｅａｇｅか ら財 の贈与を うける例 は，数多 く見 られる。つま り，サタ ワル

の養取慣行において ，男性が養母 の ｌｉｎｅａｇｅか ら， ココヤ シ林 ない しタロイモ田を分
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与 して もらい，婚 出 した （妻の）ｌｉｎｅａｇｅ に贈与す ることは， 当然 の権利 とみな され

ている。

　他方で，養取関係 がな くて も，同 じｃｌａｎの成員 だか らという理由で，あ る １ｉｎｅａｇｅ

が，他系統の ｌｉｎｅａｇｅの男性成員 の婚姻時 に，タ ロイモ田やパ ンノキを贈与す ること

がある。 この事例においては，ｌｎｅｎｕｋｕｍａｎ（３）が，　Ｒｕｍａｙ に ４本 のパ ンノキを贈

ったよ うな場合で ある。 この様式 の財の贈与は，同 じ ｃｌａｎ 内で，人 口のわ りに多 く

の財を保有 している Ｉｉｎｅａｇｅか ら，財の少ない ｌｉｎｅａｇｅの成員 にた い して おこなわれ

るのが一般 的である。 この ことは，各 々の ｌｉｎｅａｇｅの財が，前述 した ように，基 本的

には， ｌｉｎｅａｇｅ単位で保有 され るもの と父親 を共通 にす るキ ョウダイ単位で保有 され

て いるもの とで構成 されて いるけれ ども， ときによって は， 分節化 したい くつ か の

ｌｉｎｅａｇｅの集合体であ る ｃｌａｎ の レベルで も，財 の融通 がなされ ることを示 してい る。

つ ま り，基本的 には，財 産の保有単位 として機能 して いな い ｃｌａｎ が，各 １ｉｎｅａｇｅの

財産 の保有 の不均衡 を調節 する集団 と して顕在化す るので ある。

３）　島外 出身者の財の獲得方式

　いままでの事例は，サタワルの人びとの財の取得，および贈与のありかたを示すも

のばかりであった。つぎに，サタワル島への来島者が，この島の財にたいする権利を

獲得 した例をとりあげることにしよう。

事 例 １６

　 　 Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ　１（は， 他 島 で生 ま れ た 同 じ ｃｌａｎ の ４人 の男 性 が 帰属 し

　 て い る （図 ９参照 ）。 Ｗ ａｋｉｎ （２），　Ｐｕｉｔａｋ （３），　Ｒａｆａｅｎ（２０），　Ｒｏｍａｎ （４）で あ る。　Ｗ ａｋｉｎ は，

　 サ イパ ン島生 まれ で ， １９３９年 に サタ ワル島 へ来 た。 彼 は ， サ イパ ン島 で 母親 か ら， サ タ ワ ル

　 島 に 同 じ ｃｌａｎの人 び とが 住 んで い る ことを 聞 き２５）， 日本 の 貿 易会 社 の仕 事 を しな が ら， ヤ

　 ップ島へ 来 た 。 そ こで ， サ タ ワ ル島 か ら出て きた 同 じ ｃｌａｎの男 （Ｙ）と知 り合 い ， サ タ ワル

２５）サタワル島をふくめ，中央カロリン諸島の住民の一部は，１８１０年ころにサイパン島へ移住 し

　たといわれる。それは，この一帯をおそった台風によって，島に海水があがり食料が枯死 した

　からである。その当時，サイパンを無人島であった。その理由は，マ リァナ群島を植民地とし

　ていたスペインが，１８世紀にキ リス ト教を布教するために，サイパ ン島にいたチャモロ系の人

　びとをグァム島に強制移住させたことによる。サタワル島の航海者たちは，そのころから，ス

　ペイン人から金属器などを入手する目的で，大型帆走カヌーを駆使してグァム島へ航海し，サ

　イパン島の状況を知っていた。サタワルの人びとは，台風のあと，島の人口を２分 し，半数が

　サイパン島へ，あとの半数が島に残留したと伝えられている。そのために，現在でも，サイパ

　 ン島に居住 しているそのときに移住したカロリン系の人びとの子孫とサワタル島の住民とのあ

　いだでは，系譜関係をたどることができる。本稿でとりあげている Ｋａｒｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅは，

　１９世紀後半に，サイパ ン島から帰島した女性の子孫によって構成されている ［ＭｃＣｏＹ　ｌ９７６；

　須藤　１９７９］。 また，サイパ ン （Ｓａｉｐａｎ）の語源は，トラック系言語の ｓａｙｐ６６ｎに由来 し，　ｓａｙ

　 （「カヌーによる航海」）と ｐ６６ｎ（「何もない土地」）との合成語で，「人のいないところへの航

　海」の意味であるといわれる。
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島に は い った 。 彼 は， ヤ ップで あ った男 に， 彼 の母 親 の 名前 や サ イ パ ン島 の 彼 の Ｃｌａｎの 系

譜 を か た った 。 それ で ２人 は， 同 じ ｃｌａｎ に属 し， キ ョウダ イ にあ た る ことが相 互 に確認 で

きた 。彼 は， サ タ ワル島 に お いて ， 彼 の ｃｌａｎの 首長 か ら， 彼 が責 任 を もつ べ き土 地 を 分 け

て も らい， 雑 木 の伐 採 ， コ コヤ シの植 樹 な どの 仕 事 に従 事 した。 そ して ， 食事 も ｌｉｎｅａｇｅの

女 性 た ち が用 意 した もの を と り， ｌｉｎｅａｇｅ成 員 と して 生 活 を続 けた 。

　 Ｐｕｉｔａｋ （３）は， サ タ ワル 島 の東 方 に位 置 す る プル ワ ッ ト （Ｐｕｌｕｗａｔ）島 で生 ま れ た が，父 親

が サ タ ワルの 出身者 であ るの で， １５歳 の ころ に サ タ ワル 島 へ 来 た 。 そ して ， 彼 の ｃｌａｎ が

Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ と同 じで あ った た め に，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｃｋ　ｌｉｎｅａｇｅの 成 員 とみ な さ れた 。 彼 は ，

２０歳 の ころ に Ｍ ａａｓａｎ６・ｃｌａｎ の女 性 と結 婚 し，そ の と きに， この ｌｉｎｅａｇｅか ら， コ コ ヤ シ林

（１１４＞を も らい ，妻 に贈 与 した。 彼 と妻 の あ い だ には ， 子 ど もが いな い が， ４人 の養 子 を と

ったの で ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ か らパ ンノ キ ２本 を贈 与 した。

　 Ｒａｍｏｎ（４）は ， サ イパ ン島生 ま れ の男 で ， 西 隣の ラモ トレク島 へ来 て 結 婚 した 。 彼 の妻

の母 親 が サ タ ワル 島 の Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎの 出 身者 で あ った た め， 彼 は妻 とい っ しょに １９６０年 ころ サ

タ ワル 島 へ来 た。 そ の とき， 彼 は ， 自分 の ノａＰｔｉｎａｎｇ が Ｎｏｏｓｏｍａｗａｒであ る とか た った の

で ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　Ｈｎｅａｇｅ の人 び とは 彼 の い った こ とを信 じて ，彼 の世 話 を した。 そ して ，

彼 が Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の女 性 と結婚 してい た の で， この ｌｉｎｅａｇｅ で は，彼 の妻 の １ｉｎｅａｇｅ に コ コヤ

シ林 （１０６）と １本 の パ ンノ キを 贈 与 した 。Ｒａｍｏｎ と同 じサ イパ ン島 出身 の Ｗ ａｋｉｎは ，１９４７

年 ころか らサ イパ ン島へ 帰 り，潜 水 夫 の 仕事 を して い たが ， 身体 を害 して １９６９年 に サタ ワル

島へ も ど って きた 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぞ

　 Ｗ ａｋｉｎは ， 島 に帰 って か ら，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の人 に，自分 の 土 地 （１０６）が ど うな って い る か

を たず ね た。 この土 地 は， 彼 が最 初 に 島 へ来 た と きに ，この ｃｌａｎ の 首長 で あ った Ｒａｎｇａｐｉｙ

（Ｙ）か ら，使 用 と管理 の 責 任 を まか され ，雑 木 林 を切 りひ らい て コ コ ヤ シや パ ンノ キを 植 え

た と ころで あ る。しか し，そ の土 地 を サ イパ ンか ら来 た Ｒａｍｏｎに くれた こ とを聞 い た Ｗ ａｋｉｎ

は， Ｒａｍｏｎ が Ｎｏｏｓｏｍｗａｒの人 で な い こ とを知 って いた の で ，　 Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の人 び とに そ

の件 を 教 え ，Ｒａｍｏｎ の 系譜 を 確 か めな か った ことを せ め た。 そ して ，彼 は ，　Ｐｉｉｋ・ｃｌａｎへ 贈

与 した 土地 を と り返す こ とを主 張 した 。

　 彼 は， あ る 日， そ の土 地 へ 行 き ， Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の 人 び とが 集積 して あ った コ コ ヤ シの実 を 割

って コブ ラをつ くり始 めた 。 Ｗ ａｋｉｎ の この 行 動 を見 た Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎの 人 び とは， 彼 の “不 法”

な 占拠 に抗 議 した 。 そ れ で， 彼 は ， Ｐｉｉｋ　ｃｌａｎ の 人 び とに ， 自 分 の して い る こ とが ま ちが っ

て い るな ら， サ イパ ンの男 （Ｒａｍｏｎ）に この 場 へ来 て “決 闘” す るよ うに伝 え ろ とい った 。

この Ｗ ａｋｉｎ の実 力 行 使 で，　 Ｒａｍｏｎ が 出 自を 偽 って い た （ノ６’ｚ卿 ψ） こ とが 判 明 し， そ の土

地 は， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅに返 却 さ れ た。 この事 件 の あ と，　Ｒａｍｏｎ夫婦 は， ラモ トレク島

へ帰 った 。

　 うえの事例 は，よその島か らの訪問者 が， 自分 の ｃｌａｎ とサタワル島の ｃｌａｎ との

名称や系譜関係を確認 ・同定す ることによって， この島の ｃｌａｎ へ帰属で きることを

示 してい る。 そ して， 同 じ ｃｌａｎ 成員で あることが確定す れば， 来島者 で あ って も

ｃｌａｎの保有す る土地にたい して，島で生 まれた ｃｌａｎ成員 と同等 の権利を行使 で きる

ことを明 らか に してい る。

ヤ ップ島か ら トラ ック島にいた るカロ リン諸 島の人 びとにとっては，他島を訪 問す
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る場合 に自分 と同 じ ｃｌａｎが訪れた島に存在す るか否 かが最大の関心事 とな る。 その

ために，どこの島に自分 と同 じ祖先 を共有す る人び とがい るか （ωｏｏｆａｎａｌ）， 祖先が ど

の島か ら移住 してきたか （ｒａｐｉ　ｔｏｎｆａｎｄｉ），祖先の系譜 がどのようにつながって いるか

（ωｕｒｕωｏωｕｎ／ｄｙｉｎａｎｇ）などの知識 は，人 び とにとっての必須の修得事項であ る。

　 この地域 の島社会 では， 他 島か らの訪問者 （ωａａｓｕｎａ：「カヌーない し船で来た人」）

は，島に上陸す るとかな らず海岸にある集会所で，島の首長 に出身地，来 島の目的な

どをつ げる。それか ら，自分の ｃｌａｎ名をかた り， 関係 す る ｃｌａｎ が存在すれ ば， そ

の ｃｌａｎ の入び とに，前述 の ３事項を述 べる。相互 に，同一 の ｃｌａｎ 成員であ ること

が判 明すれ ば，島の ｃｌａｎ成員 の居 住地 で生活す ることが許可 される。 しか し，同 じ

ｃｌａｎ がない場合 には，島に滞在中，集会所兼 カヌー小屋 を客舎 と して寝起 きし，首長

の指示で 島の人び とが提供す る食事を とることにな る。そ して ，彼 らが島の中を許可

な く動 き回 り，島の人 び との家 に立 ち寄 り，食事をす ることなどは，厳 しく禁 じられ

ている。

事 例 １７

　 　 １９６５年 こ ろ， トラ ック諸 島 の南 東 に位 置す る ナ モ ル ック （Ｎａｍｏｌｕｋ） 島か ら， ２人 の 青 年

　 が サタ ワル 島へ や って 来 た 。 彼 らは， プ ル ワ ッ ト島 にい る 同 じ ｃｌａｎ の人 び との と こ ろ に寄

　 留 して い たが ， サ タ ワル島 へ来 る カ ヌー に便 乗 して ，島 を 「見 物 」 す るつ も りで訪 れ たの で

　 あ る。 そ の う ちの １人 ，Ｙａｃｈｉｍｅ（７）は， サタ ワ ル に来 て カ ヌ ー小 屋 で 起 居 して い る う ちに ，

　 サ タ ワル の青 年 ，Ｙｉｐｏｉｎｕｋ（６）と気 が合 い ，「友 達」 （ｍａｒｅ２ａｒ）に な った 。 そ して ，　Ｙｉｐｏｉｎｕｋ

　 は， ナモ ル ック島 の友 人 を 家 に連 れ て ゆ き， 食事 を共 に す る よ うに な った 。 そ の た め に，

　 Ｙｉｐｏｉｎｕｋの ｌｉｎｅａｇｅの人 び と も，２人 の 関係 を 「キ ョウダ イ」 （ｐｗｉｐωｉｉｐ）とみ な し，　ｌｉｎｅａｇｅ

　 の コ コヤ シ採 取 や小 型 カ ヌー の使 用 を認 めた 。 彼 らは， ｌｉｎｅａｇｅ で の男 の 仕 事 （コ コ ヤ シの

　 手 入 れ ，パ ンノキ の採 取 ，漁撈 活 動 な ど） を い っ し ょにお こな った 。

　 　 Ｙａｃｈｉｍｅは， この よ うな生 活 を続 け る うち に Ｙｉｐｏｉｎｕｋの ｌｉｎｅａｇｅの世 話 に な って サタ ワ

　 ル 島で 暮 らす こ とを決 意 した 。 島の 入 び と も彼 が ， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の 世話 にな り， そ

　 の監 督 下 にあ る （ｔｅｉｋａｎｎｕ／ｄｙｉｎａｎｇ　Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ）ことを 認 め た 。そ して ，彼 は ， 島 に滞 在 して

　 ２年 目に ，Ｋａｔａｍａｎ　ｃｌａｎ の 女 性 と結 婚 す る こ とに な った。 しか し，彼 女 の ｃｌａｎ の なか に

　 は， 彼 が ω砺∫観α（「カ ヌー で来 た男 」） であ るか ら， 「土 地 を持 って な い」 とい う こ とで反 対

　 す る もの も いた 。 そ の よ うな意 見 もあ った が， 結局 ，彼 が Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅの Ｙｉｐｏｉｎｕｋ

　 と ρ吻 ω妙 の 間 柄 で ， しか もその ｌｉｎｅａｇｅの ｔｅｉｋａｎで あ る との理 由で ，彼 の 結 婚 は ，許 され

　 た 。 そ して ， 彼 が 結婚 して か ら， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ の ｌｉｎｅａｇｅ は， １区画 の タ ロ イ モ 田 （Ｔ４５）

　 を 分 与 し，子 ど もの誕 生 後 ， ４０本 の コ コヤ シの は えて い る コ コヤ シ林 （１２６）を 贈 与 した 。

　 この事例 は，サ タワル島に同 じ ｃｌａｎ を もたない他 島か らの居住者 にたいす る土地

の利 用，および分配の方法を示 している。訪島者 にたい して は，まず，カヌー小屋で

の “検 問” か らは じま り， 島の人び ととのあいだで， ｃｌａｎ の名称， 祖先 との系譜 の

認知，確認がおこなわれる。その結果 ，同名の ｃｌａｎ や親族関係者がサタ ワル島に存
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在 しない場合 には，訪 島者 の行動 は，厳 しく制限 され る。 もし，訪 島者 が，サタ ワル

の習慣を無視 した り，破 った りした ら，首長の命令 で，島か らの “退去”（∫観の を余

儀な くされ る。他方，訪島者 が， カ ヌー小屋 （客舎） に起居 し， “不法”なふ るま い

を しないか ぎり，首長の保護下 におかれ，食料その他 の生活必需品は，島の人 びとに

よ って提供 され，手厚 くもてな され る。 そ して，島の誰 かと “良 い関係 ”ができると，

彼 の家での食事や諸活動が許 され る。 その結果， 島の特定個人 とのあいだに，「キ ョ

ウダ イ」関係 を結 び，その人の ｃｌａｎ の 「監督」の もとにおかれ， 島の人 と同様 な行

動 が許可 され る。 つま り， 訪島者は， 島の人 と 「キ ョウダイ」 （ρωψω吻）になる こ

とが，この島 に長期的に居住す るための前提条件 とされ るのである。

４）　贈与財の返却 とその方法

　サタワル社会 においては，ある出 自集団は，ほかの集団に贈与 した財 であ って も，

特別 の状況 の もとではその財 をとりかえす ことがで きる。また，贈与財 が特定の集団

に一方 的に流れた り，その集 団で長 く保有 されていると，その財 を流通 させ る目的で

の婚姻 がお こなわれ る。

　事例１８

　　　前節の事例６で １人の女性，Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｉｙ（１１）が，　Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　Ｈｎｅａｇｅの養子となり，

　　 ７個所のタロイモ田を移譲 したことを述べた （図 ９参照）。 彼女は， 日本人と結婚したが，

　　子どもをもたずに１９６０年ころに死亡 した。彼女が贈与したそれらのタロイモ田のうち，現在，

　　 この １ｉｎｅａｇｅが保有するものは，２個所 （Ｔ７，　Ｔ３６）にすぎない。２区画の土地は，養母の娘

　　たち （１７，１９）が，それぞれ管理，利用している。けれども，ほかの， ２区画 （Ｔ２９，　Ｔ３０）は，

　　 この Ｉｉｎｅａｇｅか らの婚出者 （２人）が，婚出先へ贈与 した。

　　　それらの婚出者は，いずれも Ｙｉｎｉｐｏｗｐ三ｉｙの養取によって成立した ｍωｅｎｇｄｉｎｇ（「異性キョ

　　 ウダイ」）のカテゴリーにある男性成員である。彼女の 「義理の弟」へのタロイモ田 の分与

　　 は，彼女の意志に基づ くものであった。その当時，養母の ｌｉｎｅａｇｅには，子どもが多かった

　　 ので，養母のタロイモ田ではなく，彼女のタロイモ田を贈与したとのことである。彼女はそ

　　 れらを贈与するにあたっては，彼女の ｌｉｎｅａｇｅ成員から了承をえなかったといわれる。そし

　　て残りの ３区画 （Ｔ６，　Ｔ３５，　Ｔ４２）は，彼女のｌｉｎｅａｇｅへ返却された。彼女の死後，彼女の生

　　 まれた ｌｉｎｅａｇｅ成員によって３区画のタロイモ田がとり返された理由は，彼女に子どもがな

　　 かったからである。

　 この事例が示 すよ うに，１ｉｎｅａｇｅ間で贈与 されたタ ロイモ田であ って も， あ る状況

のもとでは，贈与者 が，分与 した土地 を取 り返す とい う事態 が生ず る。過去に贈与 し

た財を返却 させ るとい うこの慣行 は，サタワル社会の土地所有 の性格 を把握 す るうえ

で興味ぶかい事例である。 サタワルの人 び とは，婚 姻 および養取 によ って移譲 された

土地 にたいす る権 利は，当事者の生存 中は，贈与 した集団が保有 していると考えて い

る。そ して，当事者の死 によって，当事者 の集団 は，贈与 した土地 への権利の譲渡 に
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関 して， 選択的判 断を下す。 婚姻を契機 とする土地の贈与 の場合 ， 基本的 には， 前

節でみたよ うに， 父 の １ｉｎｅａｇｅ か ら贈 られた土地にたいす る権 利 は， 父 の婚入 した

ｌｉｎｅａｇｅの全成員 によって共有されるのでな く， 父を 同 じくす る ｌｉｎｅａｇｅの子 どもた

ちによって保有 される。 そ して，父 の死後 も，その権利 は，子 どもた ちに継承 され る。

しか し，婚入者 ない し養入者 （女性） に子 どもがない場合 には，彼ない し彼女 が もち

こん だ財 にたいす る対応 の しかたが，子 ど ものあ る場合 と異 なって くる。

　一般的 にいえ ることは，婚入者 （男性） に子 どもがないときには，彼が贈与 した土

地 は，彼 の死後 も，婚 出 した ｌｉｎｅａｇｅに贈 られたままになる。 この土地は， ココヤ シ

林 ない しタロイモ田の １区画程度の内容 で，婚入者の食べ ものをえるため と考え られ

ている。 しか し，上記 の事例 のように，女性 の養子で，数多 くの土地が彼女 の ｌｉｎｅａｇｅ

か ら，養母の １ｉｎｅａｇｅに贈与 された場合 には，彼女 の ｌｉｎｅａｇｅが，それ らの土地を と

り返 す権利を行使す ることが可能 とな る。この権利 の行使は，実際 には双方の ｌｉｎｅａｇｅ

の保有す る土地の数 と ｌｉｎｅａｇｅ成員の人 口などの要因を 考 慮 して お こ な わ れ る。

Ｙｉｎｉｐｏｗｐｉｉｙ の例 では， 贈与 された ７区画 のタ ロイモ田の うち， ３区画が， 彼女 の

１ｉｎｅａｇｅに返 され， ４区画 が養母 の １ｉｎｅａｇｅによって保有ない し処分 された ことにな

る。

　以 上でみた ように，集団間で贈与 された財 の保有，使用および処分 に関す る権利 は，

ココヤ シ林， タロイモ田，パ ンノキが移譲 された時点で，完 全に譲渡 される性格 のも

のでないことが明 らかにな った。 それ らが，譲渡 され るときは，婚姻ない し養取 の関

係 の解消時であ る。 財の移譲 の契機 （婚姻，養取 など） をつ くりだ した本人 が，婚姻

ない し養取 の関係を維持 しているかぎり，財を贈与 した集団 は，その財 にたいす る権

利を保持 して いるのであ る。贈与 をうけた集 団は，その財を使用す ることはで きるが，

贈与側の許可 な くほかの集団にあたえ ることは許 されな い。そ して，集 団間で の婚姻

ない し養取 の関係が消滅す るのは，当事者 の死亡 ない し離縁であ る。 この ときに，財

を保有 す る権利 の譲渡ない し返却 が，贈与側集 団によ って実施 され る。 このさい，そ

の権 利が譲渡 され るか否かは，当事者 の子 どもの有無が ，主要な要因 となる。

　 事例１９

　　　いままでの例のなかで特定の ｃｌａｎ間で財の贈与がおこなわれる場合がみられた。 この事

　　 例は，ある１ｉｎｅａｇｅがそこから婚出した男性の贈与した財を，婚出先の １ｉｎｅａｇｅから 「とり

　　 返す」ためにおこなった婚姻の例である。

　　　Ｒｅｃｈｏ（１）は， 父の ｌｉｎｅａｇｅの女性と結婚 した （図１１参照）。彼の ｌｉｎｅａｇｅには， 彼の父

　　 （４’）および彼の母の父 （５’）の ２人が， ２世代にわたってＮｅｙａａｒ　ｃｌａｎの同じｌｉｎｅａｇｅから婚

　　 入している。これまでに，事例 ３，事例 ７でみたように，その ｌｉｎｅａｇｅから彼の ｌｉｎｅａｇｅへ

　　 贈与した財は，ココヤシ林 ４個所，パ ンノキ２３本とタロイモ田２区画である。彼の妻の母，
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註

１．／ Ｓ２ｓは 、故 人 を 示 す 。

２．「一一一『「は 、類 別 的 キ ョ ウ ダ ィの 関 係 をあ らわ す 。

３．▲ は 、Ｅｇｏ（Ｒｅｃｈｏ）を示 す 。

図 １１ 父 の ｌｉｎｅａｇｅ 成 員 と の 結 婚

Ｉｎｅｎｕｋｕｍａｎ （２）の話 によ る と，彼 女 は娘 ，　Ｎｉｋｏｋｋ（１’）に ，　 Ｒｅｃｈｏ（１）と結 婚 す るよ う にす

す め た と の こ とで あ る。 彼女 の 真 意 は ，自分 の ｌｉｎｅａｇｅか ら ２人 の 男性 が，　Ｒｅｃｈｏの ｌｉｎｅａｇｅ

へ 財 と家 屋 建 築 の知 識 を贈 った か ら， 娘 婿 と して Ｒｅｃｈｏを とる こと によ って， そ れ らの財

と知 識 を彼 女 の ｌｉｎｅａｇｅにか えす こ とに あ った ２６）。 現 在 ，　Ｎｉｋｏｋｋ は，父 の ｌｉｎｅａｇｅ （父 の妹 ，

３） の養 子 にな って い る が ，養 母 の死 後 ， 実母 の と ころ に帰 る こと に な って い る。

　 Ｒｅｃｈｏ夫 婦 には ， ３人 の 娘 がお り，Ｒｅｃｈｏの ｌｉｎｅａｇｅか ら贈 与 した の は， タ ロ イモ 田 ２区

画 （Ｔ６，　Ｔ２６）で あ る。 こ れ らの タ ロ イモ 田 は，　 Ｒｅｃｈｏ の父 お よ び母 の 父 が持 参 した もので

２６）サタワル社会では，航海術，カヌー建造術，カヌー小屋や家屋の建築技術，占い，パンノキ

　の豊穣，魚の豊漁，嵐 しずめなどの儀礼の知識を修得することに，高い価値がおかれている。

　それらの専門知識は，各 ｃｌａｎで継承されなければならないと考えられている。継承方法は，

　母系 （母のキョウダイから彼女の息子）の ｌｉｎｅにそっておこなわれるのが基本形態で ある。

　 しかし，息子も父親からそれらの知識を修得する資格をもつ。 この場合には，父の ｃｌａｎの重

　要な知識が，ほかの集団へ伝えられることになる。そのために，ｃｌａｎ固有の専門知識が，　ｃｌａｎ

　成員に伝承されていない状況では，Ｃｌａｎの知識を修得している男性成員の息子を彼の ｃｌａｎの

　女性と結婚させることによって，その知識をとりもどす手段がこうじられる。
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　　はないが，養母の死後，Ｎｉｋｏｋｋの実母の ｌｉｎｅａｇｅに移譲されるとのことである。いままで

　　には，ココヤシ林とパ ンノキが贈与されていないが，これは，養母の １ｉｎｅａｇｅにそれらを多

　　 く保有しているので不要であるとの養母の意見によるからである。

　上記 の事例のよ うに，ある集団か ら他 の集 団に財 が一方的 に流れ るのを抑制す るた

めに実施す る婚姻は，ほかに も数例み られ る。そ して， サタワルの人 び とは，財の移

譲 の歴史 および経路について強い関心を もってい る。 とくに，個 々の ｌｉｎｅａｇｅおよび

ｃｌａｎ か ら贈与 された元来 の土地 （π顔 磁 プ加の が， 現在 ， どの ｃｌａｎによ って保有 さ

れてい るか を記憶 してい る。 土地 の歴史 につ いて この知識 （ωｕｒｕｗｏｗｕｎｆａｎｄｉ）は，各

ｃｌａｎ成員 にとって重要な継承事項 とな っている。 そ して， 彼 らは， 機会があれば，

他 の集団成員 によって保有 されている ｒａｐｉｎ　ａｂ　ｆａｎａｂを自分 の集団 にとり返 した い と考

えてい る。事例１８は，彼 らのそのような気 もちが顕在化 した ものといえよ う。

　 サタ ワル社会で は，財 の移譲 が， ほとん どの場合 ，集団聞で の人 の移動 に ともな っ

て生起 してい る。 したが って，ある集団か ら流 出した財 を， とり返す方法 としては，

原 理的には， この事例のよ うに，男性 が父 の女性 キョウダイの娘 との結婚，つ ま り，

父方交 差イ トコ婚を優先 的にお こなえ ばよいことにな る。 しか しなが ら，現在 のサタ

ワル社会 において は，そのよ うな優先婚 が，制度 として確立 して いない。

　 最後 に，現在 ，Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅが保有 してい るココヤ シ林 とココヤ シの数量

お よびパ ンノ キの本数 と１９３１年 当時 のそれ らとを比較 し，財 の移譲 にみ られ る特徴 的

性 格を指摘 して ， 本章を終え ることに しよ う （表 ６参照）。 表 ６は，事例 １か ら事例

！Ｑまでの財の贈与内容 と表 ５－１および表 ５－２とに基づいて作成 されてい る。 しか し，

現在 ，この ｌｉｎｅａｇｅの保有す るココヤ シとパ ンノキの総数量 が，表 ３と表 ６とで異な

って いる。それは，表 ６に Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｐｗｕｋｏｓ　ｌこ居住 してい る Ｎａｉｒｏｐｉｙ系 統 （図

７） の ｓｕｂ４ｉｎｅａｇｅの財 を加算 していないか らである。

　 表 ６か らうかがえ ることは，まず，１９３１年 と１９８０年 との財の総数 において，１９８０年

では， ココヤシの数量が約 ２倍 に増加 してい るのに，パ ンノキの本数 が，逆 に約 ３分

の ２に減少 してい ることである。その理由 として，パ ンノキは， この５０年間 に，家屋

の建材 ，カヌーの用材や台風な どのために５１本 が倒 されて いることがあげ られ る。ま

た，パ ンノキが植え られる場所 （土壌） は，湿気 の多 いところであ るために， ココヤ

シとくらべ限定 され ることもそ の理由の １つであ る。 ココヤシの数量 の増加 は， コブ

ラ生 産の増産化 と関連 してお り， この５０年 間に雑木林がな いほどに植栽 が促進 された

か らであ る。

　 つぎは，この ｌｉｎｅａｇｅか らの婚出者 の うち，財 をほかの ｌｉｎｅａｇｅへ贈与 した ものが，
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表 ６　 Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅ の ５０年 間の 財 の増 減

土 地 名 地図番号

１９３１年 １９８０年

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10. 

11. 

12. 

13.

14. 

15. 

16.

17.

18.

19. 

20.

21. 

22. 

23. 

24.

 FA:4n  en 

 Fânemwek 

 FAS.nkinife 
 Fâayrniliwon

 Nengeneer 

 Yapiirhan 

 PpeenOrnw 

 YandyisOng

Yawirhiyya

そ の 他

① 小 計
 Râapiirhakirh 

 Nemââyon 

 Nenifaana 

 NeemweyAng

 NennOn 

 PpeenOrnw 

 Ma  tayrang

 Rongerhuw

 FetanwOwarik

そ の 他

② 小 計

 Rdanemwaay 

Neweta

 Pwennadfang 

 Ppeen6mw 

Yeengiy 

 WenimOng

69 

82 

120 

122

126 

131 

138 

181

189

35 

40 

106 

127

137 

138 

141

146

161

贈与老

12 

28

113 

138 

152 

174

そ の 他

小 計

総 計

R 

R 

R 

R

R 

R 

R 

R

R

2" 

 5', 6' 

1' 

6'

 4' 

4' 

5'

2"

 5'

コ コ

ヤ シ

30 

30 

20 

40

150 

80 

60 

40

20

ノ’ξン

ノ キ

10

10

12

6

7

61

４７０本 １１０６本 １

40 

20 

30 

10

100 

40 

150

40

30

１４６０本

ｌｇ３０本

7

5

10

11

３３本 １

１１３９本

コ コヤ

シ

30 

35 

40 

46

50 

30 

80 

150

35

膳与者

４５０本

100 

20 

60 

10

200 

40 

300

60

７９０本

21 

50

98 

120 

70 

270

６２９本

１８６９本 【

 16' 

 1',  17'

34' 

17' 

17' 

19'

管理

19' 
16' 

16' 

 X

2 

2 

17' 

17'

17'

17' 

1 

16' 

2

17' 

17' 

19'

2

16' 

17'

 34' 

17' 

17' 

19'

パ ン １

ノキ ｛

4

12

2 

2

4

4

１２８本１

4 

3 

8 

3

7

2

２７本

10

2 

1

21

贈与者１

３４本

８９本

 17', 34'

他集団への贈与

一 部 を （１５）が ＹＡ へ

パ ンノ キを （１２）が ＹＡ

へ ， （６）が ＮＥへ

一 部 を （７）が ＫＡへ

 1',17' 
 21,  34'

17' 

17'

パ ンノ キ を （１５）が ＹＡ

ヘ

パ ンノ キ を （１８）が ＮＥ

へ

一 部 を （９）が ＹＡ へ ，
パ ンノキ を （１２）が Ｙ

へ ， （６）が ＮＥ へ

パ ンノ キを （１４）が ＹＡ

へ

全部を （４）が ＰＩへ，没収

全部を（１５）がＹＡへ

註 １． そ の他 は， 上 記 の土 地 以 外 に 存在 す るパ ンノ キで あ る。

２． Ｒ．は， 元 来 の土 地 を示 し， １９３１年 の贈 与 者 は ， 図 ８に ，１９８０年 の そ れ は 図 ９に対応

す る 。

３． ※ は， Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋｐｗｕｋｏｓに 居 住 す る別 の 土 地保 有 集 団 が ，使 用 責 任 を も って い る 。
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表 ５－２では， ８名 いるのに，表 ６に掲載 されてい るのは， ５名にす ぎない点 であ る。

表 ６に名前が掲載されていない ３入 のうち， １人 は，Ｙｉｐｏｉｎｕｋ （図 ９の ６） であ る

が，彼 は，父 （１’）が贈与 した ココヤ シ林 （１４３）を そのまま， １９６０年 ころに彼 の婚 出

先 へ贈 ったた めに表 ６には，提示 されて いない。そ して，ほかの場合は，Ｐｕｉｔａｋ（３）

と Ｔｏｋｏｍｅｙ（１８）で，彼 らは，それぞれ， ココヤ シ林 （ｌｌ１と １１４）を彼 らの妻 の集

団 に贈与 している。 それ らの土地は，この ｌｉｎｅａｇｅの財ではな く，いずれ も，前述 し

た Ｎａｉｒｏｐｉｙの集団が保有 す るものを分与 して もらったか らである。 その理由は，彼

らの集団の成 員人 口が多 く，Ｎａｉｒｏｐｉｙ の集団が人 口のわ りに土地 を多 くもっていた

か らで ある。つま り，同 じ居住 区に共住す る ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅが財を融通 したのであ る。

　 そ して，同 じｃｌａｎの ｓｕｂ－ｌｉｎｅａｇｅか らの土地の分与 とい う例 もあるが，この ｌｉｎｅａｇｅ

は， １９３１年 に保有 して いた財を１９８０年 まで， １件 （１６１）をのぞき， ほとん ど保持 し

てい る点 も注 目され る。 これは，現在 の時点で未婚の子女 （男性）成員 の人数 が多 い

ことで，彼 らの父 の集団か ら大量の財 を受贈 した ことによ るものである。将来 におい

て ，彼 らが婚出す るときには，かな りの財 の流 出が予想 され る。また，ここか らほか

の集団 に贈与 した土地 （ココヤ シ林） は，「元来の土地」が ２件 （６９，１２６）で， いず

れ も分割 して贈 ってい る。 それにたい し， 「贈与 された 土 地」は， ４件 （１３，１７，１８，

１４３）を数え る。その うち，３件 は，全部の区画を贈与 してい る。 この ことか らも 「元

来の土地」よ りも 「贈与 された土地」を優先的 に，他 集団へ贈与 する傾向にあ ること

が うかがえ る。

Ｖ． 土地の移譲様式 と権利

　前章では，土地保有単位 となっている ｌｌｉｎｅａｇｅ集団の約５０年間にわたるココヤシ

林，パンノキ，タロイモ田の保有および移譲の諸側面について考察 してきた。筆者が

各事例について特徴的な側面と傾向を指摘 したので，サタワル社会の土地保有に関す

る性格の概略は，明らかになってきた。そこで，本章では，まず，土地の移譲が生起

する契機に焦点をあて，移譲される財の意味を把握することにしたい。つぎに，サタ

ワルの人びとは，前述 したように財を，集団の固有のもの （ｒａｐｉｎ）， と贈与されたも

の （ｆａａｎｇ）という２つのカテゴリーにわけている。 それで， そのように類別される

財が，彼 らの所有および保有の観念とどのように関連 しているかを検討することにす

る。
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１．　 移譲の契機と条件

　 サタ ワル社会 において ココヤ シ林 ，パ ンノキ，タロイモ田が財産 の保有単位 である

ｌｉｎｅａｇｅ間でや りとりされ る主な契機 は，事例 が示す ように， 婚姻 （子 どもの誕生を

ふ くむ） と養取 関係 の成立および消滅 時である。 そして，それ らの移譲を うける資格

は，まず，１ｉｎｅａｇｅおよび ｃｌａｎ の成員であ ることによって獲得 され る。 この資格 は，

居住の要 因によって は制限 されない。 他島の同 じ ｃｌａｎの成員な ら誰 で も， サタ ワル

島 にあ る自分 の ｃｌａｎの財を利用す ることができる。 また， 他島 か らの非 ｃｌａｎ成員

であ って も，所定 の方式 によってサタ ワル島 のある ｃｌａｎへの帰属 が認め られ， そ の

ｃｌａｎが保有す る財を使用す る権 利を獲得 で きる。 このよ うに，サタワルの人び とが，

財 にたい して何 らかの権利を うるには，財 を保有す る出自集 団成員で あることが前提

条件 とな っている。 けれ ども，その権利 は，集団 によ って排他的 に保有 され るのでは

な く，かな り柔軟性 のあ る方法で移譲 され る性格の ものである。以下で，婚姻 ，養取，

非 ｃｌａｎ 成員の島入 り，病気 治療 のさいにおこなわれる財 の贈与の条件 と意味につい

て検討 してみよ う。

　　　１）　 婚 姻 と財 の 贈 与

　 あ る集団が， その集 団の男性成員 の婚出 した集団へ財を贈 る こ と は，プ加η８ （「贈

与」） である。そ して個 々の財 を贈与す る場合，た とえば，ｆａａｎｇｅｎｅ’　ｐωｕｎｇｋ （「ココヤ

シ林を贈与す る」） と表現する。 サタワルの人び とは，男性が婚出先 に財を贈 るのは，

彼が妻の集 団で 「食べ ものを確保す るため」で あると説 明 している。婚姻が成 立 して，

男性が妻 の もとへひ き移 る時期 に，彼 の集 団は，タロイモ田ない しココヤシ林の １区

画を妻の集 団に分与す る。多 くの場合 ，タ ロイモ田が優先 される。 そのタロイモ田は，

妻 によって使用 ，管理 され る。ただ し， ココヤ シ林が贈与 されたときには，その ココ

ヤ シの手入 れや，実 の採取 は，婚入 した男性 当人の責任 となる。つ ま り，婚姻時に贈

与 した財を使 用 し，管轄す る権 利 は，婚姻 当事者 （夫 と妻） によって保持 され るので

あ り，妻 の集 団のすべて の成員 によって共有 される性格の ものでない。

　 男性が婚 出先 で子 どもを もうけると，彼 は，自分 の集団の成員 にたい して，ｎｇａｔｏｍωｏ

／ｅｋｕｓ　ｒａｋ　ｍｗｏｎｇｏ（「私に少 しだけの食べ ものをわけて くだ さい」） と財の分与を 申 し

でる。 この ｍｗｏｎｇｏは， ここでは，「食べ ものを うる資源」 の意味で あり，具体 的に

は，ココヤ シ林 ，パ ンノキ，タ ロイモ田をさす。彼の集団 （ｌｉｎｅａｇｅ）で は，首長を中

心 に，ｍｗｉｃｈｅｎ　■ｄｙｉｎａｎｇ（「１ｉｎｅａｇｅの集会」）をひ らき，どの種類 の，どこにある土地

の，どの くらいの財 を彼 に贈与す るかを決 める。サタ ワル社会 では，樹木 （ココヤシ，

パ ンノキ） とタ ロイモの使用 および管理 の責任 が，男性 と女性 とによって明確 に分担
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されている。そのために，集団が保有する財の管理と使用は，男性成員 と女性成員と

によって分割される。したがって集団の共有財の処分にたいする最終的権限は，ココ

ヤシ林 とパンノキに関しては，男性首 （族）長，タロイモ田については，女性首 （族）

長が，それぞれ保持している。男女それぞれの首長は，婚出した男性成員から財の分

与の申し出をうけたときに，集団が保有する財の状態や集団の成員数を念頭において，

贈与する財の内容と数量を決定する。

　Ｉｉｎｅａｇｅ集会の場では， 婚出 した男性成員が彼の妻の集団および彼のこどものため

に，より多 くの財の分与を主張 し，彼の母親 も彼に加担する状況がしばしば生ずる。

このさい，彼の父親の集団から贈与された財が，残っていれば，それが優先的に贈与

の対象になる。 しかし，彼に年長のキョウダイが多 く，そのために父親の財がすでに

贈与されて しまった場合は，ｌｉｎｅａｇｅの共有財ないし父親以外の婚入者の贈与財の分

与をめぐる話 し合いになる。話 し合いがこじれたときには，それを解決 し，成員の合

意をとりつけるのは，ｌｉｎｅａｇｅの首長の責任 となって くる。婚出した男性成員が， よ

り多 くの財を妻の集団に贈与 したいとのぞむ真意は，妻の集団から自分の集団が 「け

ちんぼう」＠ω醐 とみなされるのを嫌 うことにある。 このような指向性は，サタワ

ル島の首長を輩出する３つの ｃｌａｎにおいて顕著にみられる。 とくに，首長自身の婚

姻においては，事例 ９，１０，１５で明らかなように，平均的数量以上の財を贈与 してい

る。

　子どもの誕生にともなって，父親の集団から子どもの集団へ財を贈与 す るの は，

「子どもを ｍωｏｎｇｏでこまらせないようにするため」といわれる。事実，父親の集団

は，子どもの出生につれて，順次，パ ンノキやココヤシを分与 している。このような

贈与慣行は，基本的には，子どもの食料資源を父親の集団でも確保するという理念に

基づいて実行されているとみなすことができる。父親の集団か ら贈られた財にたいす

る権利は，父親の生存中，父親が保有するもので，母親の集団成員の共有財とは別個

のカテゴリーに属 している。父親の死後においても，その財の使用，管理，処分など

の権利は，父親を同じくする子どもたちによって保持される。具体的には，男性キョ

ウダィがココヤシ林 とパ ンノキを，女性キョウダイがタロイモ田をそれぞれ共有する。

そして，それらの財は，男性キョゥダイの婚出を機会に，ほかの集団へ贈与される。

　このように，男性の集団が贈与する財は，彼の婚出先の集団が一時的に保有するけ

れども，原則 としては，世代をへるにしたがって人 （男性）の移動 とともに集団間を

循環する性質のものである。だから，財が，ある集団からほかの集団へ一方的に流れ

たり，特定の集団で長期に保持される状態がつづ く場合には，事例１８のように，財を
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とりもどすための婚姻がおこなわれる。この結婚方式は，財の集団間での循環を促進

させ る手段 とみなすこともできる。

　サタワル社会で，婚姻時に男性の集団か ら彼の妻の集団へ財を贈与するという慣行

は，集団間を移動する人の 「食料資源を確保する」という理念に基づいて実行される。

この理念は，人の移動および移動にともなう人口の増大に対処するかたちで現実化す

る。たとえば，男性が結婚後にもつ子どもの人数に比例 して，贈与する財の数量 も多

くなる。 もし，子どもを多 くもった父親の集団は，子どもの人数にみあうだけの財を

贈 らないと子どもの集団から，批難される。このように，集団の人口の増加 にともな

って，多 くの財が移譲される傾向は，第ＩＶ章 と第Ｖ章でとりあげた Ｎｏｏｓｏｍｗａｒ　ｃｌａｎ

Ｋａｎｉｎｇｅｉｒｅｋ　ｌｉｎｅａｇｅの事例か ら実証される。

　１９３１年の時点で，その ｌｉｎｅａｇｅ成員の居住集団人口が１８人，保有するココヤシ林１８

個所，タロイモ田２７区画であった。それが，１９８０年では，人口４２人，ココヤシ林２３個

所，タロイモ田２７区画とそれぞれ増加 している。そして，増加分は，ほとんど，その

ｃｌａｎ へ婚入 した男性の集団が贈与 したものである。 したがって，資源利用の観点か

らみれば，その慣行は，出自集団間での食料資源と人口との均衡をたもつ制度として

重要な機能をはたしていることがわかる。そして，サタワルの人々は，ｆａｎｎｇのカテ

ゴ リーの財を集団外への贈与財として優先的に贈り，ｒａｐｉｎ のそれを集団内に祖先か

らの財 として保有するものと考えている。それは，出自集団の維持 ・存続のために不

可欠で基礎 となる生活資源を ｒａｐｉｎの財によって確保 し，人口の増大でそれだけでは

まかなえない食料資源を プ加πｇ の財によって補なうことを意味 している。 つまり，

ｒａｐｉｎの財は， 第一義的な生活保障資源であり，　ｆａａｎｇ のそれは， 補完的な生活保障

資源 とみなす ことができるのである。

　　 ２）　養 取 と財の贈 与

　サタワル島は，養取慣行が発達 している社会である。最近の人口増加にともなって，

養取の例数は，ますます多 くなり，現在，２０才未満の人びとで養子になっている人数

は，全体の６０パーセントをこえている。そして，このような養取は，ほとんど親族関

係者間でおこなわれ，とくに，子どもが父の集団 （父の姉妹や母）の養子になる場合

が多い。これは，子供のうち，少な くとも１人が父の集団の養子にならなければなら

ないというサタワル社会の 「規範」によるものである。

　その規範の背景には，子どもは，養取によって，「父の地位を代理する」（ＳＵＵ１ｅｎｎｔ

ｓａａｍ）という理念がある。このような考えのもとでおこなう養取は，たんに，父親の

集団が子どもをひきとって養育することだけを目的としているのではない。つまり，

２７０






























































































































































